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所
しょ

内
ない

生
せい

活
かつ

の手
て

引
びき

 

第
だい

１ はじめに 

   あなたたちは、今日
きょう

から府中刑務所
ふちゅうけいむしょ

で生活
せいかつ

することになりました。刑務
けいむ

所
しょ

は、あなたたちの刑
けい

を執行
しっこう

するところであり、改善
かいぜん

更生
こうせい

及
およ

び円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

を図
はか

るための場所
ばしょ

です。 

   あなたたちは、この刑務所
けいむしょ

で生活
せいかつ

している間
あいだ

を通
つう

じて、自分
じぶん

の犯
おか

した罪
つみ

に誠実
せいじつ

に向
む

き合
あ

い、真剣
しんけん

に反省
はんせい

をするとともに、二度
に ど

と犯罪
はんざい

に手
て

を染
そ

める

ことなく、健全
けんぜん

な社会
しゃかい

の一員
いちいん

として生活
せいかつ

していくため具体的
ぐたいてき

な計
けい

画
かく

を立
た

て、

自信
じしん

をもって出所
しゅっしょ

していくことが期待
きたい

されています。 

   当所
とうしょ

では、あなたたちが改善
かいぜん

更生
こうせい

と円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

に向
む

けて真剣
しんけん

な努力
どりょく

をすることをできる限
かぎ

り応援
おうえん

します。あなたたちも自分
じぶん

の置
お

かれている立
たち

場
ば

を自覚
じかく

し、日々
ひ び

の生活
せいかつ

を送
おく

るよう心掛
こころが

けてください。 

   この「所
しょ

内
ない

生
せい

活
かつ

の手
て

引
びき

」は、当所
とうしょ

で生活
せいかつ

していく上
うえ

であなたたちに知
し

っ

ておいてもらいたいことをまとめたものです。時間
じかん

があるときによく読
よ

んで、

刑務所
けいむしょ

での生活
せいかつ

をあなたたちの人生
じんせい

にとって、少
すこ

しでも有意義
ゆ う い ぎ

なものとす

るよう努
つと

めてください。 

   なお、分
わ

からないことは、自分勝手
じぶん かっ て

に判断
はんだん

することなく、定
さだ

められた方
ほう

法
ほう

により、職員
しょくいん

に確認
かくにん

するようにしてください。 
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第
だい

２ 一般
いっぱん

心得
こころえ

 

   所内
しょない

生活
せいかつ

における以下
い か

の心得
こころえ

を遵守
じゅんしゅ

して生活
せいかつ

してください。 

１ 所内
しょない

生活
せいかつ

は集団
しゅうだん

生活
せいかつ

ですから、自分勝手
じぶん かっ て

な考
かんが

えを捨
す

て、常
つね

に集
しゅう

団
だん

の一
いち

員
いん

である自覚
じかく

のもとに行動
こうどう

すること。 

２ 誰
だれ

に対
たい

しても言葉遣
ことばづか

いや態度
たいど

に気
き

を付
つ

け、礼儀
れいぎ

を重
おも

んじ秩序
ちつじょ

正
ただ

しく行動
こうどう

すること。
 

 

３ 過去
か こ

の生活
せいかつ

態度
たいど

を反省
はんせい

するとともに、現在
げんざい

の収容
しゅうよう

生活
せいかつ

を今後
こんご

の社
しゃ

会
かい

生
せい

活
かつ

に役
やく

立
だ

てるよう、将
しょう

来
らい

の生
せい

活
かつ

設
せっ

計
けい

を常
つね

に考
かんが

えて生
せい

活
かつ

すること。 

４ あなたたちは、各
かく

人
じん

の性
せい

格
かく

、信
しん

条
じょう

、生
せい

育
いく

歴
れき

、生
せい

活
かつ

環
かん

境
きょう

及
およ

び収
しゅう

容
よう

され

るに至
いた

った原
げん

因
いん

などが、それぞれ異
こと

なっていることを自覚
じかく

し、常
つね

に相
あい

手
て

の立
たち

場
ば

を理
り

解
かい

し、尊
そん

重
ちょう

し合
あ

って生
せい

活
かつ

すること。 

５ あなたたちは、人
ひと

として互
たが

いに平
びょう

等
どう

な立
たち

場
ば

にあるので、社
しゃ

会
かい

的
てき

な背
はい

景
けい

を

所
しょ

内
ない

に持
も

ち込
こ

んで他
た

人
にん

より優
ゆう

越
えつ

した立
たち

場
ば

を作
つく

ろうとしたり、私
し

的
てき

な集
しゅう

団
だん

を

作
つく

ったりしないこと。 

６ 自
じ

分
ぶん

の住
じゅう

所
しょ

や家
か

族
ぞく

の氏
し

名
めい

、電
でん

話
わ

番
ばん

号
ごう

等
とう

を他人
たにん

に知
し

らせないこと。 

７ 刑務所
けいむしょ

では、権利
けんり

の行使
こうし

や援助
えんじょ

の申出
もうしで

などをする際
さい

には、原則
げんそく

として願
がん

箋
せん

(願
ねが

い事
ごと

を申
もう

し出
で

るために使
つか

う用
よう

紙
し

のこと。)という書
しょ

面
めん

を作
さく

成
せい

して職
しょく

員
いん

に提
てい

出
しゅつ

すること。願
がん

箋
せん

は必
かなら

ず自
じ

分
ぶん

で書
か

くこと。自
じ

分
ぶん

で書
か

くことのでき

ない人
ひと

は職
しょく

員
いん

に申
もう

し出
で

て代
だい

筆
ひつ

してもらうようにし、周囲
しゅうい

の人
ひと

には頼
たの

まない

こと。
 

 

  なお、願箋
がんせん

を提出
ていしゅつ

するときには、工
こう

場
じょう

や居
きょ

室
しつ

ごとに定
さだ

められている

受付時間
うけつけじかん

に提
てい

出
しゅつ

すること。 

８ 歩
ほ

行
こう

中
ちゅう

は、両
りょう

手
て

を自
し

然
ぜん

に伸
の

ばして前
ぜん

後
ご

に振
ふ

り、腕
うで

組
ぐ

みをしたり、ポケッ

トに手
て

を入
い

れたり、その他
た

故
こ

意
い

に肩
かた

を振
ふ

ったり、履
はき

物
もの

を引
ひ

きずるなど、だら

しない歩
ある

き方
かた

、他
た

人
にん

を威
い

圧
あつ

するような歩
ある

き方
かた

をしないこと。また、二
ふた

人
り

以
い

上
じょう

で歩
ある

くときは、職
しょく

員
いん

の指
し

示
じ

に従
したが

い整
せい

列
れつ

して整
せい

然
ぜん

と歩
ほ

行
こう

すること。 
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９ 服
ふく

装
そう

は、定
さだ

められたとおり着
ちゃく

用
よう

し、名
な

札
ふだ

は所
しょ

定
てい

の位
い

置
ち

に必
かなら

ず付
つ

けるこ

と。許
きょ

可
か

なく裸
はだか

になったり、鉢
はち

巻
ま

きをしたり、タオルを首
くび

に掛
か

けたり、そ

の他
た

だらしない格
かっ

好
こう

をしないこと。 

10 他人
たにん

から、暴行
ぼうこう

されたり、不正
ふせい

なことを勧
すす

められたり、不当
ふとう

なことを要
よう

求
きゅう

されたときは、すぐに職
しょく

員
いん

に申
もう

し出
で

ること。 

11 所
しょ

持
じ

を許
きょ

可
か

されていない物
もの

を所
しょ

持
じ

したり、作
つく

ったりしないこと。これらの

物
もの

が発
はっ

見
けん

された場
ば

合
あい

には、没
ぼっ

収
しゅう

又
また

は廃
はい

棄
き

されることがあるので、承知
しょうち

して

おくこと。 

12 持
もち

主
ぬし

の分
わ

からない物
もの

や不
ふ

審
しん

な物
もの

を発
はっ

見
けん

した場合
ばあい

は安易
あんい

に拾
ひろ

ったりせず、

直
ただ

ちに職
しょく

員
いん

に知
し

らせること。 

13 火
か

災
さい

や周囲
しゅうい

の人
ひと

の急 病
きゅうびょう

など、身
み

の回
まわ

りに変
か

わったことがあったときは、

直
ただ

ちに職
しょく

員
いん

に知
し

らせること。 

14 技術指導者
ぎじゅつしどうしゃ

その他
た

の外
がい

部
ぶ

の人
ひと

に対
たい

し、物
ぶっ

品
ぴん

や金
きん

銭
せん

を要
よう

求
きゅう

したり、授受
じゅじゅ

し

たりしないこと。
 

 

15 この手引
てびき

、また、それ以外
いがい

で分
わ

からないことがあるときは、職員
しょくいん

に尋
たず

ね

てその指
し

示
じ

を受
う

けること。 

16 この手引
てびき

に書
か

かれていないことであっても、職員
しょくいん

から指
し

示
じ

されたことに

は素
す

直
なお

に従
したが

うこと。 

 

第
だい

３ 一
いち

日
にち

の生
せい

活
かつ

 

刑
けい

務
む

所
しょ

での毎
まい

日
にち

の生
せい

活
かつ

は、表
ひょう

１「被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

動
どう

作
さ

時
じ

限
げん

表
ひょう

」に従
したが

わなけ

ればなりません。あなたたちは、社
しゃ

会
かい

内
ない

では自
じ

分
ぶん

のペースで生
せい

活
かつ

していたか

もしれませんが、刑
けい

務
む

所
しょ

で集
しゅう

団
だん

生
せい

活
かつ

を営
いと

む以
い

上
じょう

、食事
しょくじ

、就
しゅう

寝
しん

などの時
じ

間
かん

を皆
みな

と一
いっ

緒
しょ

にしなければなりません。起床
きしょう

、食事
しょくじ

などの時
じ

間
かん

帯
たい

は、チャイム、

放送
ほうそう

、職員
しょくいん

の号令等
ごうれいとう

で知
し

らせます。決
き

められた時
じ

間
かん

内
ない

に行
こう

動
どう

するよう努
つと

め

てください。
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表
ひょう

１        被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

動
どう

作
さ

時
じ

限
げん

表
ひょう

 

平日
へいじつ

 休日
きゅうじつ

 

起
き

 床
しょう

 6:45 起
き

 床
しょう

 7:20 

清掃
せいそう

・整頓
せいとん

 

洗面
せんめん

・点検
てんけん

 
6:45～7:05 

清掃
せいそう

・整頓
せいとん

 

洗面
せんめん

・点検
てんけん

 
7:20～7:40 

朝 食
ちょうしょく

 7:05～7:35 朝 食
ちょうしょく

 7:50～8:10 

出
しゅつ

 室
しつ

 7:35～8:00   

作
さ

業
ぎょう

開
かい

始
し

 
8:00 

(7:40) 

  

休憩
きゅうけい

 9:50～10:00   

昼 食
ちゅうしょく

 
12:00～12:20 

(11:20～11:40) 
昼 食

ちゅうしょく

 
12:00～12:30 

(11:30～12:00) 

休憩
きゅうけい

 14:30～14:40   

作
さ

業
ぎょう

終
しゅう

了
りょう

 
16:40 

(16:20) 

  

入
にゅう

 室
しつ

 16:40～16:50   

点
てん

 検
けん

 16:50～17:00 点
てん

 検
けん

 16:30～16:40 

夕
ゆう

 食
しょく

 
17:00～17:30 

(16:20～16:50) 
夕
ゆう

 食
しょく

 
16:40～17:10 

(16:00～16:30) 

居
きょ

室
しつ

清
せい

掃
そう

 17:30～17:40 居
きょ

室
しつ

清
せい

掃
そう

 17:10～17:20 

仮
かり

就
しゅう

寝
しん

 18:00 仮
かり

就
しゅう

寝
しん

 18:00 

就
しゅう

 寝
しん

 21:00 就
しゅう

 寝
しん

 21:00 

（注
ちゅう

）１ ( )内
ない

の時
じ

限
げん

は、居
きょ

室
しつ

内
ない

で作
さ

業
ぎょう

を行
おこな

う人
ひと

の動
どう

作
さ

時
じ

限
げん

である。 

 ２ 運
うん

動
どう

時
じ

間
かん

は、原則
げんそく

として平日
へいじつ

の午前
ごぜん

又
また

は午後
ご ご

に実施
じっし

することとしているが、時間
じかん

帯
たい

については、就
しゅう

業
ぎょう

場
ば

所
しょ

ごとに順
じゅん

次
じ

変
へん

更
こう

される。 
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３ 矯正
きょうせい

指導
しどう

日
び

については、別
べっ

途
と

定
さだ

める。 

４ 休日
きゅうじつ

の午後
ご ご

１時
じ

から同
どう

３時
じ

までは午睡
ごすい

時間
じかん

とする。 

５ その他
た

、上記時限表
じょうきじげんひょう

は、一般的
いっぱんてき

な一日
いちにち

の動作
どうさ

時限
じげん

を示
しめ

したもので、工場
こうじょう

及
およ

び

居室棟
きょしつとう

における動作
どうさ

時限
じげん

は、出室
しゅつしつ

順
じゅん

、運動
うんどう

、入浴
にゅうよく

等
とう

のため必要
ひつよう

がある場合
ばあい

や、

養護的
ようごてき

処遇
しょぐう

を受
う

けている人
ひと

等
とう

については、一部
いちぶ

変
へん

更
こう

される場
ば

合
あい

がある。 
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以
い

下
か

に、表
ひょう

１の時
じ

間
かん

帯
たい

において、あなたたちが何
なに

をしなければならない

のか、どんな点
てん

に留意
りゅうい

すればよいのかを簡単
かんたん

に説明
せつめい

します。後
のち

ほど、それぞ

れの場面
ばめん

で注意
ちゅうい

しなければならないことなどを更
さら

に詳
くわ

しく説
せつ

明
めい

しますが、こ

こでは、特
とく

に、平日
へいじつ

における一日
いちにち

の生活
せいかつ

の流
なが

れを理解
りかい

してください。 

１ 起
き

床
しょう

 

（１）起
き

床
しょう

のチャイムが鳴
な

るまでは、他
た

人
にん

の睡
すい

眠
みん

の妨
さまた

げにならないよう、目
め

が覚
さ

めていても布
ふ

団
とん

の中
なか

にいること。 

     なお、日
ひ

の出後
で ご

に目
め

が覚
さ

め、読書
どくしょ

をする場合
ばあい

、就寝
しゅうしん

している人
ひと

に迷惑
めいわく

とならないよう心掛
こころが

けること。 

（２）起
き

床
しょう

のチャイムが鳴
な

ったならば、すぐに起
お

きて、寝
しん

具
ぐ

を定
さだ

められた位
い

置
ち

にきちんと片
かた

付
づ

け、洗
せん

面
めん

と室
しつ

内
ない

の掃
そう

除
じ

をすること。その後
ご

、すぐに点
てん

検
けん

の時
じ

間
かん

になるので、用
よう

事
じ

が済
す

んだら、所定
しょてい

の位置
い ち

に座
すわ

って点
てん

検
けん

の合
あい

図
ず

を待
ま

つこと。
 

 

２ 点検
てんけん

 

点検
てんけん

は、あなたたちが指定
してい

された居室
きょしつ

にいるか、健康
けんこう

状態
じょうたい

に異常
いじょう

はな  

いかを確認
かくにん

するために行
おこな

うものなので、以下
い か

の要領
ようりょう

で受
う

けること。 

（１）点
てん

検
けん

は、原
げん

則
そく

として毎
まい

日
にち

、朝
あさ

と夕
ゆう

の２回
かい

行
おこな

うので、それぞれ、①「点検
てんけん

待機
たいき

」の放送
ほうそう

で、服装
ふくそう

を正
ただ

して話
はなし

をやめ、居
きょ

室
しつ

内
ない

の所
しょ

定
てい

の位
い

置
ち

に座
すわ

り、

②「点
てん

検
けん

用
よう

意
い

」という職
しょく

員
いん

の号
ごう

令
れい

で、点検
てんけん

準備
じゅんび

をした上
うえ

、職
しょく

員
いん

の点
てん

検
けん

を待
ま

つこと。また、点
てん

検
けん

の際
さい

には、正
せい

座
ざ

又
また

は安
あん

座
ざ

で座
すわ

ること。ただし、正
せい

座
ざ

も安
あん

座
ざ

もできない場
ば

合
あい

には、できる姿勢
しせい

で座
すわ

ること。 

（２）職
しょく

員
いん

が「点
てん

検
けん

」と号
ごう

令
れい

を掛
か

け、居
きょ

室
しつ

ごとに「番
ばん

号
ごう

」と号
ごう

令
れい

を掛
か

けたら、

番
ばん

号
ごう

を唱
とな

えること。朝
あさ

は、単
たん

独
どく

で居
きょ

室
しつ

に収
しゅう

容
よう

されている人
ひと

は、「１」と

唱
とな

え、他
た

の人
ひと

と一
いっ

緒
しょ

に居
きょ

室
しつ

に収
しゅう

容
よう

されている人
ひと

は、「１、２、３、４」

というように順
じゅん

番
ばん

に一
いち

連
れん

番
ばん

号
ごう

を唱
とな

え、夕
ゆう

はそれぞれが自
じ

分
ぶん

の称
しょう

呼
こ

番
ばん

号
ごう

を唱
とな

えること。 
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（３）「点
てん

検
けん

なおれ」と職
しょく

員
いん

が号
ごう

令
れい

を掛
か

けるまでは、静
しず

かに待
ま

っていること。 

３ 食事
しょくじ

 

（１）食事
しょくじ

は、定
さだ

められた位
い

置
ち

に座
すわ

って食
た

べること。食事
しょくじ

の際
さい

に同
おな

じ居
きょ

室
しつ

の

人
ひと

と会
かい

話
わ

をすることは差
さ

し支
つか

えないが、食
た

べ物
もの

が口
くち

に入
はい

った状
じょう

態
たい

で話
はなし

をすることは他
た

人
にん

に不
ふ

快
かい

感
かん

を与
あた

えるおそれがあるので、注
ちゅう

意
い

すること。 

（２）自
じ

分
ぶん

の食事
しょくじ

を他
た

人
にん

に分
わ

け与
あた

えたり、他
た

人
にん

の食
しょく

事
じ

をもらったりしないこ

と。
 

 

（３）食
た

べ残
のこ

した食
しょく

事
じ

は、室
しつ

内
ない

に残
のこ

しておいたり、便
べん

所
じょ

や洗面
せんめん

台
だい

に流
なが

したり、

窓
まど

から外
そと

に捨
す

てたりせず、必
かなら

ず残
ざん

飯
ぱん

として出
だ

すこと。 

４ 居
きょ

室
しつ

と工
こう

場
じょう

等
とう

との往
おう

復
ふく

、身
しん

体
たい

衣
い

類
るい

の検
けん

査
さ

 

（１）居
きょ

室
しつ

から工
こう

場
じょう

等
とう

へ向
む

かう際
さい

、工
こう

場
じょう

等
とう

から居
きょ

室
しつ

に戻
もど

る際
さい

には、衣
い

類
るい

を

きちんと着
ちゃく

用
よう

し、二
ふ

人
たり

以
い

上
じょう

の人
ひと

が一
いっ

緒
しょ

に歩
ほ

行
こう

する場
ば

合
あい

には、整
せい

列
れつ

した

状
じょう

態
たい

で移
い

動
どう

すること。職
しょく

員
いん

が号
ごう

令
れい

を掛
か

けて整
せい

列
れつ

行
こう

進
しん

を指示
し じ

した場
ば

合
あい

に

は、これに従
したが

って行
こう

進
しん

すること。また、職
しょく

員
いん

が整
せい

列
れつ

行
こう

進
しん

を指示
し じ

していな

い場
ば

合
あい

においても、移
い

動
どう

する際
さい

には、走
はし

ったり、脇
わき

見
み

をしたり、話
はなし

をし

たりせず、前
ぜん

後
ご

左
さ

右
ゆう

の人
ひと

とぶつかったりしないように十分注意
じゅうぶんちゅうい

すること。 

（２）工
こう

場
じょう

の更
こう

衣
い

室
しつ

において、更
こう

衣
い

及
およ

び身
しん

体
たい

衣
い

類
るい

の検
けん

査
さ

を行
おこな

うので、更
こう

衣
い

室
しつ

では、話
はなし

をせず、速
すみ

やかに衣
い

類
るい

を着
ちゃく

脱
だつ

し、職
しょく

員
いん

の指
し

示
じ

に従
したが

って検
けん

査
さ

を受
う

けること。身
しん

体
たい

の検
けん

査
さ

を受
う

ける際
さい

には、職
しょく

員
いん

に自
じ

分
ぶん

の称呼番号
しょうこばんごう

をは

っきりと言
い

うこと。 

   なお、身
しん

体
たい

衣
い

類
るい

の検
けん

査
さ

は、居
きょ

室
しつ

と工
こう

場
じょう

等
とう

との往
おう

復
ふく

の際
さい

だけでなく、職
しょく

員
いん

が必
ひつ

要
よう

と認
みと

める場
ば

合
あい

にはいつでも実
じっ

施
し

するので、その際
さい

には職
しょく

員
いん

の指
し

示
じ

に従
したが

って検
けん

査
さ

を受
う

けること。 

５ 作
さ

業
ぎょう

開
かい

始
し

 

始業
しぎょう

の前
まえ

には、工場
こうじょう

ごとの状 況
じょうきょう

に応
おう

じて、準
じゅん

備
び

体
たい

操
そう

、始業点検
しぎょうてんけん

など

を行
おこな

い、作業
さぎょう

は、職
しょく

員
いん

の号
ごう

令
れい

又
また

はチャイムによる「作業
さぎょう

始
はじ

め」の合
あい

図
ず

で
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開
かい

始
し

するので、職
しょく

員
いん

の指
し

示
じ

に従
したが

って、真
しん

剣
けん

に取
と

り組
く

むこと。 

６ 休
きゅう

憩
けい

 

休
きゅう

憩
けい

は、職
しょく

員
いん

の合
あい

図
ず

により開
かい

始
し

し、又
また

は終
しゅう

了
りょう

するので、職
しょく

員
いん

から

「作
さ

業
ぎょう

やめ」の号
ごう

令
れい

が掛
か

かったら、すぐに作
さ

業
ぎょう

をやめ、職
しょく

員
いん

による人
じん

員
いん

点
てん

呼
こ

その他
た

の点
てん

検
けん

を受
う

けること。また、職
しょく

員
いん

から「整
せい

列
れつ

」の号
ごう

令
れい

が掛
か

かっ

たら、所
しょ

定
てい

の位
い

置
ち

に整
せい

列
れつ

し、人
じん

員
いん

点
てん

呼
こ

その他
た

の点
てん

検
けん

を受
う

けた後
あと

、作業
さぎょう

を開
かい

始
し

すること。 

７ 作
さ

業
ぎょう

終
しゅう

了
りょう

 

職
しょく

員
いん

の号
ごう

令
れい

による「作
さ

業
ぎょう

やめ」の合図
あいず

ですぐに作業
さぎょう

をやめ、周囲
しゅうい

を片
かた

付
づ

けたり掃
そう

除
じ

をし、作業
さぎょう

用
よう

具
ぐ

を所
しょ

定
てい

の場
ば

所
しょ

に収納
しゅうのう

するために職
しょく

員
いん

の点
てん

検
けん

を

受
う

けること。 

８ 余暇時間
よ か じ か ん

 

被収容者
ひしゅうようしゃ

動
どう

作
さ

時限表
じげんひょう

に定
さだ

めのない時
じ

間
かん

帯
たい

は余暇時間
よ か じ か ん

であり、原則
げんそく

として

居室内
きょしつない

で、自由
じゆう

な時間
じかん

を過
す

ごすことができるが、大声
おおごえ

や騒
そう

音
おん

を出
だ

したり、

たとえ悪意
あくい

がなかったとしてもふざけて他人
たにん

に迷惑
めいわく

を掛
か

けるようなことな

く、行動
こうどう

すること。 

９ 仮就寝
かりしゅうしん

 

仮就寝
かりしゅうしん

の開始
かいし

は職員
しょくいん

の号令
ごうれい

又
また

はチャイムとなり、これ以降
いこう

は居
きょ

室内
しつない

で

寝
ね

ている人
ひと

がいるので、周
しゅう

囲
い

の人
ひと

に配慮
はいりょ

した行
こう

動
どう

をすること。 

なお、就寝
しゅうしん

の際
さい

は、寝具
しんぐ

を所定
しょてい

の場所
ばしょ

に敷
し

くこと。 

おって、仮就寝
かりしゅうしん

時間
じかん

は、季節
きせつ

などにより変更
へんこう

することもあるので、承知
しょうち

しておくこと。
 

 

10 就寝
しゅうしん

 

就寝
しゅうしん

時間前
じかんまえ

には、室内
しつない

の照
しょう

明
めい

が減灯
げんとう

され、テレビやラジオの放送
ほうそう

も止
と

まるので、所定
しょてい

の位置
い ち

に寝具
しんぐ

を敷
し

いて、床
とこ

に就
つ

くこと。 

11 その他
た
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（１）一人
ひとり

の職
しょく

員
いん

が多
おお

くの人
ひと

に対応
たいおう

していることから、職
しょく

員
いん

の指
し

示
じ

にあなた

たちがその場
ば

で異
い

議
ぎ

を唱
とな

えることを認
みと

めると、施
し

設
せつ

の運営
うんえい

に支障
ししょう

をきたす

可能性
かのうせい

があるため、職員
しょくいん

の指示
し じ

には素直
すなお

に従
したが

うこと。もちろん、あなた

たちは、職
しょく

員
いん

の指
し

示
じ

が不
ふ

当
とう

であると感
かん

じたならば、後
ご

刻
こく

、定
さだ

められた方
ほう

法
ほう

により、不
ふ

服
ふく

や苦情
くじょう

を申
もう

し立
た

てることができるので、承知
しょうち

しておくこと。 

（２）刑務所
けいむしょ

の中
なか

では、たとえお互
たが

いに同意
どうい

の上
うえ

であったとしても他
た

の人
ひと

と

物品
ぶっぴん

のやり取
と

りはしないこと。また、刑務所
けいむしょ

の中
なか

では物
ぶっ

品
ぴん

をきちんと管理
かんり

する必要
ひつよう

があるので、自分
じぶん

の物
もの

であっても勝
かっ

手
て

に加工
かこう

したり、壊
こわ

したり、

捨
す

てたりしないこと。 
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第
だい

４ 室内
しつない

の心得
こころえ

 

居
きょ

室
しつ

は、あなたたちが睡
すい

眠
みん

や休
きゅう

息
そく

を取
と

ったり、余
よ

暇
か

時
じ

間
かん

の大
たい

半
はん

を過
す

ごす

場
ば

所
しょ

です。あなたたちには、この刑
けい

務
む

所
しょ

にいる間
あいだ

、自
じ

分
ぶん

が生
せい

活
かつ

する居
きょ

室
しつ

が

割
わ

り当
あ

てられます。居室
きょしつ

には、同時
どうじ

に複数
ふくすう

の人
ひと

が使用
しよう

することを前
ぜん

提
てい

に作
つく

ら

れた共
きょう

同
どう

室
しつ

と一
ひと

人
り

の人
ひと

が使
し

用
よう

することを前
ぜん

提
てい

に作
つく

られた単独室
たんどくしつ

とがあり

ます。居室
きょしつ

の割
わ

り当
あ

てについて、いろいろと希望
きぼう

があるかもしれませんが、

建
たて

物
もの

設
せつ

備
び

に限
かぎ

りがある以上
いじょう

、希望
きぼう

どおりの居室
きょしつ

があなたたちに割
わ

り当
あ

てら

れるとは限
かぎ

りません。施
し

設
せつ

の状 況
じょうきょう

により、単
たん

独室
どくしつ

を二人
ふたり

の人
ひと

で使用
しよう

しても

らうこともあるかもしれません。また、居
きょ

室
しつ

の割
わ

り当
あ

ては、突
とつ

然
ぜん

変
へん

更
こう

される

こともありますので承知
しょうち

しておいてください。 

居
きょ

室
しつ

のある建
たて

物
もの

（居
きょ

室
しつ

棟
とう

）では、大
おお

勢
ぜい

の人
ひと

が生
せい

活
かつ

しており、音
おと

や振
しん

動
どう

な

どを立
た

てると他
た

の人
ひと

に不
ふ

快
かい

感
かん

を与
あた

える場
ば

合
あい

があります。そのような

日常生活
にちじょうせいかつ

におけるトラブルを防止
ぼうし

するとともに、職員
しょくいん

が被収容
ひしゅうよう

者
しゃ

全
ぜん

員
いん

の

安
あん

全
ぜん

で平
へい

穏
おん

な生
せい

活
かつ

を確保
かくほ

するため、あなたたちが居室
きょしつ

で生活
せいかつ

する際
さい

に留意
りゅうい

してもらいたいことを、以下
い か

に説明
せつめい

します。 

１ 室内
しつない

は、きれいに掃
そう

除
じ

し、紙
かみ

くず、ちりなどは、備
そなえ

付
つ

けのくずかごに入
い

れ

ること。他
た

の人
ひと

と一
いっ

緒
しょ

に居
きょ

室
しつ

に収
しゅう

容
よう

されている場
ば

合
あい

には、掃
そう

除
じ

、食
しょく

事
じ

の

用
よう

意
い

、食
しょく

後
ご

の片
かた

付
づ

けなどは、皆
みな

で協
きょう

力
りょく

して行
おこな

うように心
こころ

掛
が

けること。

居
きょ

室
しつ

に備
そな

え付
つ

けられた備品類
びひんるい

、給貸与
きゅうたいよ

された物品
ぶっぴん

、私
し

物
ぶつ

等
とう

は、丁寧
ていねい

に取
と

り

扱
あつか

い、居
きょ

室
しつ

内
ない

は、きちんと整理
せいり

整頓
せいとん

すること。また、備品類
びひんるい

のリストが居室
きょしつ

の壁面
へきめん

に貼
は

ってあるので、居
きょ

室
しつ

を割
わ

り当
あ

てられた際
さい

に、足
た

りないものがない

か確認
かくにん

すること。備
び

品
ひん

類
るい

が足
た

りなかったり、壊
こわ

れている場合
ばあい

は、そのままに

せず、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

ること。 

２ 居
きょ

室
しつ

内
ない

の整頓
せいとん

要領
ようりょう

等
とう

の詳細
しょうさい

については、別添
べってん

写真
しゃしん

のとおりとするが、

その他
た

以下
い か

の事項
じこう

に留意
りゅうい

すること。 

（１）点検
てんけん

のときは、机
つくえ

を居室
きょしつ

の脇
わき

に片
かた

付
づ

けること（出
しゅつ

室
しつ

待
ま

ち、入室
にゅうしつ

のと
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きも同
おな

じ。）。 

（２）テレビは、共同室
きょうどうしつ

では指定
してい

された位置
い ち

で、単独室
たんどくしつ

では居
きょ

室
しつ

内
ない

中央
ちゅうおう

付近
ふきん

の位置
い ち

で観賞
かんしょう

すること。 

（３）出
しゅつ

室
しつ

のときには、机
つくえ

を居室
きょしつ

の脇
わき

に置
お

き、その上
うえ

にパン皿
ざら

、ポット、や

かんなどを置
お

くこと。 

（４）敷
し

き布団
ぶとん

は三
み

つ折
お

り、掛
か

け布団
ぶとん

は四
よ

つ折
お

り、毛布
もうふ

、敷布
しきふ

は八
や

つ折
お

りにし

て置
お

くこと。 

 （５）その他
た

居室棟
きょしつとう

の構造上
こうぞうじょう

の差異
さ い

等
とう

により、居
きょ

室
しつ

内
ない

の整頓
せいとん

要領
ようりょう

等
とう

が若干
じゃっかん

異
こと

なる場合
ばあい

などについては、職員
しょくいん

が別途
べっと

指示
し じ

するので、その指示
し じ

に従
したが

う

こと。
 

 

３ 水道
すいどう

は、掃除
そうじ

、食器洗
しょっきあら

い、洗面
せんめん

や手洗
てあら

いなどのために設置
せっち

しているので、

常
つね

に節水
せっすい

に努
つと

め、窓
まど

の外
そと

に水
みず

をまいたり、水
みず

で物
もの

を冷
ひ

やしたり、水
みず

を流
なが

し

っ放
ぱな

しにしたりしないこと。居
きょ

室
しつ

内
ない

では、許可
きょか

なく、頭
あたま

や体
からだ

を洗
あら

ったり、

洗
せん

濯
たく

をしたりしないこと。また、職
しょく

員
いん

が認
みと

めた場
ば

合
あい

を除
のぞ

き、タオルを水
みず

で

ぬらして身体
からだ

や顔
かお

を拭
ふ

くこともしないこと。入浴
にゅうよく

や洗濯
せんたく

については、後
のち

に

説明
せつめい

する。 

４ 便所
べんじょ

や洗面所
せんめんじょ

の配
はい

水
すい

管
かん

は詰
つ

まりやすいので、異
い

物
ぶつ

を流
なが

したり、ちり紙
し

以
い

外
がい

の紙
かみ

を便所
べんじょ

で使
つか

ったりしないこと。 

５ 職員
しょくいん

に願
がん

箋
せん

の交
こう

付
ふ

など何
なに

かを願
ねが

い出
で

る必要
ひつよう

がある場
ば

合
あい

には、無
む

言
ごん

で報
ほう

知
ち

器
き

を降
お

ろし、職員
しょくいん

が応対
おうたい

するまで待
ま

っていること。あなたたちからの用件
ようけん

を聞
き

くため職員
しょくいん

が応対
おうたい

した際
さい

には、人定
じんてい

確認
かくにん

をするので、称呼
しょうこ

番号
ばんごう

、氏名
しめい

を述
の

べた上
うえ

、申出
もうしで

をすること。一人
ひとり

の職員
しょくいん

が多
おお

くの人
ひと

を相手
あいて

にしているで、

すぐに職員
しょくいん

が来
こ

ないからといって、大
おお

声
ごえ

を出
だ

すなどして職員
しょくいん

を呼
よ

んだりし

ないこと。ただし、火災
かさい

や同室者
どうしつしゃ

の急 病
きゅうびょう

など、一刻
いっこく

を争
あらそ

う緊急
きんきゅう

の用件
ようけん

の場合
ばあい

には、大声
おおごえ

で職員
しょくいん

を呼
よ

ぶこと。 

６ 居室
きょしつ

の中
なか

であっても、服装
ふくそう

はきちんと着用
ちゃくよう

し、許
きょ

可
か

なく、裸
はだか

になった
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り、タオルを首
くび

に掛
か

けたりするなどの不体裁
ふていさい

な格
かっ

好
こう

をしないようにすること。

また、職
しょく

員
いん

があなたたちの氏
し

名
めい

を確
かく

認
にん

しやすいように名札
なふだ

を所
しょ

定
てい

の位置
い ち

に

必
かなら

ず付
つ

けること。 

７ 点検
てんけん

を受
う

けるときは、次
つぎ

の図
ず

１の位置
い ち

で、入
い

り口
ぐち

に向
む

かって座
すわ

ること。ま

た、共同室
きょうどうしつ

では、名札
めいさつ

順
じゅん

に座
すわ

ること。 

 

図
ず

１ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 居
きょ

室内
しつない

では、就寝
しゅうしん

時
じ

に寝具
しんぐ

を敷
し

く位
い

置
ち

、日中
にっちゅう

に寝具
しんぐ

を畳
たた

んで置
お

く位置
い ち

、

机
つくえ

を置
お

く位置
い ち

、座
すわ

る位置
い ち

などが決
き

められているので、遵守
じゅんしゅ

すること。これ

は、あなたたちが間
ま

違
ちが

いなく居
きょ

室
しつ

内
ない

にいるかどうかを職
しょく

員
いん

が短
たん

時
じ

間
かん

に確
かく

認
にん

できるようにするために必要
ひつよう

なことであり、ひいてはあなたたちの安全
あんぜん

を

確保
かくほ

するために必要
ひつよう

な対応
たいおう

でもあるので、協 力
きょうりょく

すること。特
とく

に用事
ようじ

もない

のに立
た

ったままでいたり、廊下側
ろうかがわ

の壁
かべ

に寄
よ

り掛
か

かって座
すわ

ることは、職
しょく

員
いん

の

視察
しさつ

の妨
さまた

げになるので、行
おこな

わないこと。また、無用
むよう

なトラブルを回避
かいひ

するた

め、廊下
ろうか

の状 況
じょうきょう

をうかがったり、居室
きょしつ

の外
そと

を歩
ある

いている人
ひと

を注視
ちゅうし

したりし



13 

ないこと。
 

 

なお、在室中
ざいしつちゅう

の座席位置
ざ せ き い ち

は、次
つぎ

の図
ず

２及
およ

び図
ず

３のとおりとする。 

（１）共同室
きょうどうしつ

では、図
ず

２のとおり、原則
げんそく

として名札
めいさつ

順
じゅん

（点検
てんけん

を受
う

ける順
じゅん

）

に食卓
しょくたく

に向
む

かって座
すわ

ること。囲碁
い ご

、将棋
しょうぎ

をする場合
ばあい

には、廊下側
ろうかがわ

の机上
きじょう

で行
おこな

い、観覧者
かんらんしゃ

は居室
きょしつ

の扉
とびら

に背
せ

を向
む

ける位置
い ち

に座
すわ

らないこと。 

 

図
ず

２ 共同室
きょうどうしつ

の座席
ざせき

及
およ

び布団
ふとん

の整
せい

頓
とん

位置
い ち

 

    

（２）昼夜
ちゅうや

単独室
たんどくしつ

では、原則
げんそく

として図
ず

３のとおり、西側
にしがわ

に正対
せいたい

し、机
つくえ

に向
む

か

って座
すわ

ること。作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ばあい

も、原
げん

則
そく

として、同様
どうよう

の位置
い ち

に座
すわ

って行
おこな

うこと（図
ず

３は、東
ひがし

４棟
とう

・５棟
とう

、西
にし

４棟
とう

１階
かい

の例
れい

）。 
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図
ず

３ 昼夜
ちゅうや

単独室
たんどくしつ

の座席
ざせき

位置
い ち

 

         

（３）閉居
へいきょ

罰
ばつ

を受
う

けている人
ひと

は、原則
げんそく

として点検
てんけん

を受
う

ける位置
い ち

で入
い

り口
ぐち

に向
む

かって座
すわ

ること。一時的
いちじてき

に足
あし

や腰
こし

が痛
いた

くなった際
さい

に、背伸
せ の

びをしたり、足
あし

を伸
の

ばしたりすることまで禁止
きんし

するものではないが、居
きょ

室内
しつない

をうろうろと

歩
ある

き回
まわ

ったりしないこと。内省
ないせい

を深
ふか

め、過去
か こ

の行 状
ぎょうじょう

を反省
はんせい

するようにす

ること。
 

 

９ 室内
しつない

で使用
しよう

を許可
きょか

された衣類
いるい

や日
にち

用品
ようひん

、書籍
しょせき

などは、同室者
どうしつしゃ

との間
あいだ

でも

貸
か

したり与
あた

えたりしないこと。使
つか

えなくなったタオル、歯
は

ブラシ、その他
た

日
にち

用品
ようひん

は、勝手
かって

に処分
しょぶん

せず職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てから交換
こうかん

すること。廃棄
はいき

したいと

きはその手続
てつづき

をとること。 

10 居室
きょしつ

や廊下
ろうか

に設置
せっち

されているスピーカー、電灯
でんとう

、スイッチ、居室
きょしつ

の名札
めいさつ

な

どには、みだりに触
ふ

れないこと。 

11 就寝
しゅうしん

時
じ

又
また

は許可
きょか

された場合
ばあい

を除
のぞ

いて、勝手
かって

に布団
ふとん

、毛布
もうふ

などの寝具
しんぐ

を使用
しよう

しないこと。
 

 

12 就寝
しゅうしん

の位置
い ち

及
およ

び順番
じゅんばん

は、図
ず

４のとおりとする。勝手
かって

に変更
へんこう

しないこと。 
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図
ず

４ （１）共同室
きょうどうしつ

就寝
しゅうしん

位置
い ち

        （２）単独室
たんどくしつ

就寝
しゅうしん

位置
い ち

  

      

（ 注
ちゅう

）１ 共
きょう

同
どう

室
しつ

で布
ふ

団
とん

を並
なら

べる順
じゅん

番
ばん

は、名
めい

札
さつ

の順 番
じゅんばん

とする。 

２ 単
たん

独
どく

室
しつ

で布団
ふとん

を敷
し

く位
い

置
ち

は、入
い

り口
ぐち

扉
とびら

から３０センチメートル以
い

上
じょう

離
はな

した位
い

置
ち

とする。
 

 

３ 就 寝
しゅうしん

方向
ほうこう

は図
ず

４のとおりとするが、テレビを視聴
しちょう

する場合
ばあい

は、頭部
とうぶ

を反対側
はんたいがわ

に

向
む

けて寝
ね

ることを認
みと

める。 

13 就 寝 中
しゅうしんちゅう

は、次
つぎ

の事柄
ことがら

を守
まも

ること。 

（１）定
さだ

められた位置
い ち

に就
しゅう

寝
しん

すること。 

（２）衣類
いるい

、本
ほん

、娯楽
ごらく

用具
ようぐ

などは、就寝
しゅうしん

時刻
じこく

の前
まえ

に定
さだ

められた位置
い ち

に整
せい

頓
とん

し

ておき、減
げん

灯後
とうご

の就
しゅう

寝
しん

時
じ

間中
かんちゅう

は、本
ほん

を読
よ

んだり、話
はなし

をしたり、みだり

に起
お

きて立
た

ち歩
ある

かないこと。 

（３）布団
ふとん

や毛布
もうふ

で顔
かお

を覆
おお

って寝
ね

ないこと。。 

（４）勝手
かって

に毛布
もうふ

を敷布
しきふ

代
が

わりにしたり、毛布
もうふ

や敷布
しきふ

を腹
はら

に巻
ま

いて寝
ね

たりしな

いこと。
 

 

（５）暑
あつ

くても裸
はだか

で寝
ね

るようなことはせず、許可
きょか

された場合
ばあい

を除
のぞ

き、パジャ

マを着用
ちゃくよう

すること。 

（６）他人
たにん

の布団
ふとん

に手足
てあし

を入
い

れたり、一緒
いっしょ

に寝
ね

たりしないこと。 

14 窓
まど

に衣類
いるい

、タオル、雑巾
ぞうきん

などを干
ほ

したり掛
か

けたり、窓際
まどぎわ

に物
もの

を置
お

いたりし

ないこと。
 

 



16 

15 交談
こうだん

を許
ゆる

される時間
じかん

でも、他人
たにん

の勉学
べんがく

、読書
どくしょ

、テレビ・ラジオ視聴
しちょう

などの

邪魔
じゃま

になるような大声
おおごえ

で話
はなし

をしたり、騒音
そうおん

を立
た

てたりしないこと。 
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第
だい

５ 刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

調査
ちょうさ

と指導
しどう

 

新入
しんにゅう

時
じ

は、過去
か こ

を振
ふ

り返
かえ

り、将来
しょうらい

への正
ただ

しい心構
こころがま

えと計画
けいかく

を立
た

てるの

に最
もっと

も良
よ

い機会
きかい

ですから、自分
じぶん

をしっかり見
み

つめるよう努
つと

めてください。ま

た、この時期
じ き

に、身体
しんたい

検査
けんさ

や各自
かくじ

の身上
しんじょう

についての細
こま

かな調査
ちょうさ

が行
おこな

われま

すが、これは、あなたたちの所内
しょない

生活
せいかつ

及
およ

びその後
ご

の社会
しゃかい

復帰
ふっき

に必要
ひつよう

な指導
しどう

、

支援
しえん

を目的
もくてき

として行
おこな

われるものです。以下
い か

に刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

調査
ちょうさ

と指導
しどう

につ

いて、その流
なが

れと注意
ちゅうい

事項
じこう

を説明
せつめい

するので、よく読
よ

んで留意
りゅうい

してください。 

１ 入所
にゅうしょ

すると、まず単独室
たんどくしつ

に収容
しゅうよう

され、そこで刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

調査
ちょうさ

が行
おこな

わ

れ、その後
ご

、原則
げんそく

として訓練
くんれん

工場
こうじょう

において２週
しゅう

間
かん

の刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

の指導
しどう

を受
う

けることとなる。刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

調査
ちょうさ

では、職員
しょくいん

が面接
めんせつ

をしてあなたた

ちの一
いっ

身上
しんじょう

の事項
じこう

や引受
ひきう

けの状 況
じょうきょう

について、詳
くわ

しく質問
しつもん

するので、あな

たたちも心配事
しんぱいごと

があれば遠
えん

慮
りょ

なく申
もう

し述
の

べること。これは、あなたたちの

所内
しょない

生活
せいかつ

に関
かん

する方針
ほうしん

を決
き

めたり、釈放後
しゃくほうご

の再犯
さいはん

防止
ぼうし

につなげたりするた

めの大切
たいせつ

な調査
ちょうさ

なので、真面目
ま じ め

に応
おう

じること。 

２ 刑
けい

執
しっ

行
こう

開
かい

始
し

時
じ

調
ちょう

査
さ

及
およ

び刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

の指
し

導
どう

の期
き

間
かん

は、一定
いってい

の作業
さぎょう

を通
つう

じて作業
さぎょう

の適性
てきせい

や意欲
いよく

を調
しら

べるとともに、工場
こうじょう

へ出
で

てから健康
けんこう

で規則
きそく

正
ただ

し

い生活
せいかつ

を送
おく

れるよう、生活
せいかつ

指導
しどう

や集
しゅう

団
だん

行動
こうどう

訓練
くんれん

などを行
おこな

うので、真面目
ま じ め

に取
と

り組
く

むこと。 

３ 刑
けい

執
しっ

行
こう

開
かい

始
し

時
じ

の指
し

導
どう

の期
き

間
かん

には、職
しょく

員
いん

や外
がい

部
ぶ

協
きょう

力
りょく

者
しゃ

から、所内
しょない

生活
せいかつ

の心得
こころえ

や、在
ざい

所
しょ

中
ちゅう

における必
ひつ

要
よう

な事
じ

項
こう

、更生
こうせい

のため心
こころ

掛
が

けなければなら

ないことなどについて講話
こうわ

があるので、よく理解
りかい

し、社会
しゃかい

復帰
ふっき

に備
そな

えて、悔
く

いのない落
お

ち着
つ

いた所内
しょない

生
せい

活
かつ

に励
はげ

む心構
こころがま

えを作
つく

るようにすること。 

４ 刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

調査
ちょうさ

及
およ

び刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

の指導
しどう

が終
お

わるまでに処遇
しょぐう

審
しん

査
さ

会
かい

が開
ひら

かれるが、これは、調査
ちょうさ

や作業
さぎょう

・指導
しどう

時
じ

の様子
ようす

を参考
さんこう

にして、作業
さぎょう

や居室
きょしつ

の指定
してい

、その他
た

、釈放後
しゃくほうご

の生活
せいかつ

設計
せっけい

まで含
ふく

めたあなたたちの適切
てきせつ

な処遇
しょぐう

方針
ほうしん

を決
き

めるために開
ひら

かれるものである。このようなあなたたちの処遇
しょぐう

方針
ほうしん
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のことを「処
しょ

遇
ぐう

要
よう

領
りょう

」と呼
よ

び、「処
しょ

遇
ぐう

要
よう

領
りょう

」を決
き

める上
うえ

では、あなたたち

の希望
きぼう

も参
さん

考
こう

にするが、処
しょ

遇
ぐう

上
じょう

、作
さ

業
ぎょう

上
じょう

、保安上
ほあんじょう

の必要性
ひつようせい

等
とう

から、希望
きぼう

どおりになるとは限
かぎ

らないことに加
くわ

え、処
しょ

遇
ぐう

要
よう

領
りょう

によって、あなたが取
と

り

組
く

む作
さ

業
ぎょう

や教育
きょういく

、指
し

導
どう

等
とう

が指定
してい

されるので、その指定
してい

に従
したが

って所内
しょない

生
せい

活
かつ

を送
おく

るよう努
つと

めること。 

５ この手引
てびき

には国民
こくみん

年金
ねんきん

制度
せいど

の概要
がいよう

が書
か

いてあり、刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

の指導
しどう

で

も概要
がいよう

を説明
せつめい

するが、釈放後
しゃくほうご

の生活
せいかつ

に必要
ひつよう

となるものなので必
かなら

ず目
め

を通
とお

し

ておくこと。
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第
だい

６ 制限
せいげん

の緩和
かんわ

 

所
しょ

内
ない

生
せい

活
かつ

に関
かん

する大
おお

きな仕
し

組
く

みの一
ひと

つとして「制限
せいげん

の緩和
かんわ

」という制
せい

度
ど

があります。あなたたちが所
しょ

内
ない

生
せい

活
かつ

を送
おく

る上
うえ

で、規
き

律
りつ

及
およ

び秩
ちつ

序
じょ

を維
い

持
じ

する

ため、あなたたちの生活
せいかつ

や行動
こうどう

は様
さま

々
ざま

な場
ば

面
めん

で制
せい

限
げん

されますが、この制度
せいど

は、そういった制限
せいげん

を、少
すこ

しずつ緩
ゆる

やかなものにしていくというものです。

当所
とうしょ

においても、あなたたちの改善
かいぜん

更生
こうせい

の意欲
いよく

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に適応
てきおう

する能
のう

力
りょく

等
とう

を審
しん

査
さ

し、制限
せいげん

区分
くぶん

を指定
してい

します。 

制
せい

限
げん

区
く

分
ぶん

によって、あなたたちが生
せい

活
かつ

する居
きょ

室
しつ

や矯
きょう

正
せい

処
しょ

遇
ぐう

等
とう

を受
う

ける

場
ば

所
しょ

、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

における制限
せいげん

などが異
こと

なったものになります。 

１ 制限
せいげん

区分
くぶん

と生活
せいかつ

や行動
こうどう

に対
たい

する制限
せいげん

との関係
かんけい

 

制限
せいげん

区分
くぶん

は、第
だい

１種
しゅ

から第
だい

４種
しゅ

までの４段階
だんかい

があります。第
だい

４種
しゅ

の人
ひと

は、

生活
せいかつ

や行動
こうどう

の制
せい

限
げん

が多
おお

く、制限区分
せいげんくぶん

が第
だい

３種
しゅ

、第
だい

２種
しゅ

と上位
じょうい

になるにつれ

て次第
しだい

に制限
せいげん

が緩
ゆる

やかになります。各制限
かくせいげん

区
く

分
ぶん

ごとの違
ちが

いは、おおむね表
ひょう

２のとおりです。 
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表
ひょう

２ 制限
せいげん

区分
くぶん

と生活
せいかつ

や行動
こうどう

に対
たい

する制限
せいげん

との関係
かんけい

 

  第
だい

１種
しゅ

 第
だい

２種
しゅ

 第
だい

３種
しゅ

 第
だい

４種
しゅ

 

居室
きょしつ

 
準開放的
じゅんかいほうてき

居室
きょしつ

 
一般
いっぱん

居室
きょしつ

 一般
いっぱん

居室
きょしつ

 一般
いっぱん

居室
きょしつ

 

矯 正
きょうせい

処遇
しょぐう

等
とう

の実
じっ

施
し

場所
ばしょ

 

主
しゅ

として 工
こう

場
じょう

、教 室
きょうしつ

等
とう

 

主
しゅ

として 工
こう

場
じょう

、教
きょう

室
しつ

等
とう

 

主
しゅ

として 工
こう

場
じょう

、教 室
きょうしつ

等
とう

 

原則
げんそく

と し て

居
きょ

室
しつ

棟
とう

内
ない

 

自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

 原則
げんそく

許可
きょか

 個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 個別
こべつ

審査
しんさ

 

起居
ききょ

動作
どうさ

の時間帯
じかんたい

 

就 寝
しゅうしん

時刻
じこく

を

変更
へんこう

するなど

変更可
へんこうか

 

原則
げんそく

どおり 原則
げんそく

どおり 原則
げんそく

どおり 

衣
い

体
たい

捜
そう

検
けん

 
特
とく

に 必要
ひつよう

な

場合
ばあい

のみ 
原則
げんそく

どおり 原則
げんそく

どおり 原則
げんそく

どおり 

  

２ 制限
せいげん

区分
くぶん

の指定
してい

と変更
へんこう

 

制限
せいげん

区分
くぶん

は、刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

の指導
しどう

終了後
しゅうりょうご

に、あなたたちの改善
かいぜん

更生
こうせい

の

意欲
いよく

、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に適応
てきおう

する能
のう

力
りょく

等
とう

を審査
しんさ

して決定
けってい

されます。刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

の指導
しどう

を終
お

えると、通常
つうじょう

は第
だい

３種
しゅ

に指定
してい

されます。ただし、改善
かいぜん

更生
こうせい

の

意欲
いよく

が 著
いちじる

しく低
ひく

い、集
しゅう

団
だん

処遇
しょぐう

が困難
こんなん

である、生活
せいかつ

態度
たいど

が不良
ふりょう

である等
とう

所定
しょてい

の基準
きじゅん

に該当
がいとう

すると認
みと

められた場合
ばあい

には、第
だい

４種
しゅ

に指定
してい

されます。ま

た、入所
にゅうしょ

当初
とうしょ

から職員
しょくいん

の指導
しどう

に従
したが

わない場合
ばあい

などには、直
ただ

ちに第
だい

４種
しゅ

に指定
してい

することがあります。 

その後
ご

は、あなたたちの当所
とうしょ

における矯正
きょうせい

処遇
しょぐう

への取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

や生活
せいかつ

状
じょう

況
きょう

等
とう

を審査
しんさ

し、制限
せいげん

区分
くぶん

を変更
へんこう

すべきであると認
みと

められる場合
ばあい

にこれ

を変更
へんこう

することになります。制限
せいげん

区分
くぶん

が上
じょう

位
い

に指定
してい

されるということは、

それだけあなたたちが自発的
じはつてき

、自律的
じりつてき

に行動
こうどう

できると信頼
しんらい

されていること
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を意味
い み

します。制限
せいげん

区分
くぶん

が上位
じょうい

に指定
してい

された人
ひと

は、その信頼
しんらい

に応
こた

えるよう

自
みずか

らを厳
きび

しく律
りっ

するように努
つと

めなくてはなりません。また、反則
はんそく

行為
こうい

をし

た場合
ばあい

などには、制限
せいげん

区分
くぶん

が下位
か い

に指定
してい

されることがあります。 

制限
せいげん

区分
くぶん

を指定
してい

したり、変更
へんこう

したりする場合
ばあい

には、その旨
むね

をあなたたち

に告知
こくち

します。あなたたちがどの制限
せいげん

区分
くぶん

に属
ぞく

しているかが分
わ

かるように、

名札
なふだ

に表示
ひょうじ

しています。 
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第
だい

７ 優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

 

所内
しょない

生活
せいかつ

に関
かん

するもう一
ひと

つの大
おお

きな制
せい

度
ど

の一
ひと

つとして「優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

」があ

ります。この制度
せいど

は、真面目
ま じ め

に所内
しょない

生活
せいかつ

を送
おく

っている人
ひと

により良
よ

い待
たい

遇
ぐう

を

与
あた

えることで、改善
かいぜん

更生
こうせい

に向
む

けた意欲
いよく

をより強
つよ

くしてもらうことを目的
もくてき

と

するものです。 

当所
とうしょ

において、あなたたちの日
ひ

頃
ごろ

の受刑
じゅけい

態度
たいど

を評
ひょう

価
か

し、あなたたちにふ

さわしい優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

を６か月
げつ

ごとに指定
してい

します。優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が異
こと

なることによ

り、原則
げんそく

としてその後
ご

の６か月
げつ

間
かん

の処遇
しょぐう

に一定
いってい

の差異
さ い

が生
しょう

じることにな

ります。
 

 

１ 優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

ごとの優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

 

優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

は、第
だい

１類
るい

から第
だい

５類
るい

までの５段階
だんかい

があります。第
だい

５類
るい

の人
ひと

は、

優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は講
こう

じられず、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が第
だい

４類
るい

、第
だい

３類
るい

、第
だい

２類
るい

と上位
じょうい

になる

につれて次第
しだい

に優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

が増
ふ

え、第
だい

１類
るい

の人
ひと

は、多
おお

くの優
ゆう

遇
ぐう

措置
そ ち

が講
こう

じられ

ます。優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

ごとの優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

の内容
ないよう

は、表
ひょう

３のとおりです。 
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表
ひょう

３ 優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

ごとの優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

の内容
ないよう

 

  第
だい

１類
るい

 第
だい

２類
るい

 第
だい

３類
るい

 第
だい

４類
るい

 第
だい

５類
るい

 

室内
しつない

装飾
そうしょく

品等
ひんとう

の

貸与
たいよ

等
とう

 

行
おこな

う（月
つき

に

１回
かい

以上
いじょう

） 

（なし） （なし） （なし） （なし） 

優
遇

ゆ
う
ぐ
う

措
置

そ

ち

と
し
て
の
自
弁

じ
べ
ん

使
用

し
よ
う

等と
う 

衣類
いるい

、室内
しつない

装飾品
そうしょくひん

及
およ

び日用
にちよう

品等
ひんとう

 

○ ○ ○ （なし） （なし） 

嗜好品
しこうひん

 

○ 

（月
つき

２回
かい

） 

○ 

（月
つき

２回
かい

） 

○ 

（月
つき

１回
かい

） 

（なし） （なし） 

食 料 品
しょくりょうひん

及
およ

び飲料
いんりょう

 

○ （なし） （なし） （なし） （なし） 

面会
めんかい

の回数
かいすう

 （月
つき

７回
かい

） （月
つき

５回
かい

） （月
つき

３回
かい

） （月
つき

２回
かい

） （月
つき

２回
かい

） 

面会
めんかい

時間
じかん

 
通常
つうじょう

の ２

倍
ばい

に延長
えんちょう

 
（通常

つうじょう

） （通常
つうじょう

） （通常
つうじょう

） （通常
つうじょう

） 

発信
はっしん

回数
かいすう

 (月
つき

１０通
つう

) （月
つき

７通
つう

） （月
つき

５通
つう

） （月
つき

５通
つう

） （月
つき

４通
つう

） 

集会
しゅうかい

 週
しゅう

１回
かい

 月
つき

２回
かい

 月
つき

１回
かい

 （なし） （なし） 

（注
ちゅう

）１ 第
だい

１類
るい

の室
しつ

内
ない

装
そう

飾
しょく

品
ひん

等
とう

の貸与
たいよ

等
とう

は、月
つき

ごとに内容
ないよう

が異
こと

なることがある。 

   ２ 第
だい

１類
るい

の食 料 品
しょくりょうひん

及
およ

び飲料
いんりょう

の自弁
じべん

による摂取
せっしゅ

については、第
だい

１類
るい

の受刑
じゅけい

者
しゃ

の

集会
しゅうかい

（あらかじめ指定
してい

した集会
しゅうかい

に限
かぎ

る。）を実施
じっし

する際
さい

の昼 食
ちゅうしょく

の自
じ

弁
べん

に限
かぎ

る。 

   ３ ○について、自弁
じべん

使用
しよう

等
とう

できる物品
ぶっぴん

の数
かず

や種類
しゅるい

等
とう

には一定
いってい

の制
せい

限
げん

がある。 

   ４ 優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

によりこれまで使用
しよう

を許可
きょか

されていた物品
ぶっぴん

であっても、下位
か い

の優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

に

変更
へんこう

となった場合
ばあい

には、それ以降
いこう

の使用
しよう

を許
ゆる

さないことがある。 
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２ 優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の指定
してい

 

優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

は、あなたたちの受刑
じゅけい

態度
たいど

を評
ひょう

価
か

して決定
けってい

されます。受刑態度
じゅけいたいど

を評
ひょう

価
か

する期間
きかん

は、毎年
まいとし

４月
がつ

から９月
がつ

までと１０月
がつ

から翌年
よくとし

３月
がつ

までの６

か月
げつ

ごとと決
き

まっています。この６か月
げつ

間
かん

の受刑
じゅけい

態度
たいど

により、次
つぎ

の６か月
げつ

間
かん

に講
こう

じられる優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が決
き

まります。あなたたちがどの優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

に指定
してい

され

たかは、評価
ひょうか

期間
きかん

が終 了
しゅうりょう

してから１０日
か

以内
いない

、すなわち、毎年
まいとし

１０月
がつ

１０

日
か

又
また

は４月
がつ

１０日
か

までに告知
こくち

することとなります。あなたたちがどの優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の指定
してい

を受
う

けているかが分
わ

かるように、被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

が身
み

に付
つ

ける名札
なふだ

の

枠
わく

の色
いろ

を優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

に応
おう

じて変
か

えています。 

受刑
じゅけい

態度
たいど

の評価
ひょうか

は、あなたたちの日常
にちじょう

生活
せいかつ

における態度
たいど

はもちろんの

こと、作業
さぎょう

、改善
かいぜん

指導
しどう

及
およ

び教科
きょうか

指導
しどう

といった矯正
きょうせい

処遇
しょぐう

に取
と

り組
く

む姿
し

勢
せい

など

を総合的
そうごうてき

に勘案
かんあん

して行
おこな

います。人間
にんげん

であれば、誰
だれ

でも失敗
しっぱい

をしますから、

何
なに

か過
あやま

ちを犯
おか

したことで評価
ひょうか

が落
お

ちることもあるかもしれませんが、そこ

で自暴自棄
じ ぼ う じ き

になってしまうのか、気
き

を取
と

り直
なお

してもう一度
いちど

頑張
がんば

ろうとするか

は大
おお

きな違
ちが

いです。優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は、いつでもやり直
なお

しはきくという気持
き も

ちにな

ってもらえるよう、基本的
きほんてき

に６か月
げつ

ごとにあなたたちの受刑
じゅけい

態度
たいど

を評
ひょう

価
か

し

ます。
 

 

なお、刑
けい

の執行
しっこう

を開始
かいし

してからの６か月
げつ

間
かん

は、優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は講
こう

じられませ

ん。また、懲罰
ちょうばつ

を受
う

けた場合
ばあい

には、優
ゆう

遇
ぐう

区
く

分
ぶん

が臨時
りんじ

に変
へん

更
こう

される場合
ばあい

があ

ります。
 

 

（１）刑
けい

の執行
しっこう

を開始
かいし

した直後
ちょくご

の暫定的
ざんていてき

な優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

 

優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は、４月
がつ

から９月
がつ

まで（上半期
かみはんき

）又
また

は１０月
がつ

から翌年
よくとし

３月
がつ

（下半期
しもはんき

）までの６か月
げつ

間
かん

にわたり、あなたたちの受刑
じゅけい

態度
たいど

を評
ひょう

価
か

した

上
うえ

で講
こう

じられます。基本的
きほんてき

には、この６か月
げつ

間
かん

を通
つう

じて受
じゅ

刑
けい

しなければ

優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は講
こう

じられません。 

また、刑
けい

の執行
しっこう

を開始
かいし

してから６か月
げつ

（月
つき

の途中
とちゅう

に刑
けい

が確定
かくてい

した場合
ばあい



25 

には、その翌月
よくつき

）を経過
けいか

した場合
ばあい

には、上半期
かみはんき

又
また

は下半期
しもはんき

の途中
とちゅう

であって

も、上半期
かみはんき

又
また

は下半期
しもはんき

の区切
く ぎ

りが到
とう

来
らい

して正規
せいき

の優
ゆう

遇
ぐう

措置
そ ち

が始
はじ

まるまでの

間
あいだ

は、暫定的
ざんていてき

に第
だい

３類
るい

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を講
こう

じることとされています。ただし、

それまでの間
あいだ

に懲罰
ちょうばつ

を受
う

けた場合
ばあい

には、第
だい

５類
るい

に指定
してい

されます。また、

懲罰
ちょうばつ

を受
う

けていない場合
ばあい

であっても、心身
しんしん

の状態
じょうたい

を考慮
こうりょ

して懲罰
ちょうばつ

にな

らなかったり、休養
きゅうよう

により作業
さぎょう

を行
おこな

っていない日
ひ

を合
がっ

算
さん

した日数
にっすう

が６

０日
にち

を超
こ

えている場合
ばあい

には、第
だい

４類
るい

に指定
してい

されます。この暫定的
ざんていてき

な第
だい

３類
るい

又
また

は第
だい

４類
るい

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

は、何
なん

らかの懲罰
ちょうばつ

を受
う

けた場合
ばあい

には、直
ただ

ちに第
だい

５

類
るい

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

に指定
してい

変更
へんこう

されます。 

（２）正規
せいき

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を講
こう

じられている人
ひと

が懲罰
ちょうばつ

を受
う

けた場合
ばあい

には、その

時点
じてん

で受刑
じゅけい

態度
たいど

を再評価
さいひょうか

し、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

を変更
へんこう

する場合
ばあい

があります。そのよ

うな変更
へんこう

をするか否
いな

かは、あなたたちの受刑
じゅけい

態度
たいど

やその反則
はんそく

行為
こうい

の性質
せいしつ

等
とう

を総合的
そうごうてき

に判断
はんだん

して決定
けってい

します。 

６か月
げつ

間
かん

の途中
とちゅう

で優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

を指定
してい

変更
へんこう

した場合
ばあい

には、それ以降
いこう

は変
へん

更
こう

された優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

が講
こう

じられることになりますが、次
つぎ

の６か月
げつ

間
かん

の優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

を指定
してい

するに当
あ

たっては、その懲罰
ちょうばつ

を受
う

けたことについては

考慮
こうりょ

せずに評価
ひょうか

することになります。 

     なお、懲罰
ちょうばつ

を受
う

けたことにより優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

がどの程度
ていど

変更
へんこう

されるのか、

懲罰
ちょうばつ

を受
う

けたことを評価
ひょうか

に含
ふく

むか否
いな

かで優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の指
し

定
てい

がどうなるかに

ついては、個々
こ こ

の事案
じあん

ごとに異
こと

なります。  
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第
だい

８ 作業
さぎょう

 

１ 就 業
しゅうぎょう

の義務
ぎ む

 

懲役刑
ちょうえきけい

は、所定
しょてい

の作業
さぎょう

（定
さだ

められた仕事
しごと

）を行
おこな

うと法律
ほうりつ

で定
さだ

められて

います。したがって、指定
してい

された作業
さぎょう

がたとえあなたたちの希望
きぼう

と一
いっ

致
ち

しな

くても、正当
せいとう

な理由
りゆう

なく作業
さぎょう

を拒否
きょひ

することはできません。禁
きん

錮
こ

刑
けい

及
およ

び

拘留刑
こうりゅうけい

については、作業
さぎょう

を行
おこな

う義務
ぎ む

はありませんが、当所
とうしょ

が決
き

めた作業
さぎょう

を行
おこな

うことを希望
きぼう

する場合
ばあい

には、作業
さぎょう

を行
おこな

うことができます。いったん

作業
さぎょう

を行
おこな

うことを希望
きぼう

した場合
ばあい

には、勝手
かって

にやめることは許
ゆる

されません。

ただし、２週
しゅう

間
かん

以
い

上
じょう

前
まえ

にあらかじめ申
もう

し出
で

た場合
ばあい

には、作業
さぎょう

をやめること

ができます。作業
さぎょう

を行
おこな

うことにより、規律
きりつ

ある生活
せいかつ

の維持
い じ

ができ、勤労
きんろう

意欲
いよく

の養成
ようせい

、職
しょく

業
ぎょう

的
てき

技
ぎ

能
のう

及
およ

び知識
ちしき

の習
しゅう

得
とく

などが図
はか

られるので、前
まえ

向
む

きに取
と

り

組
く

むよう努
つと

めてください。 

２ 作業
さぎょう

時間
じかん

及
およ

び作業
さぎょう

を行
おこな

わない日
ひ

 

（１）作業
さぎょう

を行
おこな

わない日
ひ

 

下記
か き

のアからウまでに示
しめ

した日
ひ

は、原則
げんそく

として作業
さぎょう

を行
おこな

いません。た

だし、炊場
すいじょう

での作業
さぎょう

など当所
とうしょ

において必要
ひつよう

と認
みと

める作業
さぎょう

については、こ

れらの日
ひ

に作業
さぎょう

を行
おこな

わせることがあります。本来
ほんらい

であれば作業
さぎょう

を行
おこな

わ

ない日
ひ

に６時間
じかん

以上
いじょう

作業
さぎょう

をした場合
ばあい

には、できる限
かぎ

り、その後
ご

１週間
しゅうかん

以内
いない

の平日
へいじつ

に作業
さぎょう

を行
おこな

わない日
ひ

として振
ふ

り替
か

えます。 

ア 行政
ぎょうせい

機関
きかん

の休日
きゅうじつ

（日曜日
にちようび

及
およ

び土曜日
ど よ う び

、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

に規定
きてい

する休日
きゅうじつ

並
なら

びに１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

１月
がつ

３日
か

までの日
ひ

） 

イ 夏季
か き

における３日
か

間
かん

の作業
さぎょう

を 行
おこな

わない日
ひ

及
およ

び毎月
まいつき

２日
か

間
かん

の 

矯正処遇
きょうせいしょぐう

等
とう

のうち専
もっぱ

ら作業以外
さぎょういがい

のものを行
おこな

う日
ひ

 

ウ 配偶者
はいぐうしゃ

又
また

は２親
しん

等内
とうない

の血族
けつぞく

が死亡
しぼう

したことを知
し

り、服喪
ふくも

を希
き

望
ぼう

する

場合
ばあい

において、その日
ひ

から１週間
しゅうかん

以内
いない

の指定
してい

する日
ひ

 

（２）作業
さぎょう

時間
じかん
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作業
さぎょう

時間
じかん

は、原則
げんそく

として１日
にち

８時間
じかん

を超
こ

えない範囲内
はんいない

と定
さだ

められていま

すが、施設
しせつ

の事情
じじょう

によって延長
えんちょう

又
また

は短縮
たんしゅく

することがあります。 

１日
にち

に６時間
じかん

を超
こ

え８時間
じかん

以下
い か

の作業
さぎょう

を 行
おこな

う場
ば

合
あい

には２０分
ぷん

間
かん

、８

時間
じかん

を超
こ

える作業
さぎょう

を行
おこな

う場合
ばあい

には３０分
ぷん

間
かん

、作業
さぎょう

の途中
とちゅう

に休憩
きゅうけい

時間
じかん

を

設
もう

けます（休憩
きゅうけい

時間
じかん

は連続
れんぞく

した時間
じかん

ではなく、分割
ぶんかつ

して設
もう

けることもあ

ります。）。 

３ 就 業 上
しゅうぎょうじょう

の心得
こころえ

 

作業
さぎょう

を行
おこな

うに当
あ

たっては、次
つぎ

の就 業 上
しゅうぎょうじょう

の心得
こころえ

を遵守
じゅんしゅ

してください。 

（１）作
さ

業
ぎょう

時
じ

間
かん

中
ちゅう

は、作業
さぎょう

に集
しゅう

中
ちゅう

し、定
さだ

められた自分
じぶん

の席
せき

を勝手
かって

に離
はな

れ

たり、交談
こうだん

や脇
わき

見
み

をしないこと。作業
さぎょう

の必要
ひつよう

上
じょう

、離席
りせき

や交
こう

談
だん

をするとき

は、事前
じぜん

に挙手
きょしゅ

をし、職員
しょくいん

の許可
きょか

を受
う

けた後
あと

に行
おこな

うこと。 

（２）トイレの使用
しよう

は、就 業 前
しゅうぎょうまえ

及
およ

び休憩
きゅうけい

時間
じかん

に行
おこな

うよう心
こころ

掛
が

けること。 

なお、トイレを使用
しよう

する際
さい

は、所定
しょてい

の手続
てつづき

をとり、水
みず

を流
なが

しっ放
ぱな

しで使用
しよう

したり、トイレ内
ない

では交談
こうだん

をしないこと。 

（３）製品
せいひん

、作業
さぎょう

材料
ざいりょう

及
およ

び機械
きかい

・器具
き ぐ

は、大切
たいせつ

に取
と

り扱
あつか

い、消耗品
しょうもうひん

は、で

きるだけ節約
せつやく

するよう心掛
こころが

けること。 

（４）機械
きかい

・器具
き ぐ

やその他
た

の物品
ぶっぴん

を破損
はそん

又
また

は紛
ふん

失
しつ

したときは、速
すみ

やかに職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

ること。 

（５）常
つね

に技術
ぎじゅつ

を磨
みが

き、良
よ

い製
せい

品
ひん

を作
つく

るよう努力
どりょく

すること。 

（６）技術指導者
ぎじゅつしどうしゃ

の作業上
さぎょうじょう

の指導
しどう

には、素直
すなお

に従
したが

うこと。 

（７）指定
してい

された以
い

外
がい

の作業
さぎょう

を勝手
かって

に行
おこな

ったり、指示
し じ

された以外
いがい

の物
もの

を作
つく

ら

ないこと。
 

 

（８）仕事
しごと

の出来高
で き だ か

の報告
ほうこく

を求
もと

められたときは、正確
せいかく

に申告
しんこく

し、出来
で き

高
だか

の全部
ぜんぶ

又
また

は一部
いちぶ

を他人
たにん

に与
あた

えたり、あるいは他人
たにん

からもらったりしないこと。 

（９）居
きょ

室内
しつない

で就 業
しゅうぎょう

する人
ひと

は、作業
さぎょう

開始
かいし

前
まえ

に作業
さぎょう

材料
ざいりょう

を受
う

け取
と

り、作業
さぎょう

終 了
しゅうりょう

時
じ

に作業
さぎょう

材料
ざいりょう

及
およ

び製
せい

品
ひん

を全
すべ

て居室外
きょしつがい

に出
だ

すこと。 
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（10）火気
か き

や毒物
どくぶつ

・劇物
げきぶつ

を使用
しよう

するときは、その取扱
とりあつか

いに十分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

し、事故
じ こ

の防止
ぼうし

に努
つと

めること。 

（11）シンナーなどの有
ゆう

機
き

溶
よう

剤
ざい

は、体
からだ

に害
がい

があるので絶対
ぜったい

に吸
きゅう

引
いん

したりし

ないこと。
 

 

（12）「就 業 者
しゅうぎょうしゃ

作
さ

業
ぎょう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

心得
こころえ

」を厳守
げんしゅ

し、作業事故
さぎょ うじ こ

を起
お

こさないよう

注意
ちゅうい

すること。 

なお、万
まん

が一
いち

負傷
ふしょう

したときは、たとえ小
ちい

さな負傷
ふしょう

であっても直
ただ

ちに

職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

ること。 

４ 作業
さぎょう

等工
とうこう

 

（１）就 業 者
しゅうぎょうしゃ

は、次
つぎ

の表
ひょう

４のとおり、１０等工
とうこう

から１等
とう

工
こう

までの１０段
だん

階
かい

のいずれかの等工
とうこう

に格付
かくづ

けされます。職種
しょくしゅ

が異
こと

なる複
ふく

数
すう

の作業
さぎょう

を行
おこな

っ

ている場合
ばあい

には、主
しゅ

たる作業
さぎょう

の職種
しょくしゅ

について等工
とうこう

の格付
かくづ

けをします。 

（２）新
あら

たに就 業
しゅうぎょう

する人
ひと

及
およ

び他
た

の職種
しょくしゅ

から転業
てんぎょう

した人
ひと

の等級
とうきゅう

は、原則
げんそく

として１０等
とう

工
こう

となります。そして、おおむね次
つぎ

の表
ひょう

４に示
しめ

す標 準
ひょうじゅん

昇
しょう

等
とう

期間
きかん

を経過
けいか

した後
あと

、作業
さぎょう

成績
せいせき

（作業
さぎょう

の能率
のうりつ

、製品
せいひん

の品
ひん

質
しつ

、努力
どりょく

の程度
ていど

、

安全
あんぜん

の態度
たいど

、物品
ぶっぴん

の取扱
とりあつか

いなど）及
およ

び就業態度
しゅうぎょうたいど

を審査
しんさ

し、いずれも

良好
りょうこう

であると認
みと

められたときは一
ひと

つ上位
じょうい

の等
とう

級
きゅう

に昇
しょう

等
とう

します。当所
とうしょ

で

実施
じっし

する作業
さぎょう

は、Ａ作業
さぎょう

、Ｂ作業
さぎょう

、Ｃ作
さ

業
ぎょう

の３種類
しゅるい

に区分
くぶん

され、それぞ

れ区分
くぶん

に応
おう

じ、Ａ作業
さぎょう

は１等
とう

工
こう

まで、Ｂ作業
さぎょう

は３等
とう

工
こう

まで、Ｃ作業
さぎょう

は５等
とう

工
こう

まで昇
しょう

等
とう

することができます。 

なお、作業
さぎょう

成績
せいせき

の良
りょう

・不良
ふりょう

によっては、上記
じょうき

基準
きじゅん

によらないで特
とく

別
べつ

に

昇
しょう

等
とう

又
また

は降
こう

等
とう

させることもあります。 
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表
ひょう

４ 標 準
ひょうじゅん

昇
しょう

等
とう

期
き

間
かん

 
 10等

とう

工
こう

 ９等
とう

工
こう

 ８等
とう

工
こう

 ７等
とう

工
こう

 ６等
とう

工
こう

 ５等
とう

工
こう

 ４等
とう

工
こう

 ３等
とう

工
こう

 ２等
とう

工
こう

 １等
とう

工
こう

 

A作業
さぎょう

 １か月
げつ

 １か月
げつ

 ２か月
げつ

 ３か月
げつ

 ４か月
げつ

 ５か月
げつ

 ６か月
げつ

 ７か月
げつ

 ８か月
げつ

 上限
じょうげん

 

B作業
さぎょう

 １か月
げつ

 ２か月
げつ

 ２か月
げつ

 ３か月
げつ

 ４か月
げつ

 ５か月
げつ

 ６か月
げつ

 上限
じょうげん

 － － 

C作業
さぎょう

 ３か月
げつ

 ３か月
げつ

 ５か月
げつ

 ６か月
げつ

 ７か月
げつ

 上限
じょうげん

 － － － － 

（注
ちゅう

）１ ３等
とう

工
こう

以上
いじょう

に昇
しょう

等
とう

するためには、作業
さぎょう

成績
せいせき

及
およ

び就 業
しゅうぎょう

態度
たいど

が良好
りょうこう

なだけではなく、

その作業
さぎょう

に要
よう

する知識
ちしき

及
およ

び技能
ぎのう

の程度
ていど

がどのくらい高
たか

いかも審査
しんさ

する。 

   ２ 当所
とうしょ

におけるＡ作業
さぎょう

、Ｂ作業
さぎょう

、Ｃ作業
さぎょう

の区分
くぶん

は、次
つぎ

のとおりである。複数
ふくすう

の区分
くぶん

にま

たがる作業
さぎょう

をしている場合
ばあい

には、主
しゅ

たる作業
さぎょう

による。 

Ａ作業
さぎょう

 

①職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

（養
よう

護
ご

を除
のぞ

く。）又
また

は外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

 

②炊場
すいじょう

又
また

は営繕
えいぜん

工場
こうじょう

などの経理
けいり

作業
さぎょう

 

③上記
じょうき

以外
いがい

の作業
さぎょう

における特定
とくてい

の機械
きかい

作業
さぎょう

指定者
していしゃ

、工場
こうじょう

衛生
えいせい

係
がかり

、指導
しどう

補助
ほじょ

及
およ

び

これに準
じゅん

ずる者
もの

（養護
ようご

を除
のぞ

く。）。 

Ｂ作業
さぎょう

 

Ａ作業
さぎょう

及
およ

びＣ作業
さぎょう

以外
いがい

の作業
さぎょう

 

Ｃ作業
さぎょう

 

①居
きょ

室内
しつない

における作業
さぎょう

 

②養護
ようご

工場
こうじょう

における作業
さぎょう

 

③訓練
くんれん

工場
こうじょう

における作業
さぎょう

 

５ 作業
さぎょう

報奨金
ほうしょうきん

 

（１）作業
さぎょう

を 行
おこな

った場合
ばあい

は、毎月
まいつき

、作業
さぎょう

報奨金
ほうしょうきん

が計算
けいさん

されます。作
さ

業
ぎょう

報奨金
ほうしょうきん

は、作業
さぎょう

等工
とうこう

別
べつ

の基準
きじゅん

額
がく

（就 業
しゅうぎょう

時間
じかん

１時間
じかん

当
あ

たりの金
きん

額
がく

）に１

か月
げつ

間
かん

の 就 業
しゅうぎょう

時
じ

間数
かんすう

を 乗
じょう

じたものを基本
きほん

月額
げつがく

とし、作
さ

業
ぎょう

成績
せいせき

や

就 業
しゅうぎょう

態度
たいど

による加算
かさん

又
また

は減算
げんさん

をして計算
けいさん

されます。また、構外
こうがい

作業
さぎょう

、
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危険
きけん

作業
さぎょう

、特殊
とくしゅ

作業
さぎょう

、時間外
じかんがい

作業
さぎょう

などに就
つ

いた場
ば

合
あい

は、別途
べっと

加算
かさん

されます。 

（２）作業
さぎょう

報奨金
ほうしょうきん

は、領置
りょうち

金
きん

と異
こと

なり、あなたたちの所
しょ

有金
ゆうきん

ではありません。

収容
しゅうよう

継続中
けいぞくちゅう

は、あくまでも計算
けいさん

額
がく

として存在
そんざい

するだけで、原
げん

則
そく

として

釈放
しゃくほう

時
じ

に支給
しきゅう

されます。これは、釈放後
しゃくほうご

の更生
こうせい

資金
しきん

の一
いち

部
ぶ

として支給
しきゅう

す

るためです。ただし、所内
しょない

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な日
にち

用品
ようひん

などの購入
こうにゅう

、親族
しんぞく

の生計
せいけい

の援助
えんじょ

、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

に対
たい

する損害
そんがい

賠償
ばいしょう

への充
じゅう

当
とう

、科料
かりょう

、罰金
ばっきん

又
また

は訴訟
そしょう

費用
ひよう

の支払
しはら

いその他
た

相当
そうとう

と認
みと

められるときには、在所中
ざいしょちゅう

にも計算
けいさん

額
がく

の

範囲内
はんいない

で相当
そうとう

額
がく

の使用
しよう

を許
ゆる

されることがあります。 

なお、反則
はんそく

行為
こうい

（故意
こ い

又
また

は重大
じゅうだい

な過失
かしつ

によって器具
き ぐ

や製品
せいひん

、材
ざい

料
りょう

など

に損害
そんがい

を与
あた

える場合
ばあい

も含
ふく

まれます。）を行
おこな

ったときの懲
ちょう

罰
ばつ

として、計算
けいさん

額
がく

の一部
いちぶ

（３分
ぶん

の１以内
いない

）を削減
さくげん

することもあります。 

６ 作業
さぎょう

安全
あんぜん

衛生
えいせい

 

（１）当所
とうしょ

では、あなたたちが就 業 中
しゅうぎょうちゅう

に負傷
ふしょう

したりしないよう、工場
こうじょう

に

配置
はいち

する前
まえ

や転業
てんぎょう

した際
さい

には、必
かなら

ず安全
あんぜん

衛生
えいせい

教育
きょういく

を行
おこな

い、また、定期
ていき

、

不定期
ふ て い き

に安全
あんぜん

衛生
えいせい

点検
てんけん

を実施
じっし

し、機械
きかい

には安全
あんぜん

装置
そうち

を設
もう

けるなどの対策
たいさく

を行
おこな

っています。しかし、安全
あんぜん

衛生
えいせい

作業
さぎょう

の基
き

本
ほん

は、就
しゅう

業者
ぎょうしゃ

一人一人
ひとり ひと り

の

心掛
こころが

けにあるので、「就 業 者
しゅうぎょうしゃ

作
さ

業
ぎょう

安
あん

全
ぜん

衛
えい

生
せい

心得
こころえ

」や安全
あんぜん

衛生
えいせい

教育
きょういく

で

教
おし

えられたことを守
まも

り、安全
あんぜん

な作
さ

業
ぎょう

動
どう

作
さ

を身
み

に付
つ

けるよう注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

で

す。
 

 

（２）安全
あんぜん

衛生
えいせい

作業
さぎょう

に役立
やくだ

つような機械
きかい

及
およ

び器具
き ぐ

の改良
かいりょう

、作業
さぎょう

方法
ほうほう

の改善
かいぜん

について、創意
そうい

工夫
くふう

があるときは、職員
しょくいん

に積極的
せっきょくてき

に申
もう

し出
で

てください。

内容
ないよう

を審査
しんさ

し、採用
さいよう

された場合
ばあい

には、作業
さぎょう

報奨金
ほうしょうきん

計算
けいさん

額
がく

の特
とく

別
べつ

加
か

算
さん

を

行
おこな

います。 

（３）作業上
さぎょうじょう

の無事故
む じ こ

を一定
いってい

期間
きかん

続
つづ

けたときは、その工場
こうじょう

に対
たい

し、特別
とくべつ

に

テレビ観賞
かんしょう

の機会
きかい

を設
もう

けます。 

７ 手当金
てあてきん
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作業上
さぎょうじょう

のことで負傷
ふしょう

したり、それによって病気
びょうき

になったり、死亡
しぼう

したり

又
また

は労働
ろうどう

能力
のうりょく

が損
そこ

なわれたときは、その程度
ていど

に応
おう

じて手当金
てあてきん

が支
し

給
きゅう

され

ます。
 

 

なお、本人
ほんにん

の故意
こ い

又
また

は重大
じゅうだい

な過失
かしつ

が原因
げんいん

のときは、手当金
てあてきん

を減額
げんがく

したり

支給
しきゅう

しないこともあります。 

８ 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

 

当所
とうしょ

で計画的
けいかくてき

に行
おこな

っている職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

には、自動車
じどうしゃ

整備
せいび

、建設
けんせつ

機械
きかい

、

フォークリフト、情報処理技術
じょうほうしょりぎじゅつ

、ビジネススキル及
およ

び介護
かいご

コースの科目
かもく

があ

ります。他
た

の施設
しせつ

でも、溶接
ようせつ

、建築
けんちく

大工
だいく

、畳
たたみ

工
こう

などの職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

が行
おこな

わ

れています。社会
しゃかい

復帰後
ふ っ き ご

に備
そな

えた各種
かくしゅ

の資格
しかく

や技能
ぎのう

を身
み

に付
つ

けるための職
しょく

業
ぎょう

訓練
くんれん

を希望
きぼう

する人
ひと

は、刑
けい

執行
しっこう

開始
かいし

時
じ

の調査
ちょうさ

の際
さい

にその旨
むね

を申
もう

し出
で

るほか、

募集
ぼしゅう

があったとき職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。処遇
しょぐう

審査会
しんさかい

で審査
しんさ

します。 

 ９ その他
た

 

   釈放前
しゃくほうまえ

指導
しどう

を受
う

けている者
もの

などについて、受刑
じゅけい

態度
たいど

が良好
りょうこう

で改
かい

善
ぜん

更生
こうせい

の意欲
いよく

が高
たか

いなどと認
みと

められる場合
ばあい

には、社会貢献作業
しゃかいこうけんさぎょう

や外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

（職員
しょくいん

が同行
どうこう

せずに外部
がいぶ

の事業所
じぎょうしょ

で作業
さぎょう

を行
おこな

うもの）を許
ゆる

すことがあり

ます。
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第
だい

９ 改善
かいぜん

指導
しどう

 

１ 改善
かいぜん

指導
しどう

 

あなたたちは、所内
しょない

生活
せいかつ

を送
おく

る中
なか

で、犯罪
はんざい

の責任
せきにん

を自覚
じかく

し、健康
けんこう

な心身
しんしん

を培
つちか

い、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に適応
てきおう

するために必要
ひつよう

な知識
ちしき

や生活
せいかつ

態度
たいど

を習
しゅう

得
とく

するこ

とが求
もと

められています。 

当所
とうしょ

では、あなたたちがこうした目的
もくてき

を達
たっ

するために、次
つぎ

の一般
いっぱん

改善
かいぜん

指導
しどう

及
およ

び特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

を行
おこな

うほか、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の様々
さまざま

な場面
ばめん

を通
つう

じて、あなた

たちに指導
しどう

を行
おこな

います。一般
いっぱん

改善
かいぜん

指導
しどう

及
およ

び特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

は、法律
ほうりつ

の規定
きてい

に

基
もと

づき定
さだ

められているものであり、出所後
しゅっしょご

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

のために、必
かなら

ず受講
じゅこう

しなければなりません。
 

 

指導
しどう

を行
おこな

う日
ひ

や時間
じかん

は、別途
べっと

指示
し じ

しますが、改善
かいぜん

指導
しどう

の時間
じかん

は、原則
げんそく

とし

て１日
にち

に８時間
じかん

以内
いない

であり、作業
さぎょう

と改善
かいぜん

指導
しどう

を同
おな

じ日
ひ

に行
おこな

う場
ば

合
あい

にも、

両者
りょうしゃ

の時間
じかん

を合計
ごうけい

して１日
にち

に１２時間
じかん

を超
こ

えることはありません。 

２ 一般
いっぱん

改善
かいぜん

指導
しどう

 

一般改善指導
いっぱんかいぜんしどう

は、犯罪
はんざい

の責任
せきにん

を自覚
じかく

し、健康
けんこう

な心身
しんしん

を培
つちか

い、社会
しゃかい

生活
せいかつ

に

適応
てきおう

するために必要
ひつよう

な知識
ちしき

及
およ

び生活
せいかつ

態度
たいど

を習
しゅう

得
とく

するための指
し

導
どう

です。 

希望
きぼう

する者
もの

は、酒
さけ

の害
がい

を理解
りかい

し、断酒
だんしゅ

への決意
けつい

を 促
うなが

す酒
しゅ

害
がい

教
きょう

育
いく

や、

高齢者
こうれいしゃ

等
とう

を対象
たいしょう

とした社会
しゃかい

復帰
ふっき

支援
しえん

指導
しどう

などが受講
じゅこう

できます。 

３ 特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

 

特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

は、改善
かいぜん

更生
こうせい

や円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

に支障
ししょう

を来
きた

す個別
こべつ

の事情
じじょう

を

改善
かいぜん

するために行
おこな

う指導
しどう

です。 

特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

は、必要
ひつよう

と認
みと

められる人
ひと

に対
たい

し、その受講
じゅこう

を指示
し じ

します。

指示
し じ

された人
ひと

は、必
かなら

ず受
じゅ

講
こう

してください。特別
とくべつ

改善
かいぜん

指導
しどう

には次
つぎ

のものがあ

ります。
 

 

（１）薬物
やくぶつ

依存
いぞん

離脱
りだつ

指導
しどう

 

薬物
やくぶつ

に依存
いぞん

していた自己
じ こ

の問題
もんだい

を理解
りかい

させた上
うえ

で、再
さい

使用
しよう

しないための
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方法
ほうほう

を習
しゅう

得
とく

させる指導
しどう

です。 

（２）暴力団
ぼうりょくだん

離脱
りだつ

指導
しどう

 

暴力団
ぼうりょくだん

に加入
かにゅう

していた自己
じ こ

の問題点
もんだいてん

について考
かんが

えさせ、暴力団
ぼうりょくだん

の

反
はん

社
しゃ

会
かい

性
せい

を学
まな

ばせるとともに、離脱
りだつ

の具体的
ぐたいてき

な方法
ほうほう

を検討
けんとう

し、離脱
りだつ

の決意
けつい

を固
かた

めさせて、出所後
しゅっしょご

の生活
せいかつ

設計
せっけい

を立
た

てさせる指導
しどう

です。 

（３）性
せい

犯罪
はんざい

再犯
さいはん

防止
ぼうし

指導
しどう

 

性
せい

犯罪
はんざい

につながる自己
じ こ

の問題性
もんだいせい

を認識
にんしき

させ、その改善
かいぜん

を図
はか

るとともに、

再犯
さいはん

しないための具体的
ぐたいてき

な方法
ほうほう

を習
しゅう

得
とく

させる指導
しどう

です。 

（４）被害者
ひがいしゃ

の視点
してん

を取
と

り入
い

れた教育
きょういく

 

被害者
ひがいしゃ

の命
いのち

を奪
うば

うなど、重大
じゅうだい

な被害
ひがい

をもたらした者
もの

に対
たい

し、自
みずか

らの

犯
おか

した罪
つみ

の大
おお

きさや被害者
ひがいしゃ

・遺族
いぞく

の方
かた

の心情
しんじょう

等
とう

を認識
にんしき

させるとともに、

命
いのち

の尊
とうと

さや自己
じ こ

の問題性
もんだいせい

を理解
りかい

させ、被害者
ひがいしゃ

に誠意
せいい

をもって対応
たいおう

するた

めの方法
ほうほう

を考
かんが

えさせる指導
しどう

です。 

（５）就労
しゅうろう

支援
しえん

指導
しどう

 

職場
しょくば

に適応
てきおう

するための行動
こうどう

様式
ようしき

、態度
たいど

等
とう

を身
み

に付
つ

けさせるとともに、

職場
しょくば

等
とう

において直面
ちょくめん

する具体的
ぐたいてき

な場面
ばめん

を想定
そうてい

した対応
たいおう

の仕方
しかた

を考
かんが

えさ

せる指導
しどう

です。 

４ その他
た

の指導
しどう

 

当所
とうしょ

では、上記
じょうき

２及
およ

び３の改善指導
かいぜんしどう

として行
おこな

う指導
しどう

のほか、日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

全
ぜん

般
ぱん

において、以下
い か

のような事項
じこう

について、指導
しどう

を行
おこな

っています。 

（１）生活
せいかつ

指導
しどう

目標
もくひょう

、集団
しゅうだん

行動
こうどう

訓練
くんれん

 

ア 生活
せいかつ

指導
しどう

目標
もくひょう

 

普段
ふだん

の生活
せいかつ

行動
こうどう

場面
ばめん

で重点的
じゅうてんてき

に実践
じっせん

する目標
もくひょう

を月
つき

ごとに定
さだ

めて

「生活
せいかつ

指導
しどう

目標
もくひょう

」とし、工場
こうじょう

及
およ

び居室棟
きょしつとう

に掲示
けいじ

して、毎
まい

日
にち

の生活
せいかつ

の

中
なか

でその実践
じっせん

に努
つと

めさせることを目標
もくひょう

とした指導
しどう

です。 

イ 集団
しゅうだん

行動
こうどう

訓練
くんれん
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集団
しゅうだん

の行動
こうどう

が整
せい

然
ぜん

と行
おこな

われるよう、入所
にゅうしょ

時
じ

、出
しゅつ

入室
にゅうしつ

時
じ

、戸外
こがい

運動
うんどう

時
じ

その他
た

特別
とくべつ

に計画
けいかく

したときに集団
しゅうだん

行動
こうどう

訓練
くんれん

が行
おこな

われます。 

なお、集団
しゅうだん

行動
こうどう

訓練
くんれん

は、次
つぎ

の諸点
しょてん

に留意
りゅうい

して実施
じっし

するものですから、

職員
しょくいん

の指示
し じ

どおりに、必要
ひつよう

な行動
こうどう

の様式
ようしき

を身
み

に付
つ

け、これを通
つう

じて

所内
しょない

生活
せいかつ

の動作
どうさ

に節度
せつど

を付
つ

けるよう心掛
こころが

けてください。 

（ア）集合
しゅうごう

、整列
せいれつ

、移動
いどう

、隊列
たいれつ

作
づく

り、解散
かいさん

等
とう

のときに、職員
しょくいん

の指
し

示
じ

に

従
したが

って秩序
ちつじょ

ある行動
こうどう

をすること。 

（イ）所内
しょない

生活
せいかつ

の決
き

まりを守
まも

らず、自分勝手
じぶん かっ て

な行動
こうどう

は、他人
たにん

に迷惑
めいわく

を掛
か

けるとともに集団
しゅうだん

の秩序
ちつじょ

を乱
みだ

すことになること。 

（ウ）整然
せいぜん

とした集
しゅう

団
だん

行
こう

動
どう

は、安全
あんぜん

で平穏
へいおん

な所内
しょない

生活
せいかつ

に役
やく

立
だ

つこと。 

（２）役割
やくわり

活動
かつどう

 

所内
しょない

生活
せいかつ

を送
おく

る上
うえ

で、工場
こうじょう

では指導
しどう

補助
ほじょ

や消 防 係
しょうぼうがかり

などの役割
やくわり

が 

指定
してい

される場合
ばあい

があります。これらの係
かかり

になった人
ひと

は、自分
じぶん

の役割
やくわり

を自
じ

覚
かく

し、自己
じ こ

研
けん

さんに努
つと

めるようにしてください。  
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第
だい

10 教科
きょうか

指導
しどう

、自主
じしゅ

学習
がくしゅう

、書籍
しょせき

等
とう

の取扱
とりあつか

い 

１ 教科
きょうか

指導
しどう

 

   あなたたちが改善
かいぜん

更生
こうせい

及
およ

び円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

を図
はか

る上
うえ

で、社会
しゃかい

生活
せいかつ

の基礎
き そ

となる学力
がくりょく

を身
み

に付
つ

けていることは重要
じゅうよう

です。こうした学力
がくりょく

の有無
う む

によ

り、あなたたちが就 職
しゅうしょく

の機会
きかい

に恵
めぐ

まれる可
か

能
のう

性
せい

が大
おお

きく変
か

わってくるか

らです。
 

 

   当所
とうしょ

では、あなたたちがこうした学力
がくりょく

を身
み

に付
つ

けることができるよう、

指導
しどう

を行
おこな

います。    

教科
きょうか

指導
しどう

には、補
ほ

習
しゅう

教科
きょうか

指導
しどう

及
およ

び特別
とくべつ

教科
きょうか

指導
しどう

があります。 

（１）補習
ほしゅう

教科
きょうか

指導
しどう

 

義務
ぎ む

教育
きょういく

を修 了
しゅうりょう

していない人
ひと

や、修 了
しゅうりょう

していても基礎的
き そ て き

な学力
がくりょく

に乏
とぼ

しい人
ひと

など、社会生活
しゃかいせいかつ

の基礎
き そ

となる学力
がくりょく

を欠
か

いていることにより

改善
かいぜん

更生
こうせい

及
およ

び円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

に支障
ししょう

があると認
みと

められる人
ひと

に対
たい

して行
おこな

われる指導
しどう

です。 

指導
しどう

を行
おこな

う日
ひ

や時間
じかん

は、別途
べっと

指示
し じ

しますが、具体的
ぐたいてき

には、期間
きかん

１年
ねん

の

予定
よてい

で、社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

必要
ひつよう

な程度
ていど

の読
よ

み書
か

き、計算
けいさん

等
とう

の基礎的
き そ て き

な学力
がくりょく

を

身
み

に付
つ

けさせる指導
しどう

です。 

（２）特別
とくべつ

教科
きょうか

指導
しどう

 

    社会
しゃかい

生活
せいかつ

の基礎
き そ

となる学力
がくりょく

を有
ゆう

しているものの、その学力
がくりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

ることが円滑
えんかつ

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

に特
とく

に資
し

すると認
みと

められる人
ひと

に対
たい

して行
おこな

われる指導
しどう

です。主
おも

に高等
こうとう

学校
がっこう

の教科
きょうか

に準
じゅん

ずる内容
ないよう

の指導
しどう

を行
おこな

います。 

２ 自主
じしゅ

学習
がくしゅう

 

当所
とうしょ

では、あなたたちが居室
きょしつ

での余暇
よ か

時間
じかん

を活用
かつよう

して自主
じしゅ

学習
がくしゅう

するため

の援助
えんじょ

を行
おこな

っています。考査
こうさ

期間
きかん

を終 了
しゅうりょう

後
ご

、自主
じしゅ

学習
がくしゅう

時
じ

に物品
ぶっぴん

の使用
しよう

を

希望
きぼう

する人
ひと

は、別表
べっぴょう

「自弁
じべん

・差入
さしい

れ物品表
ぶっぴんひょう

「４ 日
にち

用品
ようひん

、文房具
ぶんぼうぐ

その他
た

の

刑事
けいじ

施設
しせつ

における日常
にちじょう

生活
せいかつ

に用
もち

いる物品
ぶっぴん

（区分
くぶん

）文房具
ぶんぼうぐ

その他
た

の余暇
よ か

時間帯
じかんたい
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における知的
ちてき

及
およ

び教育的
きょういくてき

活動
かつどう

に用
もち

いる物品
ぶっぴん

」」に記載
きさい

されている物品
ぶっぴん

を

使用
しよう

することができる場合
ばあい

があるので、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。ただし、

使用
しよう

を許可
きょか

するかどうかは個別
こべつ

に審査
しんさ

しており、物品
ぶっぴん

の中
なか

には、「留意
りゅうい

事項
じこう

」

に記載
きさい

のとおり、通信
つうしん

教育
きょういく

を受
う

けていたり、クラブ活動
かつどう

に参加
さんか

している等
とう

の特別
とくべつ

な事情
じじょう

がなければ、許可
きょか

されない物品
ぶっぴん

があります。 

 （１）通信
つうしん

教育
きょういく

 

ア 公費
こうひ

通信
つうしん

教育
きょういく

 

  施設
しせつ

が募集
ぼしゅう

する種
しゅ

目
もく

の受講
じゅこう

希望
きぼう

者
しゃ

の中
なか

から、本人
ほんにん

の学力
がくりょく

の程度
ていど

、

領置
りょうち

金額
きんがく

、生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

等
とう

を総合的
そうごうてき

に判断
はんだん

して、公費
こうひ

負担
ふたん

が相当
そうとう

と認
みと

め

られる人
ひと

を対象
たいしょう

に実施
じっし

します。 

公費通信教育
こうひつうしんきょういく

の受講
じゅこう

辞退
じたい

は、やむを得
え

ない事情
じじょう

が認
みと

められる場合
ばあい

を

除
のぞ

いて、認
みと

められません。 

イ 私費
し ひ

通信
つうしん

教育
きょういく

 

領
りょう

置
ち

金
きん

で必要
ひつよう

な学費
がくひ

を支払
しはら

うことができる人
ひと

を対象
たいしょう

に実施
じっし

します。 

受講
じゅこう

講座
こうざ

は、原則
げんそく

として、当所
とうしょ

が指定
してい

する文部
もんぶ

科学省
かがくしょう

認定
にんてい

社会
しゃかい

通信
つうしん

教育
きょういく

講
こう

座
ざ

とします。 

私費
し ひ

通信
つうしん

教育
きょういく

の受講
じゅこう

辞退
じたい

については、特
とく

に支
し

障
しょう

のない限
かぎ

り認
みと

めら

れます。
 

 

（２）各種
かくしゅ

検定
けんてい

試験
しけん

等
とう

 

   簿記
ぼ き

検定
けんてい

、高等
こうとう

学校
がっこう

卒業
そつぎょう

程度
ていど

認定
にんてい

試験
しけん

、日本
にほん

漢字
かんじ

能力
のうりょく

検定
けんてい

などの試験
しけん

を受験
じゅけん

する機会
きかい

を設
もう

けています。実施
じっし

の都度
つ ど

募集
ぼしゅう

するので、希望者
きぼうしゃ

は申
もう

し

出
で

ること。ただし、中
なか

には受験
じゅけん

のために一定
いってい

の要件
ようけん

を定
さだ

めているものもあ

り、希望
きぼう

しても受験
じゅけん

できない場合
ばあい

があります。 

３ 雑
ざっ

記帳
きちょう

の使用
しよう

 

（１）種類
しゅるい

 

雑
ざっ

記帳
きちょう

は、定
さだ

められた規格
きかく

及
およ

び冊数
さっすう

の範囲内
はんいない

で使用
しよう

が許可
きょか

されます。 
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（２）使用
しよう

心得
こころえ

 

雑
ざっ

記帳
きちょう

の使用
しよう

については、次
つぎ

の使用
しよう

心得
こころえ

を遵守
じゅんしゅ

してください。もし、

この心得
こころえ

に違
い

反
はん

した場合
ばあい

には、記載
きさい

内容
ないよう

の一部
いちぶ

を削除
さくじょ

又
また

は抹
まっ

消
しょう

すること

になるか、場合
ばあい

によっては、反則
はんそく

行為
こうい

に問
と

われる可能性
かのうせい

があることを承知
しょうち

しておいてください。 

ア 貼
は

り付
つ

けてある筆記帳
ひっきちょう

使用
しよう

願
ねがい

の用紙
ようし

を汚
よご

したり、破
やぶ

ったりしないこ

と。
 

 

イ 雑
ざっ

記帳
きちょう

は、許可
きょか

された目的
もくてき

に従
したが

って使用
しよう

し、他人
たにん

に貸
か

したり、書
か

か

せたりしないこと。
 

 

ウ 雑
ざっ

記帳
きちょう

は、大切
たいせつ

に使用
しよう

し、汚
よご

したり、破
やぶ

ったりしないこと。 

エ 記事
き じ

の訂正
ていせい

は、消
け

しゴム又
また

は棒線
ぼうせん

で消
け

し、ページを破
やぶ

らないこと。 

オ 記入
きにゅう

するときは、あらかじめ記
しる

されたページの順
じゅん

を追
お

って記
き

入
にゅう

し、

余白
よはく

を残
のこ

さないこと。 

カ 雑
ざっ

記帳
きちょう

は、前
まえ

からと後
うし

ろからの二口
ふたくち

に分
わ

けて使
つか

ってもよいが、三口
みくち

以上
いじょう

に分
わ

けて使
つか

わないこと。 

キ 検査
けんさ

等
とう

のため提出
ていしゅつ

を指示
し じ

された場合
ばあい

は、直
ただ

ちに提
てい

出
しゅつ

すること。 

ク 次
つぎ

の各項
かくこう

に該当
がいとう

するような記載
きさい

内容
ないよう

は書
か

かないこと。 

（ア）文意
ぶんい

不明
ふめい

なもの、外国語
がいこくご

（申告
しんこく

等
とう

し、許可
きょか

された言語
げんご

以外
いがい

の言語
げんご

を

指
さ

す。）、暗号
あんごう

及
およ

び所内
しょない

生活
せいかつ

をわい曲
きょく

したりひぼうするもの 

（イ）他人
たにん

を脅迫
きょうはく

、侮辱
ぶじょく

、中 傷
ちゅうしょう

するもの、好色
こうしょく

、不
ふ

良
りょう

行
ぎょう

状
じょう

を賛美
さんび

するもの
 

 

（ウ）犯罪
はんざい

を 唆
そそのか

すもの、犯罪
はんざい

の手段
しゅだん

、教唆
きょうさ

、通謀
つうぼう

を内容
ないよう

とするもの、所内
しょない

の秩序
ちつじょ

びん乱
らん

をあおり、 唆
そそのか

すもの、施設
しせつ

の配置図
は い ち ず

、警備
けいび

に関
かん

するも

の
 

 

（エ）他
た

の被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

及
およ

びその関係者
かんけいしゃ

の住所
じゅうしょ

、氏名
しめい

、電話番号
でんわばんごう

等
とう

 

（オ）その他
た

矯正
きょうせい

処遇上
しょぐうじょう

不適当
ふてきとう

と認
みと

められるもの 



38 

４ 書籍
しょせき

等
とう

の取扱
とりあつか

い 

書籍
しょせき

等
とう

とは、書籍
しょせき

、雑誌
ざっし

、新聞紙
しんぶんし

及
およ

びその他
た

の文書
ぶんしょ

図画
と が

のことを言
い

いま

す。書籍
しょせき

等
とう

の閲覧
えつらん

は、所内
しょない

生活
せいかつ

の糧
かて

となり、また、健全
けんぜん

な社会
しゃかい

復帰
ふっき

に向
む

け

て自己
じ こ

啓発
けいはつ

を図
はか

る上
うえ

で欠
か

かすことはできません。書籍
しょせき

等
とう

には、当所
とうしょ

が貸与
たいよ

す

る書籍
しょせき

（備付
そなえつけ

書籍
しょせき

）及
およ

び新聞紙
しんぶんし

（回覧
かいらん

新聞紙
しんぶんし

）、自身
じしん

で入手
にゅうしゅ

する自弁
じべん

書籍
しょせき

等
とう

があります。当所
とうしょ

が貸与
たいよ

する書籍
しょせき

、新聞紙
しんぶんし

等
とう

は皆
みな

で使
つか

うものです。破
やぶ

った

り、汚
よご

したりしないよう大切
たいせつ

に取
と

り扱
あつか

ってください。 

（１）備付
そなえつけ

書籍
しょせき

 

ア 備付
そなえつけ

書籍
しょせき

は、次
つぎ

のとおり、一般備付
いっぱんそなえつけ

書籍
しょせき

、特別備付
とくべつそなえつけ

書籍
しょせき

及
およ

びＦ

指標
しひょう

備付
そなえつけ

書籍
しょせき

の３種類
しゅるい

に区別
くべつ

しています。 

（ア）一般備付
いっぱんそなえつけ

書籍
しょせき

とは、特別備付
とくべつそなえつけ

書籍
しょせき

及
およ

びＦ指標
しひょう

備付
そなえつけ

書籍
しょせき

以外
いがい

の

備
そなえ

付
つけ

書籍
しょせき

のことです。 

（イ）特別備付
とくべつそなえつけ

書籍
しょせき

とは、辞典
じてん

、経典
きょうてん

、学習用
がくしゅうよう

書籍
しょせき

及
およ

び裁判
さいばん

関
かん

係
けい

書
しょ

籍
せき

を主
しゅ

とした特別備付
とくべつそなえつけ

書籍
しょせき

目録
もくろく

に登載
とうさい

の備
そなえ

付
つけ

書籍
しょせき

のことです。 

（ウ）Ｆ指標
しひょう

備付
そなえつけ

書籍
しょせき

とは、外国語
がいこくご

書籍
しょせき

であって、主
おも

にＦ指標
しひょう

被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

に貸与
たいよ

することを目的
もくてき

としたＦ指標
しひょう

備付
そなえつけ

書籍
しょせき

目録
もくろく

に登載
とうさい

の備
そなえ

付
つけ

書籍
しょせき

のことです。 

イ 一般備付
いっぱんそなえつけ

書籍
しょせき

は、一人
ひとり

３冊
さつ

以内
いない

を個人
こじん

貸与
たいよ

し、貸与
たいよ

期間
きかん

は、おおむ

ね２週間
しゅうかん

とします。   

ウ 特
とく

別
べつ

備
そなえ

付
つけ

書
しょ

籍
せき

は、一人
ひとり

５冊
さつ

以内
いない

を個人
こじん

貸与
たいよ

し、貸与
たいよ

期間
きかん

は、おおむ

ね３か月
げつ

とします。 

エ Ｆ指標
しひょう

備付
そなえつけ

書
しょ

籍
せき

は、一人
ひとり

５冊
さつ

以内
いない

を個人
こじん

貸与
たいよ

し、貸与
たいよ

期間
きかん

は、おお

むね２週間
しゅうかん

とします。 

（２）回覧
かいらん

新聞紙
しんぶんし

 

通常紙
つうじょうし

（時事
じ じ

の報道
ほうどう

を主
しゅ

とする市販
しはん

の日刊
にっかん

新聞紙
しんぶんし

）は、被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

全般
ぜんぱん

の閲覧
えつらん

傾向
けいこう

を参考
さんこう

に当所
とうしょ

で１紙
し

を指
し

定
てい

して購入
こうにゅう

し、工場
こうじょう

又
また

は居室
きょしつ

に
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回覧
かいらん

します。 

（３）自弁
じべん

書籍
しょせき

・雑誌
ざっし

 

ア 自弁
じべん

の書籍
しょせき

及
およ

び雑誌
ざっし

は、携入
けいにゅう

、差
さし

入
い

れ又
また

は購入
こうにゅう

の方法
ほうほう

で入手
にゅうしゅ

でき

ます。
 

 

イ 購入
こうにゅう

できる自弁
じべん

書籍
しょせき

及
およ

び雑誌
ざっし

の冊数
さっすう

は、現
げん

に領
りょう

置
ち

されている書籍
しょせき

等
とう

の引渡
ひきわた

しを含
ふく

め、一月
ひとつき

当
あ

たり合
あ

わせて５冊
さつ

までです。閲覧
えつらん

期間
きかん

や所持
しょじ

冊数
さっすう

については、特
とく

に定
さだ

めませんが、保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超
こ

える所持
しょじ

は認
みと

めら

れません。
 

 

（ア）雑誌
ざっし

 

雑誌
ざっし

は、毎
まい

月
つき

１回
かい

の受付日
うけつけび

に翌月
よくつき

の定期
ていき

購読
こうどく

を申
もう

し込
こ

むことができ

ます。定期
ていき

購読
こうどく

は最
さい

大
だい

３誌
し

まで受
う

け付
つ

けます。 週
しゅう

刊
かん

誌
し

等
とう

の月
つき

に複
ふく

数冊
すうさつ

刊行
かんこう

される雑誌
ざっし

は、１か月分
げつぶん

を１誌
し

と数
かぞ

えます。定期
ていき

購読
こうどく

する

雑誌
ざっし

は、週刊誌
しゅうかんし

については原則
げんそく

として納入
のうにゅう

から１週
しゅう

間
かん

以
い

内
ない

、それ

以外
いがい

については原則
げんそく

として納入
のうにゅう

から２ 週
しゅう

間
かん

以内
いない

に交
こう

付
ふ

します。

閲覧後
えつらんご

の雑誌
ざっし

は、原則
げんそく

として廃棄
はいき

です。 

（イ）単行本
たんこうぼん

 

毎
まい

月
つき

２回
かい

の受付日
うけつけび

に単行本
たんこうぼん

の購入
こうにゅう

を申
もう

し込
こ

むことができます。申
もう

し込
こ

む際
さい

には、書籍
しょせき

の題名
だいめい

、出版社
しゅっぱんしゃ

等
とう

を正確
せいかく

に記載
きさい

してください。。

書籍
しょせき

は、原則
げんそく

として納入
のうにゅう

から２か月
げつ

以
い

内
ない

に交
こう

付
ふ

します。 

（４）自弁
じべん

新聞紙
しんぶんし

 

ア 種類
しゅるい

 

自弁
じべん

できる新聞紙
しんぶんし

は、通常紙
つうじょうし

及
およ

び特別紙
とくべつし

の２種類
しゅるい

です。 

（ア）通常紙
つうじょうし

とは、時事
じ じ

の報道
ほうどう

を主
しゅ

とする市販
しはん

の日刊
にっかん

新聞紙
しんぶんし

のことです。 

（イ）特別紙
とくべつし

とは、スポーツなど特定
とくてい

の分野
ぶんや

の報道
ほうどう

を主
しゅ

とする日
にっ

刊
かん

新
しん

聞
ぶん

紙
し

のことです。 

イ 購入
こうにゅう

等
とう
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被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

に対
たい

するアンケート結果
けっか

を参考
さんこう

に当所
とうしょ

で指定
してい

した新聞
しんぶん

３

紙
し

のうちの１紙
し

（朝刊
ちょうかん

のみ）について、１か月
げつ

単位
たんい

で予約
よやく

購読
こうどく

するこ

とができます。自弁
じべん

新聞紙
しんぶんし

は、当所
とうしょ

が指定
してい

した販売店
はんばいてん

から定
てい

期
き

購
こう

読
どく

する

方法
ほうほう

でしか入手
にゅうしゅ

できず、差入
さしい

れは認
みと

められません。 

購入
こうにゅう

代金
だいきん

の領置
りょうち

金
きん

からの引
ひ

き去
さ

りは、月
つき

単位
たんい

で行
おこな

われます。 

なお、釈放
しゃくほう

となる人
ひと

及
およ

び移送
いそう

となる人
ひと

で購読
こうどく

期間
きかん

を残
のこ

している人
ひと

は、

可能
かのう

な範囲
はんい

で購読
こうどく

料金
りょうきん

の返金
へんきん

を受
う

けることができますので申
もう

し出
で

て

下
くだ

さい。事後
じ ご

の返
へん

金
きん

依頼
いらい

には対応
たいおう

できませんので、希望
きぼう

する人
ひと

は、

同手続
どうてつづき

を忘
わす

れないよう注意
ちゅうい

してください。 

自弁
じべん

新聞紙
しんぶんし

は、原則
げんそく

として発
はっ

刊
かん

日
び

中
ちゅう

にあなたたちに交付
こうふ

します。ま

た、自弁
じべん

新聞紙
しんぶんし

は、原則
げんそく

として廃棄
はいき

です。閲覧
えつらん

期間
きかん

については特
とく

に定
さだ

め

ませんが、保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超
こ

える所持
しょじ

は認
みと

められません。 

（５）「その他
た

の文書
ぶんしょ

図画
と が

」とは、パンフレット等
とう

上記
じょうき

（１）から（４）まで

のいずれにも該当
がいとう

しない文書
ぶんしょ

図画
と が

のことです。閲覧
えつらん

期間
きかん

や所
しょ

持
じ

冊
さっ

数
すう

につ

いては特
とく

に定
さだ

めませんが、保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超
こ

える所持
しょじ

は認
みと

められません。 

（６）自弁
じべん

書籍
しょせき

等
とう

は、全
すべ

て内
ない

容
よう

を検査
けんさ

し、当所
とうしょ

の規律
きりつ

及
およ

び秩序
ちつじょ

を害
がい

する結果
けっか

を生
しょう

ずるおそれやあなたたちに対
たい

する矯
きょう

正
せい

処遇
しょぐう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

に支障
ししょう

を

生
しょう

ずるおそれの有無
う む

を調
しら

べ、支障
ししょう

がないものをあなたたちに交付
こうふ

します。

場合
ばあい

によっては、一部
いちぶ

を削
さく

除
じょ

し、又
また

は抹
まっ

消
しょう

することもあります。削除
さくじょ

や

抹消
まっしょう

の可否
か ひ

は、新聞紙
しんぶんし

や雑誌
ざっし

については入所
にゅうしょ

時
じ

にあなたたちに意思
い し

確認
かくにん

をし、自弁
じべん

書籍
しょせき

についてはその都度
つ ど

意思
い し

確認
かくにん

をします。あなたたちが削除
さくじょ

や抹消
まっしょう

に同意
どうい

しない場合
ばあい

には、閲覧
えつらん

が許
ゆる

されないことになります。 

（７）自
じ

弁
べん

書
しょ

籍
せき

等
とう

については、勝手
かって

に他人
たにん

と貸
か

し借
か

りをしたり、閲覧
えつらん

許
きょ

可
か

証
しょう

を剥
は

がしたり、書
か

き換
か

えたりしないよう注意
ちゅうい

してください。 
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第
だい

11 自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

及
およ

び余暇
よ か

活動
かつどう

の援助
えんじょ

 

余暇
よ か

時間
じかん

とは、点検
てんけん

、食事
しょくじ

、作業
さぎょう

、就寝
しゅうしん

等
とう

といった特定
とくてい

の起
き

居
きょ

動
どう

作
さ

の

時間帯
じかんたい

以外
いがい

の時間帯
じかんたい

のことです。平日
へいじつ

においても、夕刻
ゆうこく

から夜間
やかん

にかけて、

３時間
じかん

程度
ていど

は余暇
よ か

時間
じかん

が確保
かくほ

されており、以下
い か

のとおり、自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

、レ

クリエーション及
およ

び各種
かくしゅ

集会
しゅうかい

並
なら

びにクラブ活
かつ

動
どう

等
とう

があります。 

１ 自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

 

（１）余暇
よ か

時間帯
じかんたい

には、自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

が許
ゆる

される場合
ばあい

があります。自
じ

己
こ

契
けい

約
やく

作
さ

業
ぎょう

とは、外部
がいぶ

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

との請負
うけおい

契約
けいやく

により行
おこな

う物品
ぶっぴん

の製
せい

作
さく

その他
た

の

作業
さぎょう

のことをいいます。自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

を提
てい

供
きょう

する外部
がいぶ

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、当所
とうしょ

において選定
せんてい

します。賃金
ちんぎん

は出来高払
できだ かば ら

いとなり、決
けっ

して高
たか

いものではあり

ません。賃金
ちんぎん

は、外部
がいぶ

の事
じ

業者
ぎょうしゃ

からの差入
さしい

れの形
かたち

で支払
しはら

われます。 

（２）自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

は、制限
せいげん

区分
くぶん

が第
だい

１種
しゅ

の受刑者
じゅけいしゃ

には許
ゆる

され、第
だい

１種
しゅ

以外
いがい

の受刑者
じゅけいしゃ

には個別
こべつ

に審査
しんさ

した結果
けっか

、許
ゆる

されることがあります。自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

を希望
きぼう

する人
ひと

は、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。ただし、作業量
さぎょうりょう

や作業
さぎょう

場所
ばしょ

等
とう

の都合
つごう

により、申
もう

し出
で

たからといって必
かなら

ず許可
きょか

になるとは限
かぎ

りま

せん。また、いったん自己
じ こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

を始
はじ

めた以上
いじょう

、少
すく

なくとも２週間
しゅうかん

以上前
いじょうまえ

に辞退
じたい

を申
もう

し出
で

ない限
かぎ

り、勝
かっ

手
て

にやめることはできません。 

２ レクリエーション及
およ

び各種
かくしゅ

集会
しゅうかい

 

（１）レクリエーション 

ア レクリエーションは、単調
たんちょう

になりがちな所内
しょない

生活
せいかつ

に潤
うるお

いを持
も

たせ、

気分
きぶん

転換
てんかん

や、心身
しんしん

の健康
けんこう

増進
ぞうしん

を図
はか

るために行
おこな

うもので、当
とう

所
しょ

において

は、時期
じ き

に応
おう

じた種目
しゅもく

を選定
せんてい

し実施
じっし

しています。レクリエーションへの

参加
さんか

を通
つう

じて自主性
じしゅせい

、協 調 性
きょうちょうせい

及
およ

びフェアプレーの精神
せいしん

のかん養
よう

にも

役立
やくだ

ててもらいたいと考
かんが

えています。 

イ レクリエーションを行
おこな

うに当
あ

たっては、次
つぎ

の事項
じこう

を遵
じゅん

守
しゅ

してくださ

い。
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（ア）運動
うんどう

時
じ

には、負傷
ふしょう

防止
ぼうし

のため、あらかじめ十分
じゅうぶん

に体
からだ

をほぐすなど

するとともに、自分
じぶん

の体力
たいりょく

、体調
たいちょう

を考
かんが

えて決
けっ

して無理
む り

はしないこ

と。
 

 

（イ）運動
うんどう

用具
ようぐ

、娯楽
ごらく

用具
ようぐ

等
とう

は、特定
とくてい

の人
ひと

だけが独占
どくせん

しないこと。 

（ウ）囲碁
い ご

のゲームは、本碁
ほんご

、五
ご

連珠
れんじゅ

（五目並
ごもくなら

べのほか、二目
にもく

はさみ抜
ぬ

き

連珠
れんじゅ

を含
ふく

む。）のいずれかを、将棋
しょうぎ

のゲームは、本
ほん

将
しょう

棋
ぎ

、はさみ将棋
しょうぎ

のいずれかをすることとし、その他
た

の方法
ほうほう

によるゲームはしないこと。 

（エ）各種
かくしゅ

競技
きょうぎ

大会
たいかい

や囲碁
い ご

、将棋
しょうぎ

等
とう

のゲームは、勝敗
しょうはい

のみにこだわらず、

お互
たが

いにルールを守
まも

って和
なご

やかに行
おこな

うこと。 

（２）各種
かくしゅ

集会
しゅうかい

等
とう

 

ア 集会
しゅうかい

 

当所
とうしょ

では、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

が第
だい

３類
るい

以
い

上
じょう

の受刑者
じゅけいしゃ

について、優
ゆう

遇
ぐう

区
く

分
ぶん

ごと

に集会
しゅうかい

を行います。これは、各人
かくじん

の自覚
じかく

を促
うなが

し、更
こう

生
せい

復
ふっ

帰
き

のための

努力
どりょく

を一層
いっそう

重
かさ

ねるよう奨励
しょうれい

する目的
もくてき

の集会
しゅうかい

です。 

また、毎月
まいつき

、その月
つき

に生
う

まれた人
ひと

たちを対象
たいしょう

に、お互
たが

いの誕
たん

生
じょう

日
び

を祝福
しゅくふく

するとともに、過去
か こ

を反省
はんせい

し更生
こうせい

の一助
いちじょ

とするために誕
たん

生会
じょうかい

が行
おこな

われます。集会
しゅうかい

に参加
さんか

する人
ひと

は、それぞれの集会
しゅうかい

の意義
い ぎ

を理解
りかい

して、健全
けんぜん

な社会人
しゃかいじん

となるよう思
おも

いを新
あら

たにしながら参加
さんか

することが

大切
たいせつ

です。 

イ その他
た

の行
ぎょう

事
じ

 

所内
しょない

生活
せいかつ

に変化
へんか

と潤
うるお

いを持
も

たせ、また、集団的
しゅうだんてき

活動
かつどう

を通
つう

じて規律
きりつ

を身
み

に付
つ

け、協 調 性
きょうちょうせい

、責
せき

任
にん

感
かん

等
とう

を養
やしな

うため、テレビ観
かん

賞
しょう

、運動会
うんどうかい

、

囲碁
い ご

・将棋
しょうぎ

・チェス大会
たいかい

等
とう

が定期的
ていきてき

に開
かい

催
さい

されます。これらの行
ぎょう

事
じ

の

中
なか

には、一般
いっぱん

改善
かいぜん

指導
しどう

として実施
じっし

されるものもあります。 

ウ 集会
しゅうかい

・行事
ぎょうじ

出席者
しゅっせきしゃ

の心得
こころえ

 

集会
しゅうかい

・行事
ぎょうじ

に出席
しゅっせき

する際
さい

は、次
つぎ

の心得
こころえ

事項
じこう

を遵守
じゅんしゅ

してください。
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心
こころ

得
え

事
じ

項
こう

に反
はん

し態度
たいど

不良
ふりょう

の人
ひと

に対
たい

しては、講堂
こうどう

や集会室
しゅうかいしつ

等
とう

の集会
しゅうかい

・

行事
ぎょうじ

実施
じっし

場所
ばしょ

からの退
たい

場
じょう

を指
し

示
じ

することがあります。 

（ア）集会
しゅうかい

・行事
ぎょうじ

実施
じっし

場所
ばしょ

や、工場
こうじょう

・居室
きょしつ

までの連行
れんこう

途中
とちゅう

は、交
こう

談
だん

を

しないこと。
 

 

（イ）服装
ふくそう

を正
ただ

し、職員
しょくいん

の指示
し じ

に従
したが

って行動
こうどう

すること。 

（ウ）あらかじめ居室
きょしつ

や工場
こうじょう

等
とう

で用便
ようべん

を済
す

ませ、極 力
きょくりょく

、行事中
ぎょうじちゅう

に用便
ようべん

を申
もう

し出
で

ることのないよう心掛
こころが

けること。 

（エ）講堂
こうどう

では、行事
ぎょうじ

が開始
かいし

されるまでの間
あいだ

及
およ

び行事
ぎょうじ

が終
お

わって退出
たいしゅつ

するまでの間
あいだ

は、静
しず

かに待機
たいき

すること。 

（オ）行事中
ぎょうじちゅう

は、やじを飛
と

ばしたり、足
あし

を踏
ふ

み鳴
な

らしたり、度
ど

の過
す

ぎた

拍手
はくしゅ

、笑
わら

い声
ごえ

及
およ

び奇声
きせい

を発
はっ

するような不作法
ぶ さ ほ う

な態度
たいど

はとらないこと。 

３ その他
た

の余暇
よ か

活動
かつどう

の援助
えんじょ

 

（１）クラブ活動
かつどう

 

ア クラブ活動
かつどう

は、健全
けんぜん

な趣味
しゅみ

や豊
ゆた

かな情操
じょうそう

を育
そだ

て、余暇
よ か

を善用
ぜんよう

する

習慣
しゅうかん

を養
やしな

うため自主的
じしゅてき

に参加
さんか

するもので、短歌
たんか

、俳句
はいく

、絵
かい

画
が

等
とう

の種目
しゅもく

があります。
 

 

イ 会員
かいいん

については、入会
にゅうかい

希望者
きぼうしゃ

のうちから、審査
しんさ

の上
うえ

、決定
けってい

しますが、

各
かく

クラブとも人数
にんずう

等
とう

の制限
せいげん

があるため、欠員
けついん

ができるまで許
きょ

可
か

にならな

いことがあります。
 

 

ウ 入会
にゅうかい

したら途中
とちゅう

で投
な

げ出
だ

したりせず、最後
さいご

まで怠
なま

けずにやり抜
ぬ

くよ

うにしてください。また、講師
こうし

は、主
おも

に外部
がいぶ

の篤志家
と く し か

が時
じ

間
かん

を割
さ

いて指導
しどう

してくださるので、礼儀
れいぎ

正
ただ

しく真剣
しんけん

な態度
たいど

で指導
しどう

を受
う

けてください。 

（２）所内誌
しょないし

「富士見
ふ じ み

」 

月
つき

１回
かい

所内
しょない

誌
し

「富士見
ふ じ み

」を発行
はっこう

しています。多
おお

くの人
ひと

に親
した

しめる所内誌
しょないし

にするため、積極的
せっきょくてき

に投稿
とうこう

することを期待
きたい

します。 

（３）テレビ及
およ

びラジオの教育
きょういく

番組
ばんぐみ
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テレビ及
およ

びラジオの視聴
しちょう

については、被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

に対
たい

するアンケート

結果
けっか

を参考
さんこう

にして番組
ばんぐみ

を編成
へんせい

していますが、矯正
きょうせい

処遇上
しょぐうじょう

の目
もく

的
てき

から、

教育
きょういく

番組
ばんぐみ

を一部
いちぶ

組
く

み入
い

れています。自分
じぶん

の好
この

みに合
あ

わないとか面白
おもしろ

くな

いとかの理由
りゆう

を付
つ

けて、雑談
ざつだん

等
とう

して他人
たにん

の真面目
ま じ め

な視
し

聴
ちょう

を妨
さまた

げるような

行為
こうい

があってはなりません。 
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第
だい

12 宗 教 上
しゅうきょうじょう

の行為
こうい

及
およ

び援助
えんじょ

（教誨
きょうかい

） 

現在
げんざい

、当所
とうしょ

の教誨師
きょうかいし

として教誨
きょうかい

をお願
ねが

いしてある宗派
しゅうは

は、次
つぎ

の表
ひょう

 

６のとおりです。 

表
ひょう

６ 教誨師
きょうかいし

による教誨
きょうかい

を受
う

けられる宗派
しゅうは

 

宗 教 名
しゅうきょうめい

 宗
しゅう

 派
は

 名
めい

 

仏教
ぶっきょう

 
浄土
じょうど

真宗
しんしゅう

本願寺派
ほんが んじ は

・浄土
じょうど

真宗
しんしゅう

大谷派
おおたには

・真言宗
しんごんしゅう

智山派
ち ざ ん は

 

・真言宗
しんごんしゅう

豊山派
ぶ ざ ん は

・曹洞宗
そうとうしゅう

・日蓮宗
にちれんしゅう

・天台宗
てんだいしゅう

・浄土宗
じょうどしゅう

 

キリスト教
きょう

 新教
しんきょう

・旧 教
きゅうきょう

・救世軍
きゅうせいぐん

 

神道
しんとう

 神社
じんじゃ

本庁
ほんちょう

・天理教
てんりきょう

 

１ 一人
ひとり

で行
おこな

う宗 教 上
しゅうきょうじょう

の行為
こうい

 

あなたたちが余暇
よ か

時間帯
じかんたい

に一人
ひとり

で礼拝
れいはい

その他
た

の宗 教 上
しゅうきょうじょう

の行為
こうい

を行
おこな

い

たい場合
ばあい

には、他人
たにん

の迷惑
めいわく

にならないよう十分
じゅうぶん

注意
ちゅうい

してください。たとえ、

宗 教 上
しゅうきょうじょう

の行為
こうい

であるとしても、大声
おおごえ

や騒音
そうおん

を発
はっ

したり、他人
たにん

の迷惑
めいわく

にな

るような言動
げんどう

をしたり、職員
しょくいん

の視察
しさつ

を妨
さまた

げるなど、当所
とうしょ

の規律
きりつ

及
およ

び秩序
ちつじょ

の維持
い じ

その他
た

管理
かんり

運営上
うんえいじょう

支障
ししょう

を生
しょう

ずるおそれがある行為
こうい

は認
みと

められませ

ん。
 

 

２ 集合
しゅうごう

教誨
きょうかい

 

（１）月
つき

に１回
かい

、仏教
ぶっきょう

、キリスト教
きょう

、神道
しんどう

の宗派
しゅうは

別
べつ

に募
つの

った希望者
きぼうしゃ

に対
たい

し、

教誨師
きょうかいし

による宗 教
しゅうきょう

講話
こうわ

が行
おこな

われます。これを集合
しゅうごう

教誨
きょうかい

といいます。 

（２）集合
しゅうごう

教誨
きょうかい

のあるときは、事前
じぜん

に告知
こくち

するので、出
しゅっ

席
せき

したい人
ひと

は、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。 

なお、原則
げんそく

として工場
こうじょう

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

が対象
たいしょう

のため、居
きょ

室内
しつない

で就 業
しゅうぎょう

して

いる人
ひと

は申
もう

し出
で

ても許可
きょか

されないことがあります。 

３ 個人
こじん

教誨
きょうかい

 

個人
こじん

教誨
きょうかい

とは、教誨師
きょうかいし

による個別
こべつ

の宗 教
しゅうきょう

教誨
きょうかい

のことです。個
こ

人
じん

教
きょう

誨
かい
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を受
う

けたい人
ひと

は、その旨
むね

を職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。毎月
まいつき

一人一
ひとりいち

宗派
しゅうは

の

範囲内
はんいない

で参加
さんか

が認
みと

められます。 

４ 忌日
きじつ

読経
どきょう

 

在所中
ざいしょちゅう

の父母
ふ ぼ

妻子
さいし

等
とう

親族
しんぞく

の死亡
しぼう

、その後
ご

の供養
くよう

又
また

は被害者
ひがいしゃ

に対
たい

する供養
くよう

を行
おこな

うもので、毎月
まいつき

１回
かい

各宗派
かくしゅうは

ごとに実施
じっし

しますが、年間
ねんかん

で一人
ひとり

一
ひと

宗派
しゅうは

の

みの参加
さんか

とします。 

  なお、原則
げんそく

として工場
こうじょう

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

が対象
たいしょう

です。 

５ 宗 教
しゅうきょう

行事
ぎょうじ

 

宗 教 上
しゅうきょうじょう

の一般
いっぱん

の慣習
かんしゅう

に従
したが

い、彼
ひ

岸
がん

会
え

法
ほう

要
よう

、盂
う

蘭
ら

盆
ぼん

会
え

法
ほう

要
よう

、ミサ、ク

リスマス行事
ぎょうじ

、大
おお

祓
はらえ

式
しき

などが年中行事
ねんちゅうぎょうじ

として行
おこな

われます。事前
じぜん

に告知
こくち

す

るので、出席
しゅっせき

したい人
ひと

は、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。 

なお、原則
げんそく

として工場
こうじょう

就 業 者
しゅうぎょうしゃ

が対象
たいしょう

です。 

６ 宗 教
しゅうきょう

教誨
きょうかい

、行事
ぎょうじ

出席者
しゅっせきしゃ

の心得
こころえ

 

教誨
きょうかい

や宗 教
しゅうきょう

行事
ぎょうじ

の出席者
しゅっせきしゃ

は、次
つぎ

の事項
じこう

を遵守
じゅんしゅ

してください。これに

反
はん

して態度
たいど

不良
ふりょう

の人
ひと

は、退場
たいじょう

を指示
し じ

し、あるいは以後
い ご

の参加
さんか

の対象
たいしょう

から

除外
じょがい

することがあるので注意
ちゅうい

してください。 

（１）教誨
きょうかい

・行事
ぎょうじ

実施
じっし

場所
ばしょ

や、工場
こうじょう

・居室
きょしつ

までの連行
れんこう

途中
とちゅう

は、職員
しょくいん

の指示
し じ

に従
したが

って整
せい

然
ぜん

と歩行
ほこう

し、交談
こうだん

をしないこと。 

（２）教誨
きょうかい

・行事
ぎょうじ

実施
じっし

場所
ばしょ

では、職員
しょくいん

の指定
してい

した場所
ばしょ

に座
すわ

り、真面目
ま じ め

な態度
たいど

で教
きょう

誨
かい

を受
う

け、あるいは行事
ぎょうじ

に参加
さんか

すること。脇見
わきみ

や交
こう

談
だん

をしたり、ま

た、物品
ぶっぴん

や密書
みっしょ

の授受
じゅじゅ

をしたり、通声
つうせい

、合図
あいず

等
とう

をもって、不
ふ

正
せい

連
れん

絡
らく

をする

などの行為
こうい

はしないこと。 

（３）講師
こうし

（教誨師
きょうかいし

）に対
たい

しては、礼儀
れいぎ

正
ただ

しく振
ふ

る舞
ま

うこと。 

（４）講師
こうし

に対
たい

する質疑
しつぎ

は、講師
こうし

から質問
しつもん

を受
う

ける旨
むね

の発言
はつげん

があってから行
おこな

うこと。
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第
だい

13 刑事
けいじ

施設
しせつ

視察
しさつ

委員会
いいんかい

 

当所
とうしょ

には、府中
ふちゅう

刑務所
けいむしょ

視察
しさつ

委員会
いいんかい

が置
お

かれています。この委員会
いいんかい

は、当所
とうしょ

を視察
しさつ

するなどして、当所
とうしょ

の運営
うんえい

の実態
じったい

を把握
はあく

し、当所
とうしょ

の運
うん

営
えい

の透明性
とうめいせい

を

確保
かくほ

するとともに、その改善
かいぜん

向上
こうじょう

に資
し

するためにあります。 

１ 委員
いいん

による面接
めんせつ

 

委員
いいん

による面接
めんせつ

を希望
きぼう

する者
もの

は、所長
しょちょう

宛
あ

ての願
がん

箋
せん

にその旨
むね

を記
き

載
さい

して

提出
ていしゅつ

してください。面接
めんせつ

を願
ねが

い出
で

た場
ば

合
あい

であっても面接
めんせつ

を実
じっ

施
し

するかどう

かは委員会
いいんかい

が決定
けってい

することなので、承知
しょうち

しておいてください。 

なお、面接
めんせつ

が実施
じっし

されない場合
ばあい

、その旨
むね

の告知
こくち

は行
おこな

いません。 

また、面接
めんせつ

を希望
きぼう

していない場合
ばあい

であっても委員会
いいんかい

が面接
めんせつ

を求
もと

めることも

ありますが、その場合
ばあい

、必
かなら

ずしも面接
めんせつ

を受
う

けなければならないものではな

く、断
ことわ

ることもできます。 

２ 書面
しょめん

の提出
ていしゅつ

 

  委員会
いいんかい

に対
たい

して、当所
とうしょ

の運営
うんえい

に関
かん

して意見
いけん

や提案
ていあん

を出
だ

したい場
ば

合
あい

は、所定
しょてい

の用紙
ようし

に記載
きさい

して、提案箱
ていあんばこ

に投函
とうかん

することができます。また、あらかじめ申
もう

し出
で

た上
うえ

で、信書
しんしょ

として委員会
いいんかい

宛
あ

てに発信
はっしん

して提出
ていしゅつ

することなどもできま

す。その場合
ばあい

、委員会
いいんかい

の住
じゅう

所
しょ

は、当所
とうしょ

の住所
じゅうしょ

になります。 

なお、書面
しょめん

の内容
ないよう

については、職員
しょくいん

によって検査
けんさ

されることはありませ

ん。
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第
だい

14 給
きゅう

貸
たい

与
よ

品
ひん

 

当所
とうしょ

では、あなたたちが所内
しょない

生活
せいかつ

を送
おく

るのに必要
ひつよう

な物品
ぶっぴん

を貸与
たいよ

し、又
また

は

支給
しきゅう

します。これらの物品
ぶっぴん

（給
きゅう

貸
たい

与
よ

品
ひん

）は、衣
い

類
るい

及
およ

び寝
しん

具
ぐ

、食事
しょくじ

及
およ

び湯
ゆ

茶
ちゃ

並
なら

びに日用品
にちようひん

、筆記
ひっき

具
ぐ

及
およ

びその他
た

の物品
ぶっぴん

に区分
くぶん

されます。誕
たん

生
じょう

会
かい

などの

行事
ぎょうじ

に際
さい

し、嗜好品
しこうひん

を支給
しきゅう

することもあります。 

１ 衣
い

類
るい

及
およ

び寝
しん

具
ぐ

 

（１）衣類
いるい

及
およ

び寝具
しんぐ

は、個人
こじん

貸与
たいよ

とし、新入
しんにゅう

時
じ

に居
きょ

室
しつ

衣
い

及
およ

び寝
しん

具
ぐ

を、

工場就業時
こうじょうしゅうぎょうじ

に工場
こうじょう

衣
い

を貸与
たいよ

します。ただし、調査
ちょうさ

となった場
ば

合
あい

などに

ついては、それまで貸与
たいよ

していた寝具
しんぐ

を引
ひ

き上
あ

げることもあります。 

（２）個人
こじん

貸与
たいよ

の衣類
いるい

には、工場名
こうじょうめい

、姓
せい

を記入
きにゅう

した片
へん

布
ぷ

が縫
ぬ

い付
つ

けてあるの

で、勝手
かって

に書
か

き換
か

えたり、破損
はそん

したり、他人
たにん

の物
もの

と交
こう

換
かん

したりしてはいけ

ません。
 

 

（３）貸与
たいよ

された衣類
いるい

及
およ

び寝具
しんぐ

が大
おお

き過
す

ぎたり、小
ちい

さ過
す

ぎたりして身
か

体
らだ

に合
あ

わ

ないときは、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

て交換
こうかん

してもらうようにし、勝手
かって

に改造
かいぞう

した

りしてはいけません。
 

 

（４）衣類
いるい

・寝具
しんぐ

は、計画的
けいかくてき

に洗濯
せんたく

、補修
ほしゅう

及
およ

び交換
こうかん

を行
おこな

うなど、保
ほ

清
せい

及
およ

び適正
てきせい

管理
かんり

に努
つと

めているので、大切
たいせつ

に取
と

り扱
あつか

ううよう心掛
こころが

けてください。 

（５）下着類
したぎるい

は、一定
いってい

の制限
せいげん

の下
もと

に購入
こうにゅう

し、又
また

は差入
さしい

れされた私物
しぶつ

を着用
ちゃくよう

することができます。
 

 

（６）入所
にゅうしょ

時
じ

に携入
けいにゅう

し、領置
りょうち

した衣類
いるい

を着用
ちゃくよう

して出所
しゅっしょ

する予定
よてい

の人
ひと

は、

満期
まんき

前
まえ

２か月
げつ

以
い

内
ない

となり又
また

は地方
ちほう

更生
こうせい

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

委員
いいん

の面
めん

接
せつ

が終 了
しゅうりょう

し

た時点
じてん

で、原則
げんそく

として自分
じぶん

の領置
りょうち

金
きん

をもって外部
がいぶ

のクリーニング業者
ぎょうしゃ

に

その衣類
いるい

の洗濯
せんたく

の申出
もうしで

をすることができます。 

２ 食
しょく

事
じ

及
およ

び湯
ゆ

茶
ちゃ

 

（１）主食
しゅしょく

 

ア 主食
しゅしょく

は、作業
さぎょう

形態
けいたい

によって支給量
しきゅうりょう

が異
こと

なり、次
つぎ

のとおりＡ食
しょく

、Ｂ
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食
しょく

、Ｃ 食
しょく

の３段階
だんかい

に分
わ

けられています。また、医
い

療
りょう

上
じょう

及
およ

び健
けん

康
こう

保持上
ほじじょう

（体位
たいい

が 著
いちじる

しく異
こと

なる人
ひと

等
とう

）必要
ひつよう

と認
みと

める人
ひと

に対
たい

しては、作業
さぎょう

形態
けいたい

にかかわらず支給量
しきゅうりょう

を変更
へんこう

して支給
しきゅう

します。 

（ア）Ａ食
しょく

は、作業
さぎょう

に就
つ

く人
ひと

で立
た

った状態
じょうたい

での作業
さぎょう

が１週間
しゅうかん

につきお

おむね１５時間
じかん

以上
いじょう

の人
ひと

に対
たい

し支給
しきゅう

します。 

（イ）Ｂ食
しょく

は、居
きょ

室外
しつがい

で作業
さぎょう

に就
つ

く人
ひと

でＡ食
しょく

を支給
しきゅう

する以外
いがい

の人
ひと

に対
たい

し支給
しきゅう

します。 

（ウ）Ｃ食
しょく

は、作業
さぎょう

の有無
う む

にかかわらず、主
しゅ

として居
きょ

室内
しつない

で生活
せいかつ

する人
ひと

に対
たい

し支給
しきゅう

します。 

イ 当所
とうしょ

では、１週間
しゅうかん

に４回
かい

、パンを主食
しゅしょく

として支給
しきゅう

していますが、

熱量
ねつりょう

は米
べい

麦飯
ばくはん

と同
おな

じです。 

ウ 上記
じょうき

のほか、個別
こべつ

の事情
じじょう

により、医師
い し

の指示
し じ

でかゆ等
とう

が支給
しきゅう

されるこ

とがあります。
 

 

（２）副食
ふくしょく

 

ア 副食
ふくしょく

は、治療上
ちりょうじょう

特別
とくべつ

の献立
こんだて

を必要
ひつよう

とするなどの人
ひと

を除
のぞ

き、全
ぜん

員
いん

同
おな

じものが支給
しきゅう

されます。 

イ 副食
ふくしょく

は、熱量
ねつりょう

を始
はじ

め、たんぱく質
しつ

、脂質
ししつ

、カルシウム、ビタミン等
とう

必要
ひつよう

な栄養
えいよう

素量
そりょう

が確保
かくほ

されています。 

ウ 毎日
まいにち

の献立
こんだて

は、専門
せんもん

の栄養士
えいようし

があなたたち全般
ぜんぱん

のし好
こう

傾向
けいこう

を参考
さんこう

に

しながら、栄養量
えいようりょう

を確保
かくほ

し、内容
ないよう

に変化
へんか

を持
も

たせるよう十分
じゅうぶん

工夫
くふう

して

作成
さくせい

し、給 食
きゅうしょく

しています。また、定期
ていき

に開
ひら

かれる給 食
きゅうしょく

管理
かんり

委員会
いいんかい

で

も、毎日
まいにち

の調理面
ちょうりめん

、衛生面
えいせいめん

などについて十
じゅう

分
ぶん

検
けん

討
とう

を加
くわ

えて、給 食
きゅうしょく

の

向上
こうじょう

に努
つと

めています。 

（３）喫食
きっしょく

時間
じかん

 

   食事
しょくじ

の喫
きっ

食
しょく

については、次
つぎ

の事項
じこう

を遵守
じゅんしゅ

してください。 

ア ３食
しょく

（朝 食
ちょうしょく

、昼 食
ちゅうしょく

、夕食
ゆうしょく

）とも、所定
しょてい

の食事
しょくじ

時間内
じかんない

に食
た

べる
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ようにすること。 

イ 通常
つうじょう

の配
はい

食
しょく

と切
き

り離
はな

して支給
しきゅう

したもの（いわゆる間食
かんしょく

）について

は、特
とく

に指示
し じ

がない限
かぎ

り、その日
ひ

の仮就寝
かりしゅうしん

時間
じかん

までに食
た

べるようにする

こと。その他
た

、臨時
りんじ

、特別
とくべつ

に支給
しきゅう

するもの（例
たと

えば、正
しょう

月
がつ

に支給
しきゅう

する

折詰
おりづめ

）については、その都度
つ ど

指示
し じ

する期間内
きかんない

に食
た

べるようにすること。 

ウ 食
た

べ残
のこ

したものは、必
かなら

ず残飯
ざんぱん

としてその都度
つ ど

提出
ていしゅつ

すること。 

（４）湯茶
ゆちゃ

 

湯茶
ゆちゃ

は、食事
しょくじ

の時間帯
じかんたい

に支給
しきゅう

するほか、必要
ひつよう

に応
おう

じて、それ以
い

外
がい

の時
じ

間
かん

帯
たい

に支給
しきゅう

することもあります。 

３ 日
にち

用品
ようひん

、筆記
ひっき

具
ぐ

その他
た

の物
ぶっ

品
ぴん

 

（１）ちり紙
し

、歯
は

ブラシ、歯
は

磨
みが

き粉
こ

、石
せっ

けん、タオル、箸
はし

などの日
にち

用
よう

品
ひん

等
とう

は、

表
ひょう

７の基準
きじゅん

で貸与
たいよ

され、又
また

は支給
しきゅう

されます。無
む

駄
だ

遣
づか

いしなければ、表
ひょう

７

に書
か

かれている数量
すうりょう

で不足
ふそく

しないはずなので、大切
たいせつ

に使
つか

うように心掛
こころがけ

け

てください。また、歯
は

ブラシ、タオル、箸
はし

などが使用
しよう

不能
ふのう

となり交換
こうかん

する

ときは、必
かなら

ず今
いま

まで使用
しよう

していた古
ふる

い物
もの

を提
てい

出
しゅつ

してください。 

（２）日
にち

用品
ようひん

、文房具
ぶんぼうぐ

及
およ

びその他
た

の物品
ぶっぴん

は、一定
いってい

の制限
せいげん

の下
もと

に購入
こうにゅう

し、又
また

は

差
さ

し入
い

れられた私物
しぶつ

を使用
しよう

することができます。ただし、この場
ば

合
あい

は、上記
じょうき

（１）の物品
ぶっぴん

の貸与
たいよ

又
また

は支給
しきゅう

は停
てい

止
し

されます。 
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※上記
じょうき

使用
しよう

期間
きかん

を経過
けいか

する前
まえ

に、支給品
しきゅうひん

が不足
ふそく

したり、貸与品
たいよひん

が使用
しよう

不能
ふのう

となっ

た場合
ばあい

には、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

ること。 

表
ひょう

７ 日
にち

用品
ようひん

、筆記
ひっき

用具
ようぐ

等
とう

の物品
ぶっぴん

の給
きゅう

貸与
たいよ

の基準表
きじゅんひょう

 

 品
ひん

  目
もく

 品
ひん

  名
めい

 摘
てき

   要
よう

 使用
しよう

期間
きかん

 給
きゅう

貸与
たいよ

数量
すうりょう

 

 ちり紙
し

 ちり紙
し

 支給
しきゅう

する １か月
げつ

 ４００枚
まい

 

 

歯磨
はみがき

用具
ようぐ

 
歯
は

ブラシ 貸与
たいよ

する １か月
げつ

 １本
ぽん

 

 歯磨
はみが

き 支給
しきゅう

する ３か月
げつ

 １本
ぽん

 

 つまようじ つまようじ 支給
しきゅう

する 適宜
てきぎ

期間
きかん

 適宜
てきぎ

数量
すうりょう

 

 

石
せっ

けん類
るい

 
石
せっ

けん 支給
しきゅう

する ２か月
げつ

 ３個
こ

 

 石
せっ

けん容
よう

器
き

 貸与
たいよ

する 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 ２個
こ

 

 タオル タオル 貸与
たいよ

する ３か月
げつ

 ２枚
まい

 

 かみそり かみそり 貸与
たいよ

する 
破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

(かみそり

部
ぶ

は適宜
てきぎ

交換
こうかん

) 
１本

ぽん

 

 

履物
はきもの

 

サンダル 貸与
たいよ

する 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 ２足
そく

 

 運動
うんどう

靴
ぐつ

 受刑者
じゅけいしゃ

に限
かぎ

り貸与
たいよ

 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 １足
そく

 

 

文房具
ぶんぼうぐ

 

鉛筆
えんぴつ

 貸与
たいよ

する 使用
しよう

の都度
つ ど

 １本
ぽん

 

 消
け

しゴム 貸与
たいよ

する 使用
しよう

の都度
つ ど

 １個
こ

 

 ボールペン 貸与
たいよ

する 使用
しよう

の都度
つ ど

 １本
ぽん

 

 

食器類
しょっきるい

 

飯
めし

わん 貸与
たいよ

する 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 １個
こ

 

 汁
しる

わん 貸与
たいよ

する 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 １個
こ

 

 皿
さら

 貸与
たいよ

する 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 適宜
てきぎ

数量
すうりょう

 

 はし 貸与
たいよ

する 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 １膳
ぜん

 

 

コップ 貸与
たいよ

する 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 １個
こ

 

座布団
ざぶとん

 座布団
ざぶとん

 貸与
たいよ

する 破損
はそん

時
じ

交換
こうかん

 １枚
まい
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第
だい

15 私物
しぶつ

の取扱
とりあつか

い 

１ 私物
しぶつ

の領置
りょうち

又
また

は本人
ほんにん

保管
ほかん

 

（１）入所
にゅうしょ

時
じ

に持
も

ってきた金銭
きんせん

は、領置
りょうち

（施設
しせつ

が預
あず

かって保管
ほかん

すること）し

ます。
 

 

（２）入所
にゅうしょ

時
じ

に持
も

ってきた物品
ぶっぴん

（着
ちゃく

衣
い

を含
ふく

む。）は、所内
しょない

で使用
しよう

を許
ゆる

すもの

は交付
こうふ

してあなたたち自身
じしん

に保管
ほかん

させ、所内
しょない

で使用
しよう

を許
ゆる

さないものは領置
りょうち

します。ただし、入所
にゅうしょ

時
じ

に持
も

ってきた物品
ぶっぴん

が、次
つぎ

のアからエまでのいず

れかに該当
がいとう

する場合
ばあい

には、交付
こうふ

も領置
りょうち

もできないので、宅下
たくさ

げ又
また

は廃棄
はいき

の

手続
てつづき

をとることになります。 

ア 保管
ほかん

に不便
ふべん

なもの 

イ 腐敗
ふはい

し、又
また

は滅
めっ

失
しつ

するおそれがあるもの 

ウ 危険
きけん

を生
しょう

ずるおそれがあるもの 

エ 後述
こうじゅつ

する保管
ほかん

限度量
げんどりょう

又
また

は領置
りょうち

限度量
げんどりょう

を超
こ

える場
ば

合
あい

における 超
ちょう

過
か

量
りょう

に相当
そうとう

するもの 

（３）所内
しょない

で使用
しよう

を許
ゆる

す物
ぶっ

品
ぴん

（保管
ほかん

私物
しぶつ

）も領置
りょうち

する物品
ぶっぴん

（領
りょう

置
ち

物
ぶつ

）にも、

その分量
ぶんりょう

には制限
せいげん

があります。ただし、あなたたちが当事者
とうじしゃ

として、現
げん

に係属
けいぞく

している裁判所
さいばんしょ

の事件
じけん

に関
かん

する記録
きろく

その他
た

の書類
しょるい

又
また

はその写
うつ

し及
およ

び眼鏡
めがね

その他
た

の補正
ほせい

器具
き ぐ

については、領置物
りょうちぶつ

や保管
ほかん

私物
しぶつ

の量
りょう

を計
はか

る際
さい

に

は別扱
べつあつか

いとします。保管
ほかん

私物
しぶつ

及
およ

び領置物
りょうちぶつ

の取扱
とりあつか

いについては、次
つぎ

の事項
じこう

を遵守
じゅんしゅ

してください。 

ア 最大限
さいだいげん

領置
りょうち

することのできる量
りょう

（領置
りょうち

限度量
げんどりょう

）は、領置箱
りょうちばこ

３箱
ぱこ

（容積
ようせき

約
やく

１２０リットル）であり、領置物
りょうちぶつ

の総量
そうりょう

が領置
りょうち

限度量
げんどりょう

を超
こ

える場合
ばあい

には、超過量
ちょうかりょう

に相当
そうとう

する領置物
りょうちぶつ

について、速
すみ

やかに宅下
たくさ

げ又
また

は廃棄
はいき

の

手続
てつづき

をとること。 

なお、物品
ぶっぴん

の大
おお

きさや量
りょう

によっては保管
ほかん

できないことがあるので、そ

の場合
ばあい

には、速
すみ

やかに宅下
たくさ

げ又
また

は廃棄
はいき

の手続
てつづき

をとること。 
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イ 保管
ほかん

私物
しぶつ

を最大限
さいだいげん

所持
しょじ

することができる量
りょう

（保管
ほかん

限度量
げんどりょう

）は、居
きょ

室内
しつない

に整備
せいび

した私物
しぶつ

収納
しゅうのう

バッグ１個
こ

及
およ

び居
きょ

室内
しつない

の私物
しぶつ

棚
だな

１区
く

画
かく

に収納
しゅうのう

で

きる量
りょう

であり、私物
しぶつ

収納
しゅうのう

バッグについては、整然
せいぜん

と収納
しゅうのう

した状
じょう

態
たい

で、

開閉
かいへい

口
ぐち

のファスナーを閉
し

めることができる容
よう

量
りょう

を収納
しゅうのう

し、ファスナー

が閉
し

まらないほどに詰
つ

め込
こ

むことのないようにすること。 

ウ 私物
しぶつ

棚
だな

は、棚
たな

の仕
し

切
き

り板
いた

の上部
じょうぶ

から高
たか

さ１０ｃｍを超
こ

えない範囲
はんい

で

収納
しゅうのう

するようにすること。 

  なお、給
きゅう

貸与品
たいよひん

についても、原則
げんそく

として貸与
たいよ

を受
う

けた私物
しぶつ

収納
しゅうのう

バッ

グ又
また

は私物
しぶつ

棚
だな

に収
しゅう

納
のう

することになるが、その分
ぶん

、保管
ほかん

限度量
げんどりょう

が増
ふ

える

ということではなく、貸与
たいよ

された私物
しぶつ

収納
しゅうのう

バッグ及
およ

び私物
しぶつ

棚
だな

の容量
ようりょう

の

範囲内
はんいない

で保管
ほかん

私物
しぶつ

と給
きゅう

貸与品
たいよひん

を所持
しょじ

することとなるので留意
りゅうい

すること。 

エ 保管
ほかん

私物
しぶつ

の総量
そうりょう

が保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超
こ

える場合
ばあい

には、超過量
ちょうかりょう

に相
そう

当
とう

す

る保管
ほかん

私物
しぶつ

について、速
すみ

やかに宅下
たくさ

げ又
また

は廃棄
はいき

の手続
てつづき

をとること。 

２ 購入
こうにゅう

又
また

は差入
さしい

れ 

（１）衣類
いるい

（下着
したぎ

）、日
にち

用品
ようひん

、文房具
ぶんぼうぐ

その他
た

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

に用
もち

いる物品
ぶっぴん

などに

ついて、その購入
こうにゅう

又
また

は差入
さしい

れが許
ゆる

される品目
ひんもく

、数量
すうりょう

、規格
きかく

などは、別
べつ

に

定
さだ

める自弁
じべん

・差入
さしい

れ物品表
ぶっぴんひょう

のとおりです。 

なお、領置物
りょうちぶつ

が領置
りょうち

限度量
げんどりょう

を超
こ

えていたり、保管
ほかん

私物
しぶつ

が保管
ほかん

限度
げんど

量
りょう

を

超
こ

えている場合
ばあい

には、購入
こうにゅう

が認
みと

められないことがあります。 

（２）自弁
じべん

物品
ぶっぴん

の購入
こうにゅう

については、所定
しょてい

の物品
ぶっぴん

購入
こうにゅう

願
がん

箋
せん

により購入
こうにゅう

の手続
てつづき

をとることができます。領置
りょうち

金
きん

による購入
こうにゅう

と作業
さぎょう

報奨金
ほうしょうきん

による購入
こうにゅう

と

で願
がん

箋
せん

が違
ちが

うので、間違
まちが

わないように注意
ちゅうい

してください。購入
こうにゅう

受付日
うけつけび

は、

別途
べっと

告知
こくち

します。 

眼鏡
めがね

その他
た

の補正
ほせい

器具
き ぐ

等
とう

（詳
くわ

しい品目
ひんもく

は別
べつ

に定
さだ

める自弁
じべん

・差入
さしいれ

物
ぶっ

品表
ぴんひょう

を参照
さんしょう

のこと）や書籍
しょせき

等
とう

のほか、下着
したぎ

及
およ

び日用品
にちようひん

、文房具
ぶんぼうぐ

その他
た

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

に用
もち

いる物品
ぶっぴん

については、処遇上
しょぐうじょう

適当
てきとう

と認
みと

められる場合
ばあい

に限
かぎ

り許
ゆる

さ
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れます。
 

 

なお、作業
さぎょう

報奨金
ほうしょうきん

による購入
こうにゅう

は、相当
そうとう

と認
みと

める場合
ばあい

に限
かぎ

り許
ゆる

される

ので注意
ちゅうい

してください。 

（３）差入
さしい

れは、別
べつ

に定
さだ

める自弁
じべん

・差入
さしい

れ物品表
ぶっぴんひょう

に記載
きさい

された品目
ひんもく

のほかに、

金銭
きんせん

や出所
しゅっしょ

時
じ

に必要
ひつよう

な衣類
いるい

なども許可
きょか

されますが、所内
しょない

生活
せいかつ

では、なる

べく給
きゅう

貸与
たいよ

されるもので生活
せいかつ

するようにし、家族
かぞく

等
とう

に余分
よぶん

な負担
ふたん

や迷惑
めいわく

を掛
か

けないように心掛
こころが

けてください。 

   なお、日用品
にちようひん

の郵送
ゆうそう

差入
さしい

れについては原則
げんそく

認
みと

めません。 

（４）当所
とうしょ

の規律
きりつ

及
およ

び秩序
ちつじょ

を害
がい

するおそれのある物
もの

、差入人
さしいれにん

が不
ふ

良
りょう

交
こう

遊
ゆう

関
かん

係
けい

者
しゃ

等
とう

で矯正
きょうせい

処遇
しょぐう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

に支障
ししょう

を生
しょう

ずるおそれがある物
もの

、差入人
さしいれにん

の氏名
しめい

が不明
ふめい

な物
もの

、所内
しょない

で使用
しよう

を許
ゆる

されず釈放
しゃくほう

の際
さい

に必要
ひつよう

とも認
みと

められ

ない物
もの

、保管
ほかん

に不便
ふべん

な物
もの

、その他
た

領置
りょうち

も交付
こうふ

もできない物
もの

については、差入
さしい

れは許可
きょか

されません。 

３ 他者
たしゃ

への交付
こうふ

及
およ

び廃
はい

棄
き

 

（１）保管
ほかん

私物
しぶつ

及
およ

び領置物
りょうちぶつ

は、当所
とうしょ

の規律
きりつ

及
およ

び秩序
ちつじょ

を害
がい

し、又
また

は矯
きょう

正
せい

処
しょ

遇
ぐう

の

適切
てきせつ

な実施
じっし

に支障
ししょう

を生
しょう

ずるおそれがあると判断
はんだん

した場合
ばあい

を除
のぞ

き、親族
しんぞく

等
とう

の外部
がいぶ

の人
ひと

に交付
こうふ

（宅
たく

下
さ

げ）することができます。宅
たく

下
さ

げを希
き

望
ぼう

する場合
ばあい

には願
がん

箋
せん

で申
もう

し出
で

てください。 

（２）保管
ほかん

私物
しぶつ

を廃棄
はいき

する場合
ばあい

には、ちり紙
し

、書
か

き損
そん

じた便箋
びんせん

などの消耗品類
しょうもうひんるい

を除
のぞ

き、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てから廃棄
はいき

してください。領置物
りょうちぶつ

の廃棄
はいき

について

は、釈放時領置調
しゃくほうじりょうちしらべ

の際
さい

に受
う

け付
つ

けるため、原則
げんそく

認
みと

めません。 

４ 領置
りょうち

限度量
げんどりょう

を超
こ

えた領置物
りょうちぶつ

又
また

は保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超
こ

えた保管
ほかん

私物
しぶつ

の処理
しょり

は

既
すで

に述
の

べたとおり、領置物
りょうちぶつ

の総量
そうりょう

が領置
りょうち

限度量
げんどりょう

を超
こ

えた場合
ばあい

又
また

は保管
ほかん

私物
しぶつ

の総量
そうりょう

が保管
ほかん

限度量
げんどりょう

を超
こ

えた場合
ばあい

には、超過量
ちょうかりょう

に相当
そうとう

する領置物
りょうちぶつ

又
また

は

保管
ほかん

私物
しぶつ

を宅下
たくさ

げ又
また

は廃棄
はいき

しなければなりません。職
しょく

員
いん

からその旨
むね

の告知
こくち

を受
う

けても宅
たく

下
さ

げも廃棄
はいき

もしようとしない場合
ばあい

には、自弁
じべん

購入
こうにゅう

を制限
せいげん

する
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ほか、超過量
ちょうかりょう

に相当
そうとう

する領置物
りょうちぶつ

又
また

は保管
ほかん

私物
しぶつ

を売却
ばいきゃく

し、又
また

は廃棄
はいき

するこ

とになる可能性
かのうせい

があります。 
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第
だい

16 医療
いりょう

及
およ

び保健
ほけん

衛生
えいせい

 

１ 医療
いりょう

 

診療
しんりょう

を受
う

けたい人
ひと

は、毎週
まいしゅう

定期的
ていきてき

に医務
い む

関係
かんけい

職員
しょくいん

が巡
じゅん

回
かい

するので、

担当
たんとう

職員
しょくいん

を通
つう

じて申
もう

し出
で

てください。ただし、急 病
きゅうびょう

の場
ば

合
あい

には、定期
ていき

の

診察
しんさつ

日
び

以外
いがい

でも担当
たんとう

職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。また、歯科
し か

診療
しんりょう

を受
う

けたい

人
ひと

は、担当
たんとう

職員
しょくいん

を通
つう

じて申
もう

し出
で

てください。診療
しんりょう

を申
もう

し出
で

る人
ひと

が多
おお

いと

きは、診療
しんりょう

の緊
きん

急度
きゅうど

により診療
しんりょう

の順番
じゅんばん

が前後
ぜんご

することがあります。 

なお、診療
しんりょう

を受
う

ける際
さい

には、症 状
しょうじょう

を正直
しょうじき

に詳
くわ

しく述
の

べてください。

何
なん

ともないのに苦痛
くつう

があると偽
いつわ

ったり、わざと大
おお

げさに訴
うった

えたりしてはい

けません。また、わざと食事
しょくじ

をしなかったり、その他
た

の方法
ほうほう

で病気
びょうき

を装
よそお

っ

たりすると、正
ただ

しい治療
ちりょう

ができず、あなたたちの健康
けんこう

を害
がい

するばかりでなく、

他人
たにん

の迷惑
めいわく

にもなるので決
けっ

してしてはいけません。 

当所
とうしょ

から処方
しょほう

された薬
くすり

については、次
つぎ

の事項
じこう

を遵守
じゅんしゅ

してください。 

（１）投与
とうよ

された薬
くすり

は、必
かなら

ず指示
し じ

されたとおりに服用
ふくよう

すること。職
しょく

員
いん

が保管
ほかん

している薬
くすり

は、職員
しょくいん

の面前
めんぜん

で服用
ふくよう

し、飲
の

み終
お

わったら薬
やく

包
ほう

紙
し

を必
かなら

ず

職員
しょくいん

に提
てい

出
しゅつ

すること。 

（２）投与
とうよ

された薬
くすり

をまとめて飲
の

んだり、他
た

の人
ひと

とやり取
と

りをすることは、

自他
じ た

共
とも

に危険
きけん

を生
しょう

じることがあるので、絶対
ぜったい

にしないこと。 

（３）薬品
やくひん

などにアレルギー反応
はんのう

を示
しめ

す人
ひと

は、あらかじめ職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

るこ

と。
 

 

２ 休養
きゅうよう

 

診察
しんさつ

の結果
けっか

、傷 病
しょうびょう

のため休養
きゅうよう

となったときは、この所内
しょない

生活
せいかつ

の手引
てびき

の

ほか、次
つぎ

の休養
きゅうよう

患者
かんじゃ

の心得
こころえ

をよく守
まも

り、一日
いちにち

も早
はや

く健康
けんこう

を回復
かいふく

するよう

療養
りょうよう

に専念
せんねん

してください。 

ア 医師
い し

から指示
し じ

されたことを確実
かくじつ

に守
まも

ること。 

イ 症 状
しょうじょう

が急変
きゅうへん

したときは、直
ただ

ちに職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

ること。 
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ウ 薬
くすり

は、定
さだ

められた時間
じゃかん

に必
かなら

ず服用
ふくよう

すること。 

エ 残
のこ

った 薬
くすり

や喫
きっ

食
しょく

しなかった食事
しょくじ

は、勝手
かって

に処分
しょぶん

しないで、 必
かなら

ず

職員
しょくいん

に申
も

し出
で

ること。 

オ 運動
うんどう

、入浴
にゅうよく

を禁止
きんし

されている人
ひと

は、必
かなら

ずそれに従
したが

うこと。 

カ 安静
あんせい

時間中
じかんちゅう

（結核
けっかく

患者
かんじゃ

については午前
ごぜん

１０時
じ

から同
どう

１１時
じ

２０分
ぷん

まで

と午後
ご ご

零時
れいじ

４５分
ふん

から同
どう

２時
じ

までの２回
かい

、一般
いっぱん

患者
かんじゃ

については午後
ご ご

零時
れいじ

４５分
ふん

から同
どう

２時
じ

まで）は、読書
どくしょ

、交談
こうだん

等
とう

をやめ、静
しず

かに休養
きゅうよう

すること。 

キ 室内
しつない

では静
しず

かにし、他室
たしつ

の人
ひと

や室外
しつがい

の人
ひと

と話
はなし

をしないこと。 

ク 看護係
かんごがかり

とは看病
かんびょう

用務
ようむ

以外
いがい

の交
こう

談
だん

をしないこと。 

ケ 室内
しつない

の清潔
せいけつ

整
せい

頓
とん

を心掛
こころが

けること。 

コ 原則
げんそく

病
びょう

衣
い

を着用
ちゃくよう

すること。 

サ 暖房
だんぼう

器具
き ぐ

や窓枠
まどわく

に物
もの

を掛
か

けないこと。 

シ 点検
てんけん

は、指定
してい

された位置
い ち

で姿勢
しせい

を正
ただ

して受
う

けること。 

３ 健康
けんこう

診断
しんだん

 

あなたたちは、①当所
とうしょ

に入所
にゅうしょ

した後
あと

速
すみ

やかに、②毎年
まいとし

１回
かい

定期的
ていきてき

に、③

当所
とうしょ

における保健
ほけん

衛生上
えいせいじょう

必要
ひつよう

があるときに、健康
けんこう

診断
しんだん

を受
う

けなければなり

ません。健康
けんこう

診断
しんだん

は、あなたたちの健康
けんこう

状態
じょうたい

を確認
かくにん

するために行
おこな

うもので

すが、多数
たすう

の被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

を集団
しゅうだん

で管理
かんり

している当所
とうしょ

において、所内
しょない

の保健
ほけん

衛生
えいせい

を適正
てきせい

な状態
じょうたい

に保
たも

つ上
うえ

でも必要
ひつよう

なものです。  

４ 指
し

名医
めいい

による診療
しんりょう

 

あなたたちの診療
しんりょう

は、原則
げんそく

として当所
とうしょ

の医師
い し

又
また

は歯科
し か

医師
い し

あるいは当所
とうしょ

が依頼
いらい

した外部
がいぶ

の医師
い し

又
また

は歯科
し か

医師
い し

より行
おこな

われます。ただし、法令
ほうれい

に定
さだ

め

られた要件
ようけん

を満
み

たす場合
ばあい

には、あなたたちが刑事
けいじ

施設
しせつ

の職員
しょくいん

でない医師
い し

又
また

は歯科
し か

医師
い し

を指名
しめい

して、その診療
しんりょう

を受
う

けることが許
ゆる

されることがあります。

この場合
ばあい

の診療
しんりょう

に要
よう

した費用
ひよう

は全
すべ

て自
じ

己
こ

負
ふ

担
たん

となります。健康
けんこう

保険
ほけん

制度
せいど

の

適用
てきよう

対象外
たいしょうがい

であるので相当
そうとう

な費用
ひよう

を要
よう

することになります。 
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５ 保健
ほけん

衛生
えいせい

 

（１）運動
うんどう

 

運動
うんどう

は、原則
げんそく

として就 業
しゅうぎょう

日
び

には、毎日
まいにち

３０分
ぷん

実施
じっし

します。実施
じっし

場所
ばしょ

は、

できる限
かぎ

り戸
こ

外
がい

とするよう配慮
はいりょ

していますが、雨天
うてん

等
とう

、様々
さまざま

な事情
じじょう

から

屋内
おくない

や居
きょ

室内
しつない

となる場合
ばあい

もあります。居
きょ

室内
しつない

で運動
うんどう

をする場合
ばあい

には、他
た

の

人
ひと

の迷惑
めいわく

にならない程度
ていど

に屈伸
くっしん

運動
うんどう

、ストレッチ体操
たいそう

などを行
おこな

うように

してください。
 

 

（２）入浴
にゅうよく

 

入浴
にゅうよく

は、１週間
しゅうかん

に３回
かい

実施
じっし

し、入浴
にゅうよく

時間
じかん

は１５分
ふん

間
かん

（週
しゅう

に２回
かい

は

１５分間
ふんかん

、１回
かい

は１０分間
ぷんかん

）です。入浴
にゅうよく

は、身体
しんたい

を清潔
せいけつ

にするだけでな

く、血行
けっこう

を良
よ

くし、気分
きぶん

を爽快
そうかい

にするなど、保健上
ほけんじょう

も大切
たいせつ

なことです。

皮膚病
ひふびょう

や性病
せいびょう

にかかっていることがあらかじめ分
わ

かっている人
ひと

は、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。また、入浴
にゅうよく

の際
さい

は、職員
しょくいん

の指示
し じ

に従
したが

い、特
とく

に次
つぎ

の事項
じこう

を守
まも

って、規律
きりつ

正
ただ

しい動作
どうさ

を心掛
こころが

けてください。 

ア 入 浴 中
にゅうよくちゅう

は、話
はなし

をしないこと。 

イ 浴槽
よくそう

には、身体
しんたい

をよく洗
あら

ってから入
はい

ること。 

ウ 浴槽内
よくそうない

にタオルを入
い

れたり、浸
ひた

したりしないこと。 

エ 湯
ゆ

、水
みず

、石
せっ

けんなどを無駄遣
む だ づ か

いしないこと。 

オ 洗面器
せんめんき

などの備品
びひん

を乱暴
らんぼう

に取
と

り扱
あつか

わないこと。 

（３）理髪
りはつ

等
とう

 

ア 調髪
ちょうはつ

は、おおむね１か月
げつ

に１回
かい

実施
じっし

します。髪型
かみがた

は、下記
か き

イに該当
がいとう

する人
ひと

を除
のぞ

き、原型
げんけい

刈
か

り（長
なが

さ０．２センチメートル程度
ていど

に刈
か

り上
あ

げる

もの）か、前
まえ

五分
ご ぶ

刈
が

り（長
なが

さ１．６センチメートル程
てい

度
ど

に刈
か

り上
あ

げるも

の）のうち好
す

きな刈
か

り方
かた

を選
えら

ぶことができます。 

イ 次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する者
もの

については、申出
もうしで

により中
ちゅう

髪刈
はつが

り（長
なが

さ

５センチメートルまで髪
かみ

をのばせるもの）が許可
きょか

されます。 
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（ア） 制限
せいげん

区分
くぶん

が第
だい

１種
しゅ

の者
もの

 

（イ）委員
いいん

面接
めんせつ

が終 了
しゅうりょう

し、仮釈放
かりしゃくほう

準備
じゅんび

のため必要
ひつよう

のある人
ひと

 

（ウ）残
ざん

刑期
けいき

３か月
げつ

以内
いない

の人
ひと

 

（エ）禁錮
きんこ

受刑者
じゅけいしゃ

 

（オ）拘留
こうりゅう

受刑者
じゅけいしゃ

 

（４）もみあげを長
なが

くしたり、その他
た

上記
じょうき

（３）に定
さだ

めた以
い

外
がい

の刈
か

り方
かた

は許
ゆる

さ

れません。
 

 

（５）かみそりによるひげそりは、入浴
にゅうよく

日
び

に浴場
よくじょう

で行
おこな

うことになっていま

す。他人
たにん

に迷惑
めいわく

が掛
か

からないよう指示
し じ

されたとおり速
すみ

やかに行
おこな

ってくだ

さい。
 

 

６ その他
た

 

（１）刑務所
けいむしょ

は、集団
しゅうだん

生活
せいかつ

の場
ば

であることから、当所
とうしょ

では、特
とく

に環境
かんきょう

衛生
えいせい

に注意
ちゅうい

を払
はら

うとともに、感染症
かんせんしょう

予防
よぼう

のための検便
けんべん

や結
けっ

核
かく

予
よ

防
ぼう

のための

健康
けんこう

診断
しんだん

などを行
おこな

っているので、その趣旨
しゅし

を理解
りかい

し、進
すす

んでこれを受
う

け

るなど職員
しょくいん

の指導
しどう

に従
したが

い、協 力
きょうりょく

してください。 

（２）集団
しゅうだん

生活
せいかつ

においては、個人
こじん

衛生
えいせい

の向上
こじょう

が全体
ぜんたい

を良
よ

くする基礎
き そ

となるの

で、各人
かくじん

が衛生
えいせい

に気
き

を遣
つか

い、次
つぎ

の事項
じこう

を遵守
じゅんしゅ

して、良
よ

い習
しゅう

慣
かん

を身
み

に付
つ

け

ていくことが大切
たいせつ

です。 

ア 洗濯
せんたく

の順番
じゅんばん

の日
ひ

には、必
かなら

ず着
き

替
か

えて、洗濯物
せんたくもの

を出
だ

すこと。 

イ 爪
つめ

は、常
つね

に短
みじか

く切
き

り、また、爪
つめ

あかをためないよう清潔
せいけつ

に手
て

入
い

れを

しておくこと。
 

 

ウ 食事前
しょくじまえ

、用便後
ようべんご

の手
て

洗
あら

いは、確実
かくじつ

に行
おこな

うこと。また、炊事係
すいじがかり

及
およ

び配
はい

食 係
しょくがかり

の人
ひと

は、特
とく

に衛生
えいせい

に注意
ちゅうい

して炊事
すいじ

や配
はい

食
しょく

を行
おこな

うこと。 

エ たんやつばを所
ところ

構
かま

わず吐
は

かないこと。  
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第
だい

17 面会
めんかい

、信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

、その他
た

 

１ 面会
めんかい

 

（１）面会
めんかい

できる相手
あいて

 

面会
めんかい

は、当所
とうしょ

が、次
つぎ

のアからウに示
しめ

した人
ひと

であると認
みと

めた人
ひと

と許
ゆる

されま

す。また、交友
こうゆう

関係
かんけい

の維持
い じ

その他
た

面会
めんかい

することを必要
ひつよう

とする事情
じじょう

がある人
ひと

についても、面会
めんかい

が許
ゆる

されることがあります。 

ア 親族
しんぞく

（内妻
ないさい

を含
ふく

む。） 

親族
しんぞく

とは、配偶者
はいぐうしゃ

、６親
しん

等内
とうない

の血族
けつぞく

（父母
ふ ぼ

、祖父母
そ ふ ぼ

、子
こ

、孫
まご

、兄弟
きょうだい

姉妹
しまい

、おじ・おば、甥
おい

・姪
めい

、いとこなど）及
およ

び３親
しん

等内
とうない

の姻族
いんぞく

（妻
つま

の父母
ふ ぼ

、

妻
つま

の兄弟
きょうだい

姉妹
しまい

など）のことです。内妻
ないさい

は、戸
こ

籍
せき

上
じょう

本
ほん

妻
さい

がいる場合
ばあい

には

認
みと

められません。また、単
たん

なる友達
ともだち

ではなく、その人
ひと

と事実上
じじつじょう

婚姻
こんいん

関係
かんけい

と同様
どうよう

の事情
じじょう

にあったことが必要
ひつよう

です。 

イ 重大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

わる用務
ようむ

の処理
しょり

のため面会
めんかい

することが必要
ひつよう

な人
ひと

 

  あなたたちにとって、婚姻
こんいん

関係
かんけい

の調整
ちょうせい

その他
た

の身分上
みぶんじょう

の重大
じゅうだい

な利
り

害
がい

に係
かか

わる用務
ようむ

、訴訟
そしょう

の遂行
すいこう

その他
た

の法律上
ほうりつじょう

の重大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

わる

用
よう

務
む

又
また

は事業
じぎょう

の維持
い じ

その他
た

の業務上
ぎょうむじょう

の重大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

わる用務
ようむ

があ

り、その用務
ようむ

を処理
しょり

するためには面会
めんかい

することが必要
ひつよう

と当所
とうしょ

において認
みと

める人
ひと

のことです。 

この要件
ようけん

に当
あ

たるか否
いな

かについて、面会
めんかい

の申出
もうしで

がある都度
つ ど

、所定
しょてい

の

用務
ようむ

の存在
そんざい

を証明
しょうめい

するものの確認
かくにん

などをすることとなります。 

ウ 改善
かいぜん

更生
こうせい

に資
し

すると認
みと

められる人
ひと

 

あなたたちの更生
こうせい

保護
ほ ご

に関係
かんけい

のある人
ひと

、あなたたちの釈放後
しゃくほうご

にあなた

たちを雇用
こよう

しようとする人
ひと

など、その人
ひと

と面会
めんかい

することがあなたたちの

改善
かいぜん

更生
こうせい

に資
し

すると当所
とうしょ

において認
みと

める人
ひと

のことです。 

この要件
ようけん

に当
あ

たるか否
いな

かは、面会
めんかい

の申出
もうしで

の際
さい

に判断
はんだん

します。ただし、

その後
ご

の面会
めんかい

内容
ないよう

や信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

の状 況
じょうきょう

により、判断
はんだん

が変
か

わることも
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あります。 

（２）親族
しんぞく

等
とう

申告票
しんこくひょう

及
およ

び親族外
しんぞくがい

申告票
しんこくひょう

 

ア 入所
にゅうしょ

時
じ

に親族
しんぞく

等
とう

申告票
しんこくひょう

及
およ

び親族外
しんぞくがい

申告票
しんこくひょう

に、親族
しんぞく

及
およ

びあなたた

ちが在所中
ざいしょちゅう

に面会
めんかい

に来
き

たり信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

をする可能性
かのうせい

がある知人
ちじん

等
とう

の

氏名
しめい

、年齢
ねんれい

（生年
せいねん

月日
がっぴ

）、続柄
ぞくがら

（知人
ちじん

等
とう

の場合
ばあい

は、いつどのように知
し

り

合
あ

ってその後
ご

どのような関係
かんけい

にある人
ひと

か）、住所
じゅうしょ

、職 業
しょくぎょう

などを記入
きにゅう

してもらいますが、決
けっ

して偽
いつわ

りの申告
しんこく

をしてはいけません。 

なお、上記
じょうき

（１）の要件
ようけん

に当
あ

たるか否
いな

かは、面会
めんかい

申出
もうしで

の際
さい

に判断
はんだん

しま

すので、親族
しんぞく

等
とう

申告票
しんこくひょう

及
およ

び親族外
しんぞくがい

申告票
しんこくひょう

に記載
きさい

した人
ひと

が全
すべ

て許可
きょか

に

なるわけではありません。また、上記
じょうき

（１）のアからウに該当
がいとう

し原則
げんそく

と

して許可
きょか

される人
ひと

であっても、親族
しんぞく

等
とう

申告票
しんこくひょう

及
およ

び親族外
しんぞくがい

申告票
しんこくひょう

に

記載
きさい

がない場合
ばあい

には、あなたたちとの関
かん

係
けい

の確認
かくにん

に時間
じかん

が掛
か

かり、速
すみ

や

かに許可
きょか

できないこともありますので、面会
めんかい

に来
く

る可能性
かのうせい

のある人
ひと

につ

いて、あらかじめきちんと申告
しんこく

してください。 

イ 面会
めんかい

の申出
もうしで

の際
さい

、親族
しんぞく

あるいは引受人
ひきうけにん

であることの確認
かくにん

ができない

場合
ばあい

は、面会
めんかい

が許可
きょか

にならないことがあるので、そのような場合
ばあい

を考
かんが

え、

あらかじめ、住 民 票
じゅうみんひょう

、運転免許証
うんてんめんきょしょ

などで親
しん

族
ぞく

関
かん

係
けい

又
また

は面会
めんかい

申出者
もうしでしゃ

本人
ほんにん

であることが確認
かくにん

できる物
もの

を携
けい

帯
たい

して来
く

るよう親族
しんぞく

等
とう

に連絡
れんらく

をと

っておくことが必要
ひつよう

です。 

（３）面会
めんかい

できる日時
にちじ

、回数
かいすう

及
およ

び人数
にんずう

、面会
めんかい

の場所
ばしょ

等
とう

 

ア 面会
めんかい

は、原則
げんそく

として行政
ぎょうせい

機関
きかん

の休日
きゅうじつ

（日曜日
にちようび

及
およ

び土曜日
ど よ う び

、国
こく

民
みん

の

祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
きてい

する休日
きゅうじつ

並
なら

びに１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくねん

１月
がつ

３日
にち

までの日
ひ

）にはできません。受付
うけつけ

時間
じかん

は平日
へいじつ

午前
ごぜん

８時
じ

３０分
ぷん

から

午後
ご ご

４時
じ

（午後
ご ご

零時
れいじ

から同時
どうじ

３０分
ぷん

までの時間
じかん

を除
のぞ

く。）までです。 

  なお、窓口
まどぐち

差入
さしい

れ受付
うけつけ

時間
じかん

は、平日
へいじつ

午前
ごぜん

８時
じ

から午後
ご ご

零時
れいじ

、午後
ご ご

１時
じ

から同
どう

４時
じ

までです。 
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イ 面会
めんかい

は、一月
ひとつき

につき２回
かい

まで行
おこな

うことができます。この回数
かいすう

は、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

によって増加
ぞうか

することがあります。詳
くわ

しくは、優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

のところで

説明
せつめい

したとおりです。 

  なお、面会
めんかい

回数
かいすう

は、原則
げんそく

、被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

一人
ひとり

について、1日
にち

に１回
かい

です。 

ウ 面会
めんかい

時間
じかん

は、原則
げんそく

として３０分
ぷん

間
かん

ですが、重大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

わる用務
ようむ

のための面会
めんかい

の場合
ばあい

又
また

は面会来所者数
めんかいらいしょしゃすう

が非常
ひじょう

に多
おお

い場合
ばあい

などは、面会
めんかい

時間
じかん

を延長
えんちょう

又
また

は短縮
たんしゅく

する場合
ばあい

があります。 

エ １回
かい

に面会
めんかい

できる人数
にんずう

は３人
にん

以下
い か

です。 

オ 面会
めんかい

は、原則
げんそく

として面会室
めんかいしつ

で行
おこな

います。 

カ 面会
めんかい

に際
さい

しては、必要
ひつよう

に応
おう

じて、職員
しょくいん

が立
た

ち会
あ

い、録音
ろくおん

・録
ろく

画
が

を行
おこな

います。職員
しょくいん

が立
た

ち会
あ

わなかった場合
ばあい

には、面
めん

会
かい

終
しゅう

了
りょう

後
ご

に会話
かいわ

内容
ないよう

を職員
しょくいん

が聴取
ちょうしゅ

することがあります。 

  なお、当所
とうしょ

の措置
そ ち

について訴訟
そしょう

を提
てい

起
き

している場合
ばあい

における代
だい

理
り

人
にん

で

ある弁護士
べ ん ご し

との面会
めんかい

など、一定
いってい

の場合
ばあい

には立会
たちあ

いや録音
ろくおん

・録画
ろくが

は原則
げんそく

と

して行
おこな

いません。 

（４）面会
めんかい

時
じ

の心得
こころえ

 

   面会
めんかい

に当
あ

たっては、次
つぎ

の事項
じこう

を遵守
じゅんしゅ

してください。 

ア 面会
めんかい

は、定
さだ

められた時間内
じかんない

に終
お

わるように行
おこな

うこと。 

イ 大声
おおごえ

を出
だ

したり、相手
あいて

を脅
おど

したりなどしないよう穏
おだ

やかに話
はなし

をする

こと。
 

 

ウ 面会
めんかい

のとき職員
しょくいん

の指示
し じ

に従
したが

わず、又
また

は次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する

言動
げんどう

があったときは、発言
はつげん

の制止
せいし

、面会
めんかい

の一時
いちじ

停止
ていし

又
また

は面
めん

会
かい

終 了
しゅうりょう

の

措置
そ ち

をすることがある。 

（ア）許可
きょか

を受
う

けずに外国語
がいこくご

で話
はな

したり、又
また

は隠語
いんご

を用
もち

い、若
も

しくは身振
み ぶ

りなどで意思
い し

を通
つう

じるようなもの 

（イ）人
ひと

を脅迫
きょうはく

、侮辱
ぶじょく

、ひぼう・中 傷
ちゅうしょう

するもの 
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（ウ）犯罪
はんざい

を 唆
そそのか

し、あるいはその手段
しゅだん

、方法
ほうほう

に関
かん

することを伝
つた

えるもの 

（エ）所内
しょない

生活
せいかつ

をわい曲
きょく

したり、虚偽
きょぎ

の事実
じじつ

を伝
つた

えるもの 

（オ）風紀
ふうき

を害
がい

し、あるいは行 状
ぎょうじょう

不良
ふりょう

を誇張
こちょう

するもの 

（カ）所内
しょない

の秩序
ちつじょ

びん乱
らん

をあおり、又
また

はそれを 唆
そそのか

すもの 

（キ）職員
しょくいん

や建物
たてもの

の配置
はいち

など当所
とうしょ

の警
けい

備
び

に関
かん

するもの 

（ク）当所
とうしょ

に収容
しゅうよう

されている人
ひと

に関
かん

するもの 

（ケ）その他
た

職員
しょくいん

が矯正
きょうせい

処遇
しょぐう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

に支障
ししょう

を生
しょう

ずると認
みと

めたも

の
 

 

（コ）特定
とくてい

の用務
ようむ

の処理
しょり

のため必要
ひつよう

であることを理由
りゆう

として許
ゆる

された面会
めんかい

において、その用務
ようむ

の処理
しょり

のため必要
ひつよう

な範囲
はんい

を明
あき

らかに逸脱
いつだつ

するもの 

エ 面会
めんかい

の立会
たちあい

職員
しょくいん

又
また

は面会室
めんかいしつ

に入室
にゅうしつ

した職員
しょくいん

が中止
ちゅうし

を指示
し じ

したと

きは、その指示
し じ

に従
したが

い、直
ただ

ちに面会室
めんかいしつ

から出
で

ること。 

オ あらかじめ許可
きょか

を受
う

けたもののほか、面会室
めんかいしつ

には、書類
しょるい

、メモ又
また

はそ

の他
た

の物
もの

を持
も

ち込
こ

まないこと。 

カ 面会
めんかい

に用
もち

いる言語
げんご

は、原則
げんそく

として日本語
に ほ ん ご

であること。ただし、日本語
に ほ ん ご

を理解
りかい

できない外国人
がいこくじん

の親族
しんぞく

又
また

は社会
しゃかい

復帰
ふっき

のために特
とく

に必要
ひつよう

と認
みと

めら

れる人
ひと

のうち、当所
とうしょ

で対応
たいおう

できる限度
げんど

において、外国語
がいこくご

による面会
めんかい

を許
ゆる

すことができるので、該当
がいとう

する場合
ばあい

には、言語
げんご

の種類
しゅるい

と相手方
あいてがた

及
およ

び

外国語
がいこくご

を使用
しよう

する理由
りゆう

をあらかじめ申
もう

し出
で

て許
きょ

可
か

を受
う

けておくこと。 

２ 信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

 

（１）信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

ができる相手
あいて

 

信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

は、①犯罪性
はんざいせい

のある人
ひと

、②信書
しんしょ

を発受
はつじゅ

することにより、当所
とうしょ

の規律
きりつ

及
およ

び秩序
ちつじょ

を害
がい

し、又
また

はあなたたちの矯正
きょうせい

処遇
しょぐう

の適切
てきせつ

な実施
じっし

に支障
ししょう

を生
しょう

ずるおそれがある人
ひと

との間
あいだ

では行
おこな

うことができません。ただし、

親族
しんぞく

（内妻
ないさい

を含
ふく

む。）又
また

は重大
じゅうだい

な利害
りがい

に係
かか

る用務
ようむ

の処理
しょり

のため信書
しんしょ

を発受
はつじゅ

するなどの場合
ばあい

には、内容
ないよう

に問題
もんだい

がなければ発受
はつじゅ

が認
みと

められます。 
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（２）親族
しんぞく

等
とう

申告票
しんこくひょう

及
およ

び親族外
しんぞくがい

申告票
しんこくひょう

 

面会
めんかい

のところで説明
せつめい

したとおりです。 

（３）信書
しんしょ

の作成
さくせい

要領
ようりょう

、通数
つうすう

及
およ

び発受
はつじゅ

の方法
ほうほう

 

発信
はっしん

は、一月
ひとつき

につき４通
つう

まで行
おこな

うことができます。この通数
つうすう

は、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

によって増加
ぞうか

することがあります。詳
くわ

しくは、優遇
ゆうぐう

措置
そ ち

のところで

説明
せつめい

したとおりです。受信
じゅしん

については通
つう

数
すう

制
せい

限
げん

はありません。 

発
はつ

受信
じゅしん

は、必要
ひつよう

に応
おう

じて、職員
しょくいん

が内容
ないよう

を検査
けんさ

します。発信
はっしん

については、

必要
ひつよう

な金額
きんがく

の郵券
ゆうけん

を発信用
はっしんよう

の封筒
ふうとう

に自分
じぶん

で貼
は

り付
つけ

けた上
うえ

、封
ふう

をしないで

提出
ていしゅつ

してください。 

なお、当所
とうしょ

の措置
そ ち

について訴訟
そしょう

を提
てい

起
き

している場合
ばあい

における代理人
だいりにん

であ

る弁護士
べ ん ご し

との信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

など、一定
いってい

の場合
ばあい

における信
しん

書
しょ

の検査
けんさ

は、そうし

た信書
しんしょ

に該当
がいとう

することを確認
かくにん

するために必
ひつ

要
よう

な限度
げんど

で行
おこな

います。また、

信書
しんしょ

の検査
けんさ

事務
じ む

の円滑
えんかつ

、迅速化
じんそくか

のため、発信
はっしん

については、工
こう

場
じょう

（居室
きょしつ

）

別
べつ

に発信
はっしん

受付日
うけつけび

が定
さだ

められています。一度
いちど

の受付日
うけつけび

に発信
はっしん

できる通数
つうすう

は、

優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

第
だい

１類
るい

及
およ

び第
だい

２類
るい

の人
ひと

を除
のぞ

き、原則
げんそく

として２通
つう

以内
いない

とします。

もし、急用
きゅうよう

があるときは、その旨
むね

を職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。 

信書
しんしょ

の作成
さくせい

については、次
つぎ

の事項
じこう

を遵守
じゅんしゅ

してください。。 

ア 便箋
びんせん

は、７枚
まい

以内
いない

に書
か

くこと。それ以上
いじょう

書
か

く必
ひつ

要
よう

があるときは、あら

かじめ許可
きょか

を受
う

けること。また、便箋
びんせん

の１罫内
けいない

に２行
ぎょう

書
か

いたり、欄外
らんがい

や裏面
うらめん

に書
か

いたりしないこと。１行
ぎょう

の字数
じすう

は、おおむね３０字
じ

（ただし、

横書
よこが

き用
よう

便箋
びんせん

はおおむね２５字
じ

）以内
いない

で大
おお

きく読
よ

みやすい字
じ

で書
か

くこと。 

イ 通信
つうしん

用紙
ようし

は、原則
げんそく

、便箋
びんせん

を使用
しよう

すること。 

ウ 筆記
ひっき

具
ぐ

は、鉛筆
えんぴつ

又
また

はボールペンを使用
しよう

すること。 

エ 封筒
ふうとう

には通信
つうしん

文
ぶん

及
およ

び図画
と が

の記載
きさい

をしないこと。 

オ 信書
しんしょ

は必
かなら

ず自分
じぶん

で書
か

くこと。自分
じぶん

で書
か

くことができない人
ひと

は、職員
しょくいん

が代筆
だいひつ

するので申
もう

し出
で

ること。決
けっ

して、他
た

の人
ひと

に代筆
だいひつ

を頼
たの

んだりしない
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こと。
 

 

カ 発信
はっしん

の住所
じゅうしょ

は、「東京都
とうきょうと

府中市
ふちゅうし

晴見町
はるみちょう

４丁目
ちょうめ

１０番地
ばんち

」で郵
ゆう

便
びん

番
ばん

号
ごう

は「１８３-８５２３」とすること。 

キ 書留
かきとめ

等
とう

の特別
とくべつ

の発信
はっしん

をしたいときは、願
がん

箋
せん

にその旨
むね

を明記
めいき

すること。 

ク 原則
げんそく

として名宛人
なあてにん

以外
いがい

の人
ひと

に対
たい

する信書
しんしょ

を同封
どうふう

するなどしないこと。

特
とく

に必要
ひつよう

な事情
じじょう

がある場合
ばあい

には、その旨
むね

を職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

ること。 

（４）発
はつ

受信
じゅしん

の内容
ないよう

による制限
せいげん

等
とう

 

発受
はつじゅ

する信書
しんしょ

の検査
けんさ

をした結果
けっか

、次
つぎ

の事柄
ことがら

に該当
がいとう

する内容
ないよう

のため発受
はつじゅ

が不適当
ふてきとう

なものは、一部
いちぶ

を抹消
まっしょう

し、若
も

しくは削除
さくじょ

し、又
また

は発
はつ

受
じゅ

を不許可
ふ き ょ か

にすることがあります。抹消
まっしょう

し、若
も

しくは削除
さくじょ

し、又
また

は不許可
ふ き ょ か

としたも

の（抹消
まっしょう

したものについては抹消
まっしょう

部分
ぶぶん

の複製
ふくせい

）は、原則
げんそく

として釈放
しゃくほう

時
じ

に交
こう

付
ふ

しますが、場合
ばあい

によっては、交付
こうふ

しないこともあります。 

ア 文章
ぶんしょう

の意味
い み

の分
わ

からないもの、暗号
あんごう

、外国語
がいこくご

（外国語
がいこくご

の使用
しよう

が許
ゆる

され

る場合
ばあい

を除
のぞ

く。）を使用
しよう

するもの 

イ 金品
きんぴん

、返信
へんしん

、面会
めんかい

などを強要
きょうよう

し、他人
たにん

に迷惑
めいわく

を掛
か

けるおそれのある

もの
 

 

ウ 人
ひと

を脅迫
きょうはく

、侮辱
ぶじょく

、ひぼう・中 傷
ちゅうしょう

するもの 

エ 犯罪
はんざい

を 唆
そそのか

し、又
また

はその手段
しゅだん

若
も

しくは方法
ほうほう

に関
かん

することを伝
つた

えるも

の
 

 

オ 所内
しょない

生活
せいかつ

をわい曲
きょく

したり、虚偽
きょぎ

の事実
じじつ

を伝
つた

えるもの 

カ 風紀
ふうき

を害
がい

し、又
また

は行 状
ぎょうじょう

不良
ふりょう

を誇張
こちょう

するもの 

キ 所内
しょない

の秩序
ちつじょ

びん乱
らん

をあおり、又
また

はそれを 唆
そそのか

すもの 

ク 職員
しょくいん

や建物
たてもの

の配置
はいち

など当所
とうしょ

の警
けい

備
び

に関
かん

するもの 

ケ 当所
とうしょ

に収容
しゅうよう

されている人
ひと

に関
かん

するもの 

コ その他
た

矯正
きょうせい

処遇上
しょぐうじょう

不適当
ふてきとう

と認
みと

められるもの 

（注
ちゅう

）信書
しんしょ

とは意思
い し

を伝達
でんたつ

する書面
しょめん

のことですが、あなたたちが作成
さくせい

した文書
ぶんしょ
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図画
と が

（絵画
かいが

など）についても、信書
しんしょ

の取扱
とりあつか

いに準
じゅん

じて上記
じょうき

２で記載
きさい

したと

おり取
と

り扱
あつか

います。 

３ その他
た

 

（１）外国語
がいこくご

による面会
めんかい

又
また

は信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

を行
おこな

う場合
ばあい

おいて、その内容
ないよう

を確認
かくにん

す

るため翻訳
ほんやく

又
また

は通訳
つうやく

が必要
ひつよう

なとき、相手方
あいてがた

が、その被
ひ

収
しゅう

容
よう

者
しゃ

の国籍
こくせき

の

大使館
たいしかん

、親族
しんぞく

、更生
こうせい

保護
ほ ご

に関係
かんけい

する者
もの

等
とう

でない場合
ばあい

には、その費用
ひよう

をその被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

に負担
ふたん

させることがあります。 

（２）制限
せいげん

区分
くぶん

が第
だい

１種
しゅ

及
およ

び第
だい

２種
しゅ

の者
もの

、釈放前
しゃくほうまえ

指導
しどう

を受
う

けている者
もの

などにつ

いては、必要
ひつよう

と認
みと

められる場合
ばあい

には、電話
でんわ

の使用
しよう

を許
ゆる

すことがあります。認
みと

められる相手方
あいてがた

については面会
めんかい

の場合
ばあい

と同
おな

じです。 

なお、電話
でんわ

の使用
しよう

に係
かか

る費用
ひよう

は、原則
げんそく

として自分
じぶん

で負担
ふたん

することになりま

す。
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第
だい

18 賞罰
しょうばつ

 

１ 褒賞
ほうしょう

 

（１）他人
たにん

の模範
もはん

となる次
つぎ

のような善業
ぜんぎょう

のあった場合
ばあい

等
とう

に、その内容
ないよう

に応
おう

じ

て賞金
しょうきん

、賞品
しょうひん

又
また

は賞 状
しょうじょう

の授与
じゅよ

、賞詞
しょうし

その他
た

所長
しょちょう

の定
さだ

めた賞遇
しょうぐう

があ

ります。
 

 

ア 人命
じんめい

を救助
きゅうじょ

したとき 

イ 天災
てんさい

地変
ちへん

等
とう

に際
さい

し、所内
しょない

の用務
ようむ

に就
つ

き、職員
しょくいん

に協 力
きょうりょく

して功
こう

労
ろう

があ

ったとき 

ウ 一定
いってい

期間
きかん

（６か月
げつ

以上
いじょう

）無事故
む じ こ

であったとき 

エ 一定
いってい

期間
きかん

（３か月
げつ

以上
いじょう

）作業
さぎょう

成績
せいせき

が優良
ゆうりょう

であったとき 

オ 作業
さぎょう

に関
かん

して創意
そうい

工夫
くふう

を行
おこな

ったとき 

（２）褒賞
ほうしょう

を受
う

けると、優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

の評価
ひょうか

が上
あ

がることにつながります。 

２ 懲罰
ちょうばつ

 

（１）「被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

遵守
じゅんしゅ

事項
じこう

」に違反
いはん

する行為
こうい

があった場合
ばあい

又
また

は規律
きりつ

及
およ

び秩序
ちつじょ

を維
い

持
じ

するため必要
ひつよう

があると判断
はんだん

して職員
しょくいん

が行
おこな

った指示
し じ

に従
したが

わなか

った場合
ばあい

には、懲罰
ちょうばつ

（行政
ぎょうせい

）処分
しょぶん

を受
う

けることがあります。 

「被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

遵守
じゅんしゅ

事項
じこう

」は、この所内
しょない

生活
せいかつ

の手引
てびき

とは別冊
べっさつ

にして居室
きょしつ

に備
そな

え付
つ

けてありますので、よく読
よ

んでおいてください。 

（２）懲罰
ちょうばつ

の種類
しゅるい

は、次
つぎ

のとおりであり、これらのうち、イからオまでの懲罰
ちょうばつ

については、二
ふた

つ以上
いじょう

の懲罰
ちょうばつ

が併
あわ

せて科
か

されることがあり、オ及
およ

びカの

懲罰
ちょうばつ

は両者
りょうしゃ

が併
あわ

せて科
か

されることがあります。また、閉居
へいきょ

の際
さい

は、原則
げんそく

として矯正
きょうせい

処遇
しょぐう

を中止
ちゅうし

します。 

ア 戒告
かいこく

 

イ 禁錮
きんこ

受刑者
じゅけいしゃ

又
また

は拘留
こうりゅう

受刑者
じゅけいしゃ

の作業
さぎょう

の１０日
にち

以内
いない

の停止
ていし

 

ウ 自弁
じべん

の物品
ぶっぴん

の使用
しよう

又
また

は摂取
せっしゅ

の一部
いちぶ

又
また

は全部
ぜんぶ

の１５日
にち

以内
いない

の停止
ていし

 

エ 書籍
しょせき

等
とう

の閲覧
えつらん

の一部
いちぶ

又
また

は全部
ぜんぶ

の３０日
にち

以内
いない

の停止
ていし
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オ 作業
さぎょう

報奨金
ほうしょうきん

計算
けいさん

額
がく

の３分
ぶん

の１以内
いない

の削減
さくげん

 

カ ３０日
にち

以内
いない

（懲罰
ちょうばつ

を科
か

する時
とき

に２０歳
さい

以上
いじょう

の受刑者
じゅけいしゃ

について、特
とく

に

情 状
じょうじょう

が重
おも

い場
ば

合
あい

には、６０日
にち

以内
いない

）の閉居
へいきょ

 

（３）反則品
はんそくひん

の国庫
こっこ

帰属
きぞく

処分
しょぶん

 

反則
はんそく

行為
こうい

に用
もち

いた凶器
きょうき

など反則
はんそく

行為
こうい

に係
かか

る物品
ぶっぴん

は、一般的
いっぱんてき

に、反
はん

則
そく

行
こう

為
い

の調査
ちょうさ

の際
さい

に廃棄
はいき

の手続
てつづき

をとっています。もし、あなたたちが廃
はい

棄
き

に

同意
どうい

しない場合
ばあい

には、懲罰
ちょうばつ

の審査
しんさ

と同時
どうじ

に国庫
こっこ

帰属
きぞく

（行政
ぎょうせい

）処分
しょぶん

の審査
しんさ

も行
おこな

うことになります。 

（４）懲罰
ちょうばつ

を科
か

する手続
てつづき

 

ア 所内
しょない

で反則
はんそく

行為
こうい

が行
おこな

われた疑
うたが

いがある場合
ばあい

には、職員
しょくいん

が調査
ちょうさ

を

行
おこな

います。調査
ちょうさ

に当
あ

たっては、あなたたちを他
た

の被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

から隔離
かくり

す

る場合
ばあい

があります。調査
ちょうさ

は厳正
げんせい

かつ公平
こうへい

に行
おこな

いますので、職員
しょくいん

から

調査
ちょうさ

を受
う

ける際
さい

には、隠
かく

し事
こと

はせず、自分
じぶん

が承知
しょうち

していることを包
つつ

み隠
かく

さず正直
しょうじき

に話
はなし

をしてください。ただし、あくまでも任意
にんい

の調査
ちょうさ

である

ため、話
はな

したくないことは話
はな

さなかったとしても、そのことをもって

不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを受
う

けることはありません。 

なお、刑事
けいじ

事件
じけん

として調査
ちょうさ

する場合
ばあい

には、あらかじめ黙秘権
もくひけん

について

告知
こくち

を行
おこな

います。 

イ あなたたちに懲罰
ちょうばつ

を科
か

すことを検討
けんとう

しなければならないと判断
はんだん

した

場合
ばあい

には、懲
ちょう

罰
ばつ

審
しん

査
さ

会
かい

が開
ひら

かれ、口頭
こうとう

で弁解
べんかい

をする機会
きかい

が与
あた

えられま

す。懲
ちょう

罰
ばつ

審
しん

査
さ

会
かい

の開催
かいさい

に先立
さきだ

ち、懲罰
ちょうばつ

の原因
げんいん

となる事実
じじつ

の要旨
ようし

及
およ

び

懲罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

の開催
かいさい

予定
よてい

日時
にちじ

等
とう

を記
き

した書面
しょめん

を交
こう

付
ふ

します。よく内容
ないよう

を

読
よ

んで要領
ようりょう

よく弁解
べんかい

ができるよう準備
じゅんび

してください。 

ウ あなたたちを懲罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

で審査
しんさ

する場合
ばあい

には、あなたたちを補佐
ほ さ

す

る役割
やくわり

を担
にな

う「補佐人
ほ さ に ん

」が職員
しょくいん

の中
なか

から選任
せんにん

されます。補佐人
ほ さ に ん

は、あな

たたちのことを思
おも

い、あなたたちの立場
たちば

に立って、懲罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

で必要
ひつよう

な
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意見
いけん

を述
の

べます。補佐人
ほ さ に ん

の言
い

うことによく耳
みみ

を傾
かたむ

け、素直
すなお

な気持
き も

ちで

懲罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

に臨
のぞ

むよう心掛
こころが

けてください。 

なお、病気
びょうき

その他
た

の理由
りゆう

により、懲罰
ちょうばつ

審査会
しんさかい

に出頭
しゅっとう

できない場合
ばあい

に

は、弁解書
べんかいしょ

の作成
さくせい

を認
みと

めます。所定
しょてい

の用紙
ようし

を交
こう

付
ふ

するので弁解
べんかい

内容
ないよう

を

記載
きさい

してください。字
じ

が書
か

けない場合
ばあい

などには、職員
しょくいん

が弁解
べんかい

を聴取
ちょうしゅ

し、

弁解
べんかい

録取書
ろくしゅしょ

を作成
さくせい

するので申
もう

し出
で

てください。 

エ 懲罰
ちょうばつ

に関
かん

する決定
けってい

がなされると、あなたたちにその内容
ないよう

が告知
こくち

され

ます。懲罰
ちょうばつ

を科
か

する旨
むね

の告知
こくち

がなされた場合
ばあい

には、特
とく

に支障
ししょう

がない限
かぎ

り、

即日
そくじつ

懲罰
ちょうばつ

の執行
しっこう

が開始
かいし

されます。懲罰
ちょうばつ

の執行中
しっこうちゅう

は、自分
じぶん

が行
おこな

った

反則
はんそく

行為
こうい

を反省
はんせい

するとともに、二度
に ど

と過
あやま

ちを犯
おか

すことがないよう、今後
こんご

の所内
しょない

生活
せいかつ

に生
い

かしてください。 

（５）懲罰
ちょうばつ

が決定
けってい

された場合
ばあい

でも、反省
はんせい

の念
ねん

が 著
いちじる

しいと認
みと

められた場合
ばあい

な

どは、その懲罰
ちょうばつ

の執行
しっこう

を延
えん

期
き

し、又
また

は免
めん

除
じょ

されることがあります。 

（６）事案
じあん

によっては、懲罰
ちょうばつ

（行政
ぎょうせい

）処分
しょぶん

とは別
べつ

に事件
じけん

送致
そうち

、告訴
こくそ

、告発
こくはつ

な

どの措置
そ ち

（刑事
けいじ

処分
しょぶん

のこと）をとることがあります。 
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第
だい

19 不
ふ

服
ふく

申
もうし

立
た

て 

１ 審査
しんさ

の申請
しんせい

等
とう

 

（１）審査
しんさ

の申請
しんせい

の対象
たいしょう

となる処分
しょぶん

等
とう

 

あなたたちに対
たい

してなされた次
つぎ

のアからセまでの措置
そ ち

に不服
ふふく

がある場
ば

合
あい

には、その措置
そ ち

を行
おこな

った刑事
けいじ

施設
しせつ

を管轄
かんかつ

する矯正
きょうせい

管区
かんく

の長
ちょう

に対
たい

して、

書面
しょめん

で審査
しんさ

の申請
しんせい

をすることができます。括弧内
かっこない

には、それぞれの措置
そ ち

の

根拠
こんきょ

となる刑事
けいじ

収容
しゅうよう

施設
しせつ

及
およ

び被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

等
とう

の処遇
しょぐう

に関
かん

する法
ほう

律
りつ

の条項
じょうこう

を記載
きさい

しています。審査
しんさ

の申請
しんせい

は、原則
げんそく

として措置
そ ち

の告
こく

知
ち

があった日
ひ

の

翌日
よくじつ

から起算
きさん

して３０日
にち

以内
いない

に行
おこな

わないと不
ふ

適
てき

法
ほう

として却下
きゃっか

されるこ

ととなりますので注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

ア 領置
りょうち

されている現金
げんきん

の使用
しよう

又
また

は保
ほ

管
かん

私
し

物
ぶつ

若
も

しくは領置
りょうち

されている

金品
きんぴん

の交付
こうふ

を許
ゆる

さない処分
しょぶん

（刑事
けいじ

収容
しゅうよう

施設
しせつ

及
およ

び被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

等
とう

の処遇
しょぐう

に

関
かん

する法律
ほうりつ

第
だい

４９条
じょう

、第
だい

５０条
じょう

） 

イ 指
し

名医
めいい

の診療
しんりょう

を受
う

けることを許
ゆる

さない処分
しょぶん

又
また

は指
し

名医
めいい

の診療
しんりょう

の

中止
ちゅうし

（同法
どうほう

第
だい

６３条
じょう

第
だい

１項
こう

、第
だい

４項
こう

） 

ウ 一人
ひとり

で行
おこな

う礼拝
れいはい

その他
た

の宗 教 上
しゅうきょうじょう

の行為
こうい

の禁止
きんし

又
また

は制限
せいげん

（同
どう

法
ほう

第
だい

６

７条
じょう

） 

エ 書籍
しょせき

等
とう

の閲覧
えつらん

の禁止
きんし

又
また

は制限
せいげん

（同法
どうほう

第
だい

７０条
じょう

第
だい

１項
こう

、第
だい

７１条
じょう

） 

オ 書籍
しょせき

等
とう

の検査
けんさ

のため翻訳
ほんやく

費用
ひよう

を負担
ふたん

させる処分
しょぶん

（同
どう

法
ほう

第
だい

７０条
じょう

第
だい

２

項
こう

） 

カ 隔離
かくり

（同
どう

法
ほう

第
だい

７６条
じょう

第
だい

１項
こう

、第
だい

１５４条
じょう

第
だい

４項
こう

） 

キ 釈放
しゃくほう

の際
さい

の作業
さぎょう

報奨金
ほうしょうきん

の支給
しきゅう

に関
かん

する処分
しょぶん

（同法
どうほう

第
だい

９８条
じょう

第
だい

１項
こう

） 

ク 障害
しょうがい

手当金
てあてきん

の支給
しきゅう

に関
かん

する処分
しょぶん

（同法
どうほう

第
だい

１００条
じょう

第
だい

２項
こう

（第
だい

８２

条
じょう

第
だい

２項
こう

において準用
じゅんよう

する場合
ばあい

を含
ふく

む。）） 

ケ 特別
とくべつ

手当金
てあてきん

の支給
しきゅう

に関
かん

する処分
しょぶん

（同法
どうほう

第
だい

１００条
じょう

第
だい

４項
こう

（第
だい

８２条
じょう

第
だい

２項
こう

において準用
じゅんよう

する場合
ばあい

を含
ふく

む。）） 
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コ 信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

又
また

は文書
ぶんしょ

図画
と が

の交付
こうふ

の禁止
きんし

、差止
さしと

め又
また

は制限
せいげん

（同法
どうほう

第
だい

１２

８条
じょう

（第
だい

１３８条
じょう

において準用
じゅんよう

する場合
ばあい

を含
ふく

む。）、第
だい

１２９条
じょう

、

第
だい

１３０条
じょう

第
だい

１項
こう

、第
だい

１３３条
じょう

（これらの規定
きてい

を第
だい

１３８条
じょう

及
およ

び第
だい

１４５条
じょう

において準用等
じゅんようとう

する場合
ばあい

を含
ふく

む。) 

サ 釈放
しゃくほう

の際
さい

、発受
はつじゅ

禁止
きんし

信書
しんしょ

等
とう

の引渡
ひきわた

しをしない処分
しょぶん

（同法
どうほう

第
だい

１３２条
じょう

第
だい

５項
こう

前段
ぜんだん

（第
だい

１３８条
じょう

及
および

び第
だい

１４５条
じょう

において準
じゅん

用
よう

等
とう

する場合
ばあい

を

含
ふく

む。）。 

なお、第
だい

１３２ 条
じょう

第
だい

３項
こう

（第
だい

１３８ 条
じょう

及
およ

び第
だい

１４５ 条
じょう

において

準用等
じゅんようとう

する場合
ばあい

を含
ふく

む。）の規定
きてい

による引渡
ひきわた

しに係
かか

るものに限
かぎ

る。） 

シ 面会
めんかい

、信書
しんしょ

の発受
はつじゅ

又
また

は電話
でんわ

による通信
つうしん

の内容
ないよう

を確認
かくにん

するための通訳
つうやく

・

翻訳
ほんやく

費用
ひよう

を負担
ふたん

させる処分
しょぶん

（同法
どうほう

第
だい

１４８条
じょう

第
だい

１項
こう

、第
だい

２項
こう

） 

ス 懲罰
ちょうばつ

（同法
どうほう

第
だい

１５０条
じょう

第
だい

１項
こう

） 

セ 反則
はんそく

行為
こうい

に係
かか

る物
もの

を国
こく

庫
こ

に帰属
きぞく

させる処分
しょぶん

（同法
どうほう

第
だい

１５３条
じょう

) 

（２）審査
しんさ

の申請
しんせい

については、後日
ごじつ

、あなたたちに対
たい

して矯正
きょうせい

管区
かんく

の長
ちょう

から

裁決書
さいけつしょ

の謄
とう

本
ほん

が送
そう

付
ふ

されます。裁決書
さいけつしょ

の謄
とう

本
ほん

はあなたたちが刑
けい

事
じ

施
し

設
せつ

か

ら釈放
しゃくほう

された場合
ばあい

であっても、あらかじめ届
とど

け出
で

た送付先
そうふさき

に送
そう

付
ふ

されま

す。送付
そうふ

できない場合
ばあい

には、公示
こうじ

送達
そうたつ

の手続
てつづき

（矯
きょう

正
せい

管
かん

区
く

が裁決書
さけつしょ

の謄
とう

本
ほん

を保管
ほかん

し、いつでもその送達
そうたつ

を受
う

けるべき人
ひと

に交
こう

付
ふ

する旨
むね

を矯正
きょうせい

管区
かんく

の

掲示場
けいじじょう

に掲示
けいじ

する手続
てつづき

）がとられます。 

（３）矯正
きょうせい

管区
かんく

の長
ちょう

の裁決
さいけつ

に不服
ふふく

がある場合
ばあい

には、法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対
たい

して、書面
しょめん

で再審査
さいしんさ

の申請
しんせい

をすることができます。再審査
さいしんさ

の申請
しんせい

は、原則
げんそく

として裁決
さいけつ

の告知
こくち

があった日
ひ

の翌日
よくじつ

から起算
きさん

して３０日
にち

以内
いない

に行
おこな

わないと不適法
ふてきほう

と

して却下
きゃっか

されることとなりますので注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

（４）再審査
さいしんさ

の申請
しんせい

については、後日
ごじつ

、あなたたちに対
たい

して法務
ほうむ

大臣
だいじん

から

裁決書
さいけつしょ

の謄
とう

本
ほん

が送
そう

付
ふ

されます。裁決書
さいけつしょ

の謄
とう

本
ほん

はあなたたちが刑事
けいじ

施設
しせつ

か

ら釈放
しゃくほう

された場合
ばあい

であっても、あらかじめ届
とど

け出
で

た送付先
そうふさき

に送
そう

付
ふ

されま
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す。送付
そうふ

できない場合
ばあい

には、公示
こうじ

送達
そうたつ

の手続
てつづき

（法務省
ほうむしょう

が裁決
さいけつ

書
しょ

の謄
とう

本
ほん

を

保管
ほかん

し、いつでもその送達
そうたつ

を受
う

けるべき人
ひと

に交
こう

付
ふ

する旨
むね

を法務省
ほうむしょう

の

掲示場
けいじじょう

に掲示
けいじ

する手続
てつづき

）がとられます。 

２ 事実
じじつ

の申告
しんこく

等
とう

 

（１）事実
じじつ

の申告
しんこく

の対象
たいしょう

となる職員
しょくいん

の行為
こうい

 

あなたたちに対
たい

してなされた次
つぎ

のアからウまでの刑事
けいじ

施設
しせつ

の職員
しょくいん

によ

る行為
こうい

について、その刑事
けいじ

施設
しせつ

を管轄
かんかつ

する矯正
きょうせい

管区
かんく

の長
ちょう

に対
たい

して、書面
しょめん

で事実
じじつ

の申告
しんこく

をすることができます。事実
じじつ

の申告
しんこく

は、原
げん

則
そく

としてその申告
しんこく

に係
かか

る事実
じじつ

があった日
ひ

の翌日
よくじつ

から起算
きさん

して３０日
にち

以内
いない

に 行
おこな

わないと

不適法
ふてきほう

な申告
しんこく

として処理
しょり

されることとなりますので注
ちゅう

意
い

が必要
ひつよう

です。 

ア 身体
しんたい

に対
たい

する違法
いほう

な有形力
ゆうけいりょく

の行使
こうし

 

イ 違法
いほう

又
また

は不当
ふとう

な捕縄
ほじょう

、手錠
てじょう

又
また

は拘束
こうそく

衣
い

の使用
しよう

 

ウ 違法
いほう

又
また

は不当
ふとう

な保護室
ほ ご し つ

への収容
しゅうよう

 

（２）事実
じじつ

の申告
しんこく

については、後日
ごじつ

、あなたたちに対
たい

して矯正
きょうせい

管区
かんく

の長
ちょう

から

通知
つうち

の書面
しょめん

が送
そう

付
ふ

されます。ただし、通知
つうち

の書面
しょめん

が交
こう

付
ふ

される前
まえ

にあなた

たちが刑事
けいじ

施設
しせつ

から釈放
しゃくほう

された場合
ばあい

には、通知
つうち

はなされません。 

（３）矯正
きょうせい

管区
かんく

の長
ちょう

からの通知
つうち

の内容
ないよう

に不服
ふふく

がある場合
ばあい

には、法務
ほうむ

大臣
だいじん

に

対
たい

して、書面
しょめん

で事実
じじつ

の申告
しんこく

をすることができます。法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対
たい

する事実
じじつ

の申告
しんこく

は、原則
げんそく

として矯正管区
きょうせいかんく

の長
ちょう

から通知
つうち

を受
う

けた日
ひ

の翌日
よくじつ

から起算
きさん

して３０日
にち

以内
いない

に行
おこな

わないと不適法
ふてきほう

な申告
しんこく

として処理
しょり

されることとなり

ますので注意
ちゅうい

が必要
ひつよう

です。 

（４）法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対
たい

する事実
じじつ

の申告
しんこく

については、後日
ごじつ

、あなたたちに対
たい

して

法務
ほうむ

大臣
だいじん

から通知
つうち

の書面
しょめん

が送
そう

付
ふ

されます。ただし、通知
つうち

の書面
しょめん

が交
こう

付
ふ

され

る前
まえ

にあなたたちが刑事
けいじ

施設
しせつ

から釈放
しゃくほう

された場合
ばあい

には、通知
つうち

はなされま

せん。 

３ 法務
ほうむ

大臣
だいじん

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで
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（１）自分
じぶん

に対
たい

する刑事
けいじ

施設
しせつ

の 長
ちょう

の措置
そ ち

その他
た

自分
じぶん

が受
う

けた処遇
しょぐう

について

苦情
くじょう

があるときは、法
ほう

務
む

大
だい

臣
じん

に対
たい

して書面
しょめん

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

をすることがで

きます。
 

 

（２）苦情
くじょう

の申出
もうしで

については、後日
ごじつ

、あなたたちが収容
しゅうよう

されている刑事
けいじ

施設
しせつ

に法務
ほうむ

大臣
だいじん

から処理
しょり

結果
けっか

が通知
つうち

されます。刑事
けいじ

施設
しせつ

では、あなたたちにそ

の内容
ないよう

を口頭
こうとう

で告知
こくち

します。処理
しょり

結果
けっか

が出
で

る前
まえ

にあなたたちが刑
けい

事
じ

施
し

設
せつ

か

ら釈放
しゃくほう

された場合
ばあい

には、処理
しょり

結果
けっか

は告知
こくち

されません。 

４ 監査官
かんさかん

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

 

（１）自分
じぶん

に対
たい

する刑事
けいじ

施設
しせつ

の長
ちょう

の措置
そ ち

その他
た

自分
じぶん

が受
う

けた処遇
しょぐう

ついて苦情
くじょう

があるときは、監
かん

査
さ

官
かん

（法務
ほうむ

大臣
だいじん

に指名
しめい

されて実地
じっち

監査
かんさ

を行
おこな

う法務省
ほうむしょう

の

職員
しょくいん

）に対
たい

して口頭
こうとう

又
また

は書面
しょめん

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

をすることができます。 

（２）口頭
こうとう

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提
てい

出
しゅつ

し

てください。監査官
かんさかん

による苦情
くじょう

の聴取
ちょうしゅ

には、当所
とうしょ

の職員
しょくいん

が立
た

ち会
あ

うこと

はありません。ただし、日本語
に ほ ん ご

が使用
しよう

できず通訳
つうやく

が必要
ひつよう

な場合
ばあい

には、当所
とうしょ

職員
しょくいん

を通訳
つうやく

として同席
どうせき

させることがあります。この場合
ばあい

には、通訳
つうやく

をし

た職員
しょくいん

は、申出
もうしで

の内容
ないよう

を当所
とうしょ

の他
た

の職員
しょくいん

には一切
いっさい

口外
こうがい

しません。 

（３）苦情
くじょう

の申出
もうしで

については、後日
ごじつ

、あなたたちが収容
しゅうよう

されている刑事
けいじ

施設
しせつ

に監査官
かんさかん

から処理
しょり

結果
けっか

が通知
つうち

されます。刑事
けいじ

施設
しせつ

では、あなたたちにその

内容
ないよう

を口頭
こうとう

で告知
こくち

します。処理
しょり

結果
けっか

が出
で

る前
まえ

にあなたたちが刑
けい

事
じ

施
し

設
せつ

から

釈放
しゃくほう

された場合
ばあい

には、処理
しょり

結果
けっか

は告知
こくち

されません。 

５ 刑事
けいじ

施設
しせつ

の長
ちょう

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

 

（１）自分
じぶん

に対
たい

する刑事
けいじ

施設
しせつ

の 長
ちょう

の措置
そ ち

その他
た

自分
じぶん

が受
う

けた処遇
しょぐう

について

苦情
くじょう

があるときは、所
しょ

長
ちょう

に対
たい

して口頭
こうとう

又
また

は書面
しょめん

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

をすること

ができます。
 

 

（２）口頭
こうとう

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提
てい

出
しゅつ

し

てください。
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なお、苦情
くじょう

の聴取
ちょうしゅ

は、所長
しょちょう

以外
いがい

の指名
しめい

された職
しょく

員
いん

が代
か

わって行
おこな

うこ

とがあります。
 

 

（３）書面
しょめん

で苦情
くじょう

の申出
もうしで

を希望
きぼう

するときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提
てい

出
しゅつ

し

てください。
 

 

なお、書面
しょめん

を自分
じぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希望
きぼう

するときは、併
あわ

せてその旨
むね

を申
もう

し出
で

てください。その後
ご

の手
て

続
つづき

及
およ

び注意
ちゅうい

事項
じこう

は次
つぎ

のとお

りですので、よく読
よ

んで留意
りゅうい

してください。 

ア 苦情
くじょう

の申出
もうしで

の書面
しょめん

は、七日
なのか

を超
こ

えない範囲内
はんいない

で期間
きかん

を指定
してい

するので、

指定
してい

された期間内
きかんない

に作成
さくせい

すること。 

イ 作成
さくせい

に当
あ

たっては、所定
しょてい

の用紙
ようし

を支給
しきゅう

するので、それを使用
しよう

すること。 

ウ 作成
さくせい

を終
お

えたときは苦情
くじょう

の申出
もうしで

の書面
しょめん

を職員
しょくいん

に提
てい

出
しゅつ

すること。

苦情
くじょう

の申出
もうしで

の書面
しょめん

以外
いがい

の書面
しょめん

を併
あわ

せて提
てい

出
しゅつ

することは認
みと

めない。 

（４）苦情
くじょう

の申出
もうしで

をした場合
ばあい

には、口頭
こうとう

で処理
しょり

結果
けっか

が告知
こくち

されます。処理
しょり

結果
けっか

の告知
こくち

は、所長
しょちょう

以外
いがい

の指名
しめい

された職員
しょくいん

が代
か

わって行
おこな

うことがあります

が、所長
しょちょう

の指示
し じ

に基
もと

づくものです。処理
しょり

結果
けっか

が出
で

る前
まえ

にあなたたちが当所
とうしょ

から釈放
しゃくほう

された場合
ばあい

には、処理
しょり

結果
けっか

は告知
こくち

されません。 

６ 不
ふ

服
ふく

申
もうし

立
た

てに関
かん

する留意
りゅうい

事項
じこう

 

書面
しょめん

での申請
しんせい

等
とう

（刑事
けいじ

施設
しせつ

の長
ちょう

に対
たい

する苦情
くじょう

の申出
もうしで

を除
のぞ

く。）を希望
きぼう

す

るときは、その旨
むね

を記載
きさい

した願
がん

箋
せん

を提
てい

出
しゅつ

してください。 

なお、書面
しょめん

を自分
じぶん

で書
か

くことができないため代筆
だいひつ

を希望
きぼう

するときは、併
あわ

せ

てその旨
むね

を申
もう

し出
で

てください。 

その後
ご

の手続
てつづき

及
およ

び注意
ちゅうい

事項
じこう

は次
つぎ

のとおりですので、よく読
よ

んで留意
りゅうい

してく

ださい。
 

 

（１）申請
しんせい

等
とう

の書面
しょめん

は、七日
なのか

を超
こ

えない範囲内
はんいない

で期間
きかん

を指定
してい

するので、指定
してい

さ

れた期間内
きかんない

に作成
さくせい

すること。作成中
さくせいちゅう

の申請
しんせい

等
とう

の書面
しょめん

を保管
ほかん

する封筒
ふうとう

を

貸与
たいよ

するので、申請
しんせい

等
とう

の書面
しょめん

はその封筒
ふうとう

に入
い

れて保管
ほかん

し、出 業
しゅつぎょう

、運動
うんどう

、
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入浴
にゅうよく

等
とう

の際
さい

は、保管
ほかん

封筒
ふうとう

に入
い

れて、単独室
たんどくしつ

については 机
つくえ

の上
うえ

に、

共同室
きょうどうしつ

ついては私物
しぶつ

棚
だな

の上
うえ

に置
お

いておくこと。職
しょく

員
いん

が居
きょ

室内
しつない

の検査
けんさ

な

どを行
おこな

う際
さい

に、その封筒
ふうとう

だけは、表面
ひょうめん

から触手
しょくしゅ

検査
けんさ

をし、申請
しんせい

等
とう

の書面
しょめん

以外
いがい

の物
もの

が入
はい

っていないかどうかを確認
かくにん

するにとどめ、記載
きさい

内容
ないよう

の秘密
ひみつ

が

保
たも

たれるように取
と

り扱
あつか

うので承知
しょうち

しておくこと。 

（２）作成
さくせい

に当
あ

たっては、所定
しょてい

の用紙
ようし

を交付
こうふ

するので、それを使用
しよう

すること。

作成
さくせい

を終
お

えたときは、その旨
むね

を職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

て、職員
しょくいん

の面前
めんぜん

で、申請
しんせい

等
とう

の書面
しょめん

を私物
しぶつ

の封筒
ふうとう

に入
い

れ、自
みずか

ら封
ふう

をして提出
ていしゅつ

すること。私物
しぶつ

の封筒
ふうとう

を用意
ようい

するための費用
ひよう

を自
みずか

ら負担
ふたん

することができない場
ば

合
あい

には、当所
とうしょ

か

ら封筒
ふうとう

を支給
しきゅう

するので申
もう

し出
で

ること。封筒
ふうとう

には、申請
しんせい

書
しょ

等
とう

以外
いがい

のものを

封入
ふうにゅう

しないこと。 

なお、同一
どういつ

の不
ふ

服
ふく

申
もうし

立
た

てを行
おこな

う場合
ばあい

に限
かぎ

り、最大
さいだい

３件
けん

の申請書
しんせいしょ

等
とう

を

同時
どうじ

に発送
はっそう

できる。 

おって、申請書
しんせいしょ

等
とう

の発送
はっそう

手続
てつづき

の際
さい

や作成
さくせい

を中止
ちゅうし

する際
さい

には、交付
こうふ

され

ている全
すべ

ての申請
しんせい

用紙
ようし

等
とう

を提
てい

出
しゅつ

すること。 

（３）不服
ふふく

申立
もうした

ては、刑事
けいじ

収容
しゅうよう

施設
しせつ

及
およ

び被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

等
とう

の処遇
しょぐう

に関
かん

する法律
ほうりつ

に

定
さだ

められたあなたたちの権利
けんり

である。あなたたちが、ちゅうちょすること

なく申立
もうした

てができるよう、職員
しょくいん

には、あなたたちに対
たい

する不利益
ふ り え き

取扱
とりあつか

い

の禁止
きんし

が義務付
ぎ む づ

けられているので、この手引
てびき

を読
よ

んでも分
わ

からないときは、

職員
しょくいん

に尋
たず

ねてその指示
し じ

を受
う

けること。 
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表
ひょう

８ 申
しん

請書
せいしょ

等
とう

の作成
さくせい

又
また

は口頭
こうとう

の申出
もうしで

の各
かく

受付
うけつけ

時間
じかん

 

申
しん

請書
せいしょ

等
とう

の種類
しゅるい

 平
へい

 日
じつ

 行政
ぎょうせい

機関
きかん

の休日
きゅうじつ

 

審査
しんさ

の申請
しんせい

 

再審査
さいしんさ

の申請
しんせい

 

通常
つうじょう

の願
ねが

い事
ごと

の受付
うけつけ

時間
じかん

及
およ

び

夜間
やかん

は午後
ご ご

８時
じ

３０分
ぷん

まで 

動作
どうさ

時限
じげん

に定
さだ

めのない時間
じかん

 

（午後
ご ご

８時
じ

３０分
ぷん

までの間
あいだ

） 

※矯 正
きょうせい

指導
しどう

日
び

等
とう

において準 用
じゅんよう

 

事実
じじつ

の申告
しんこく

（矯正
きょうせい

管区長及
かんくちょうおよ

び法務
ほうむ

大臣
だいじん

宛
あ

て） 

 

通常
つうじょう

の願
ねが

い事
ごと

の受付
うけつけ

時間
じかん

 

動作
どうさ

時限
じげん

に定
さだ

めのない時間
じかん

 

（午後
ご ご

４時
じ

３０分
ぷん

までの間
あいだ

） 

※矯 正
きょうせい

指導
しどう

日
び

等
とう

において準 用
じゅんよう

 

苦情
くじょう

の申出
もうしで

（法
ほう

務
む

大
だい

臣
じん

及
およ

び所
しょ

長
ちょう

宛
あ

て） 

 

通常
つうじょう

の願
ねが

い事
ごと

の受付
うけつけ

時間
じかん

 

受
う

け付
つ

けない 

※矯 正
きょうせい

指導
しどう

日
び

等
とう

は、午後
ご ご

４時
じ

３０

分
ぷん

までの 間
あいだ

 

苦情
くじょう

の申出
もうしで

（監査官
かんさかん

宛
あ

て） 毎年
まいとし

別途
べっと

指示
し じ

する 毎年
まいとし

別途
べっと

指示
し じ

する 

 

表
ひょう

９ 申
しん

請書
せいしょ

等
とう

の発送
はっそう

又
また

は提
てい

出
しゅつ

の受付
うけつけ

時間
じかん

 

申
しん

請書
せいしょ

等
とう

の種類
しゅるい

 平
へい

 日
じつ

 行政
ぎょうせい

機関
きかん

の休日
きゅうじつ

 

審査
しんさ

の申請
しんせい

 

再審査
さいしんさ

の申請
しんせい

 

通常
つうじょう

の願
ねが

い事
ごと

の受付
うけつけ

時間
じかん

 

（原則
げんそく

午後
ご ご

３時
じ

までの間
あいだ

。ただ

し金曜日
きんようび

は原則
げんそく

午後
ご ご

２時
じ

まで） 

動作
どうさ

時限
じげん

に定
さだ

めのない時間
じかん

 

（原則
げんそく

正午
しょうご

までの間
あいだ

） 

※ 矯 正
きょうせい

指導
しどう

日
び

等
とう

は、動作
どうさ

時限
じげん

に

定
さだ

めのない時間
じかん

（原則
げんそく

午後
ご ご

３時
じ

ま

での 間
あいだ

。ただし金曜日
きんようび

は原則
げんそく

午後
ご ご

２時
じ

まで） 

事実
じじつ

の申告
しんこく

（矯
きょう

正
せい

管
かん

区
く

長
ちょう

及
およ

び法務
ほうむ

大臣
だいじん

宛
あ

て） 

通常
つうじょう

の願
ねが

い事
ごと

の受付
うけつけ

時間
じかん

 

（午後
ご ご

３時
じ

までの 間
あいだ

。ただし

金曜日
きんようび

は午後
ご ご

２時
じ

まで） 

受
う

け付
つ

けない 

※ 矯 正
きょうせい

指導
しどう

日
び

等
とう

は、動作
どうさ

時限
じげん

に

定
さだ

めのない時間
じかん

（午後
ご ご

３時
じ

までの

間
あいだ

。ただし金曜日
きんようび

は午後
ご ご

２時
じ

まで） 
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苦情
くじょう

の申出
もうしで

（法
ほう

務
む

大
だい

臣
じん

及
およ

び

所長
しょちょう

宛
あ

て） 

通常
つうじょう

の願
ねが

い事
ごと

の受付
うけつけ

時間
じかん

 

（午後
ご ご

３時
じ

までの 間
あいだ

。ただし

金曜日
きんようび

は午後
ご ご

２時
じ

まで） 

受
う

け付
つ

けない 

※ 矯 正
きょうせい

指導
しどう

日
び

等
とう

は、動作
どうさ

時限
じげん

に

定
さだ

めのない時間
じかん

（午後
ご ご

３時
じ

までの

間
あいだ

。ただし金曜日
きんようび

は午後
ご ご

２時
じ

まで） 

苦情
くじょう

の申出
もうしで

（監
かん

査
さ

官
かん

宛
あ

て） 毎年
まいとし

別途
べっと

指示
し じ

する 毎年
まいとし

別途
べっと

指示
し じ

する 

 

７ その他
た

 

（１）ここまで説明
せつめい

した不服
ふふく

申立
もうした

てのほか、裁判所
さいばんしょ

に訴状
そじょう

を提
てい

出
しゅつ

して救済
きゅうさい

を

求
もと

める方法
ほうほう

や、検察庁
けんさつちょう

に対
たい

して告訴
こくそ

、告発
こくはつ

をするなどの方
ほう

法
ほう

も利用
りよう

するこ

とができます。救済
きゅうさい

手続
てつづき

のため書面
しょめん

を発
はっ

する官公庁
かんこうちょう

等
とう

の住所
じゅうしょ

を知
し

りた

いときは、教
きょう

示
じ

願
ねが

いの願
がん

箋
せん

により申
もう

し出
で

てください。 

（２）篤志
とくし

面接
めんせつ

委員
いいん

 

あなたたちが一
いっ

身上
しんじょう

のことや様々
さまざま

な事柄
ことがら

について専門的
せんもんてき

な知識
ちしき

や経験
けいけん

に基
もと

づく指導
しどう

を受
う

けることを希望
きぼう

する場合
ばあい

には、篤
とく

志
し

面
めん

接
せつ

委
い

員
いん

制
せい

度
ど

を利用
りよう

することができます。篤志
とくし

面接
めんせつ

委員
いいん

には、社会
しゃかい

福祉
ふくし

関係
かんけい

、法律
ほうりつ

関係
かんけい

、教育
きょういく

関係
かんけい

、保
ほ

護
ご

関
かん

係
けい

、文芸
ぶんげい

関係
かんけい

などの専門家
せんもんか

がいます。相談
そうだん

内容
ないよう

については、

固
かた

く秘
ひ

密
みつ

が守
まも

られることになっているので、安心
あんしん

して相談
そうだん

ができます。 

次
つぎ

の諸点
しょてん

をわきまえてこの制度
せいど

を活用
かつよう

することにより、悩
なや

みの解消
かいしょう

や

人間
にんげん

としての成長
せいちょう

に役立
やくだ

てるように心掛
こころが

けてください。 

特
とく

に面接
めんせつ

の際
さい

は、次
つぎ

の事柄
ことがら

に注意
ちゅうい

してください。これらが守
まも

られないと

きその他
た

篤
とく

志
し

面
めん

接
せつ

の趣旨
しゅし

に反
はん

したと立会
たちあい

職員
しょくいん

が認
みと

めたときは、面接
めんせつ

を

中止
ちゅうし

することがあります。 

ア 各自
かくじ

の裁判
さいばん

又
また

は処遇
しょぐう

に関
かん

する問題
もんだい

には触
ふ

れないこと。 

イ 篤志
とくし

面接
めんせつ

委員
いいん

と直接
ちょくせつ

物品
ぶっぴん

の授受
じゅじゅ

をしないこと。 

ウ 外部
がいぶ

の人
ひと

との通信
つうしん

その他
た

連絡
れんらく

の取次
とりつ

ぎを依頼
いらい

しないこと。 

エ 篤志
とくし

面接
めんせつ

委員
いいん

に対
たい

し、物事
ものごと

を強要
きょうよう

したり、不穏当
ふおんとう

な言葉
ことば

や態度
たいど

を取
と

ら
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ないこと。
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第
だい

20 社会
しゃかい

復帰
ふっき

 

入所
にゅうしょ

と同時
どうじ

に社会
しゃかい

復帰
ふっき

に向
む

けての準備
じゅんび

が始
はじ

まります。 

 １ 引受人
ひきうけにん

 

   引受人
ひきうけにん

とは、釈放後
しゃくほうご

、あなたたちのことを責任
せきにん

を持
も

って引
ひ

き受
う

けてくれ

る人
ひと

のことです。通常
つうじょう

は親族
しんぞく

ですが、親族
しんぞく

に頼
たの

むのが困難
こんなん

なときは、雇
やと

い

主
ぬし

や知人
ちじん

などで適当
てきとう

な人
ひと

を選
えら

ぶことになります。 

適当
てきとう

な引受人
ひきうけにん

がいない場合
ばあい

には、更
こう

生
せい

保護
ほ ご

施設
しせつ

に引受
ひきう

けを依
い

頼
らい

すること 

ができます。
 

 

 ２ 生活
せいかつ

環境
かんきょう

調整
ちょうせい

 

あなたたちが引受人
ひきうけにん

となってほしいと申
もう

し出
で

た人
ひと

や帰
き

住
じゅう

予定地
よ て い ち

につい

ては、保護
ほ ご

観察所
かんさつじょ

において調査
ちょうさ

し、適当
てきとう

であるかどうかの判断
はんだん

をするとと

もに、社会
しゃかい

復帰
ふっき

を円滑
えんかつ

にするための調整
ちょうせい

を行
おこな

います。これを生活
せいかつ

環境
かんきょう

調整
ちょうせい

といいます。生活
せいかつ

環境
かんきょう

調整
ちょうせい

には相当
そうとう

の期間
きかん

が必要
ひつよう

となりますが、

その結果
けっか

が保護
ほ ご

観察所
かんさつじょ

から通知
つうち

されたら、告知
こくち

します。 

また、引受人
ひきうけにん

については、引受人
ひきうけにん

として適当
てきとう

であるとの通知
つうち

が来
き

てから、

正式
せいしき

に認定
にんてい

されることになります。  

３ 引受人
ひきうけにん

の変更
へんこう

等
とう

 

引受人
ひきうけにん

や帰
き

住
じゅう

予定地
よ て い ち

を変更
へんこう

する場合
ばあい

その他
た

身分上
みぶんじょう

の変動
へんどう

があった場合
ばあい

には、速
すみ

やかに願
がん

箋
せん

により届
とど

け出
で

てください。 

 ４ 釈放
しゃくほう

 

（１）満期
まんき

釈放
しゃくほう

 

刑期
けいき

を満了
まんりょう

すると釈放
しゃくほう

となります。釈放
しゃくほう

日
び

が近
ちか

くなったら、職員
しょくいん

が

面接
めんせつ

するので、心配
しんぱい

なことがあれば相談
そうだん

してください。 

釈放後
しゃくほうご

、保護
ほ ご

観察所
かんさつじょ

の援助
えんじょ

を希望
きぼう

する人
ひと

には、保護
ほ ご

カードを交付
こうふ

するの

で、それを持
も

って保護
ほ ご

観察所
かんさつしょ

に行
い

き、相談
そうだん

してください。 
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（２）仮釈放
かりしゃくほう

 

ア 仮釈放
かりしゃくほう

を許
ゆる

すべきかどうかに関
かん

する審理
しんり

は、関
かん

東
とう

地
ち

方
ほう

更
こう

生
せい

保
ほ

護
ご

委
い

員
いん

会
かい

が行
おこな

うこととされています。 

イ 関東
かんとう

地方
ちほう

更
こう

生
せい

保護
ほ ご

委員会
いいんかい

における審理
しんり

は、悔悟
かいご

の情
じょう

（よく反
はん

省
せい

して

いるかどうか)、改善
かいぜん

更
こう

生
せい

の意欲
いよく

、再
ふたた

び犯
はん

罪
ざい

をするおそれ、保護
ほ ご

観察
かんさつ

に

付
ふ

することの相当性
そうとうせい

及
およ

び社会
しゃかい

の感情
かんじょう

の各観点
かくかんてん

から行
おこな

われることとさ

れています。
 

 

 ５ 就労
しゅうろう

支援
しえん

 

   釈放後
しゃくほうご

の就労
しゅうろう

を支援
しえん

するために、公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていじょ

と連携
れんけい

した

職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

等
とう

を行
おこな

っています。就労
しゅうろう

支援
しえん

を希望
きぼう

する人
ひと

は職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。実施
じっし

の可否
か ひ

については、審査
しんさ

の上
うえ

で決定
けってい

します。 

６ 釈放前
しゃくほうまえ

指導
しどう

 

釈放前
しゃくほうまえ

には、一定
いってい

期間
きかん

、釈放前
しゃくほうまえ

の指導
しどう

を行
おこな

います。釈放前
しゃくほうまえ

指導
しどう

の期間
きかん

には、釈放後
しゃくほうご

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

となる知識
ちしき

などについて説明
せつめい

があるので、

社会
しゃかい

復帰
ふっき

に備
そな

えてください。 
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第
だい

21 国民
こくみん

年金
ねんきん

 

１ 国民
こくみん

年金
ねんきん

制度
せいど

 

（１）日本
にほん

国内
こくない

に住所
じゅうしょ

を有
ゆう

する２０歳
さい

以上
いじょう

６０歳
さい

未満
みまん

の人
ひと

は、国民
こくみん

年金
ねんきん

の被
ひ

保
ほ

険者
けんしゃ

であり、現
げん

に厚生
こうせい

年金
ねんきん

等
とう

の他
た

の公的
こうてき

年金
ねんきん

に加入
かにゅう

している場合
ばあい

を除
のぞ

き、矯正
きょうせい

施設
しせつ

収容
しゅうよう

中
ちゅう

であっても、保険料
ほけんりょう

の納付
のうふ

や各種
かくしゅ

届出
とどけで

をする義務
ぎ む

があります。
 

 

なお、年金
ねんきん

の受給
じゅきゅう

資格
しかく

期間
きかん

を満
み

たしていないなどの場合
ばあい

は、最
さい

長
ちょう

７０

歳
さい

までの間
かん

、任意
にんい

加入
かにゅう

して保険料
ほけんりょう

を納
おさ

めることができます。 

（２）国民
こくみん

年金
ねんきん

には、老後
ろうご

のための老齢
ろうれい

基礎
き そ

年金
ねんきん

や、重
おも

い障害
しょうがい

を負
お

ったとき

のための障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

、遺族
いぞく

の生計
せいけい

を支
ささ

えるための遺族
いぞく

基
き

礎
そ

年金
ねんきん

があり

ます。
 

 

   なお、令和
れいわ

元年
がんねん

１０月
がつ

から、国民
こくみん

年金
ねんきん

の受給者
じゅきゅうしゃ

のうち、一定
いってい

の所得
しょとく

の

範囲内
はんいない

にある者
もの

については、所定
しょてい

の請求
せいきゅう

手続
てつづき

を行
おこ

なえば、年金
ねんきん

生活者
せいかつしゃ

支援
しえん

給付
きゅうふ

金
きん

を受給
じゅきゅう

できます（ただし、刑
けい

又
また

は保護
ほ ご

処分
しょぶん

の執行
しっこう

等
とう

を受
う

ける

間
あいだ

は受給
じゅきゅう

できません。）。 

（３）保険料
ほけんりょう

を未納
みのう

のまま放置
ほうち

すると、将来
しょうらい

の老齢
ろうれい

基礎
き そ

年金
ねんきん

や、いざという

ときの障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

、遺族
いぞく

基礎
き そ

年金
ねんきん

を受
う

け取
と

ることができない場合
ばあい

があ

るので、必
かなら

ず、保険料
ほけんりょう

を納
おさ

めるか、納
おさ

めることが困難
こんなん

な場合
ばあい

には、下記
か き

２の手
て

続
つづき

を行
おこな

うようにしてください。 

（４）保険料
ほけんりょう

は、納付
のうふ

期限
きげん

（翌月
よくげつ

末日
まつじつ

）から２年
ねん

以内
いない

であれば納付
のうふ

することが

できます。
 

 

（５）住民
じゅうみん

登録
とうろく

がない人
ひと

については、当所
とうしょ

所長
しょちょう

による収容
しゅうよう

証明書
しょうめいしょ

を添
てん

付
ぷ

することにより、住民
じゅうみん

登録
とうろく

を行わなくて
おこな

も、届出
とどけで

などの手続
てつづき

を行
おこな

うこ

とができます。
 

 

なお、住民
じゅうみん

登録
とうろく

がない人
ひと

については、当所
とうしょ

の所在地
しょざいち

を住所
じゅうしょ

として

住民
じゅうみん

登録
とうろく

する手続
てつづき

を行
おこな

うことも可能
かのう

です。 
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２ 保険料
ほけんりょう

免除
めんじょ

制度
せいど

等
とう

 

（１）障害
しょうがい

年金
ねんきん

を受
う

けている場合
ばあい

や、生活
せいかつ

保護法
ほ ご ほ う

による生活
せいかつ

扶助
ふじょ

を受
う

けてい

る場合
ばあい

等
とう

、届出
とどけで

によって、保険料
ほけんりょう

納付
のうふ

の免除
めんじょ

を受
う

けられるほか（法定
ほうてい

免除
めんじょ

）、所得
しょとく

が少
すく

ないなどの理由
りゆう

で保険料
ほけんりょう

を納
おさ

めることが 著
いちじる

しく困難
こんなん

な場合
ばあい

は、原則
げんそく

として住民
じゅうみん

登録
とうろく

をしている市区
し く

町村
ちょうそん

役場
やくば

等
とう

に申請書
しんせいしょ

を

提
てい

出
しゅつ

することにより、保険料
ほけんりょう

納付
のうふ

の免除
めんじょ

が認
みと

められる場合
ばあい

（申請
しんせい

免除
めんじょ

）

があります。
 

 

なお、通常
つうじょう

、住民
じゅうみん

登録
とうろく

がない期間
きかん

については申請
しんせい

免除
めんじょ

の対象
たいしょう

となり

ませんが、当所
とうしょ

所長
しょちょう

による収容
しゅうよう

証明書
しょうめいしょ

等
とう

を添
てん

付
ぷ

して手続
てつづき

を行
おこな

うこと

により、当所
とうしょ

への収容
しゅうよう

期間
きかん

については申請
しんせい

免除
めんじょ

の対
たい

象
しょう

となります。た

だし、その場合
ばあい

は、当所
とうしょ

の所在地
しょざいち

を管轄
かんかつ

する年金
ねんきん

事務所
じ む し ょ

へ免除
めんじょ

申
しん

請
せい

書
しょ

を

提
てい

出
しゅつ

することになります。 

（２）申請
しんせい

免除
めんじょ

の手続
てつづき

には所得
しょとく

審査
しんさ

があるところ、税
ぜい

の申告
しんこく

が行
おこな

われていな

い場合
ばあい

であっても所得
しょとく

が少
すく

ないときは、所得
しょとく

の申立書
もうしたてしょ

を添
てん

付
ぷ

することで

申請
しんせい

免除
めんじょ

の手続
てつづき

が可能
かのう

となっています。また、所得
しょとく

がない場合
ばあい

は、所得
しょとく

の申立書
もうしたてしょ

の添付
てんぷ

は不要
ふよう

です。 

なお、保険料
ほけんりょう

納付
のうふ

の免除
めんじょ

は、所得
しょとく

基準
きじゅん

や失業
しつぎょう

等
とう

を理由
りゆう

として認
みと

められ

ますが、矯正
きょうせい

施設
しせつ

に収容
しゅうよう

されたことは免除
めんじょ

要件
ようけん

に該当
がいとう

しません。 

（３）申請
しんせい

免除
めんじょ

には、所得
しょとく

に応
おう

じて保険料
ほけんりょう

全額
ぜんがく

の支払
しはら

いが免除
めんじょ

される場合
ばあい

と

保
ほ

険料
けんりょう

の一部
いちぶ

が免
めん

除
じょ

される場合
ばあい

があります。 

（４）一部
いちぶ

免除
めんじょ

された場合
ばあい

については、残
のこ

りの保険料
ほけんりょう

を支払
しはら

わない限
かぎ

り免除
めんじょ

期
き

間
かん

とはならず、保険料
ほけんりょう

未納
みのう

期間
きかん

として扱
あつか

われるので、注意
ちゅうい

してくださ

い。
 

 

（５）申請
しんせい

免除
めんじょ

の審査
しんさ

は、本人
ほんにん

のほか、配偶者
はいぐうしゃ

及
およ

び世帯
せたい

主
ぬし

の前年
ぜんねん

の所得
しょとく

によ

り行
おこな

われます。 

（６）世帯
せたい

主
ぬし

又
また

は配偶者
はいぐうしゃ

の所得
しょとく

が基準
きじゅん

額
がく

を超
こ

えるときは申請
しんせい

免除
めんじょ

が受
う

けられ
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ませんが、５０歳
さい

未満
みまん

の人
ひと

については、世帯
せたい

主
ぬし

の所得
しょとく

にかかわらず保険料
ほけんりょう

納付
のうふ

の猶予
ゆうよ

が認
みと

められる場合
ばあい

があります（納付
のうふ

猶予
ゆうよ

）。また、納付
のうふ

猶予
ゆうよ

の

申請
しんせい

手続
てつづき

については（１）及
およ

び（２）の申請
しんせい

免除
めんじょ

の手続
てつづき

と同様
どうよう

です。 

（７）申請
しんせい

免除
めんじょ

と納付
のうふ

猶予
ゆうよ

の承認
しょうにん

期間
きかん

については、７月
がつ

から翌
よく

６月
がつ

までです

が、過去
か こ

２年分
ねんぶん

まで遡
そ

及
きゅう

して申請
しんせい

することができます。 

（８）申請
しんせい

免除
めんじょ

及
およ

び納付
のうふ

猶予
ゆうよ

の申請
しんせい

は、毎年度
まいねんど

行
おこな

う必要
ひつよう

があります。ただし、

全額
ぜんがく

免除
めんじょ

及
およ

び納付
のうふ

猶予
ゆうよ

に限
かぎ

っては、翌年度
よくねんど

以降
いこう

も免除
めんじょ

又
また

は猶予
ゆうよ

の承認
しょうにん

を

希望
きぼう

することを申請
しんせい

時
じ

に申
もう

し出
で

ることによって、翌年度
よくねんど

以降
いこう

の申請
しんせい

を

省 略
しょうりゃく

できる場合
ばあい

があります。 

    なお、翌年度
よくねんど

以降
いこう

の免除
めんじょ

又
また

は猶予
ゆうよ

の審査
しんさ

において、税
ぜい

の申告
しんこく

が行
おこな

われ

ていない場合
ばあい

は、年金
ねんきん

事務所
じ む し ょ

から所得
しょとく

の申立書
もうしたてしょ

を提
てい

出
しゅつ

するよう求
もと

めら

れます。また、住民
じゅうみん

登録
とうろく

が行
おこな

われていない場合
ばあい

は、年金
ねんきん

事務所
じ む し ょ

から収容
しゅうよう

証明
しょうめい

書
しょ

等
とう

の提
てい

出
しゅつ

を求
もと

められます。 

（９）免除
めんじょ

又
また

は猶予
ゆうよ

を受
う

けた期間
きかん

の保険料
ほけんりょう

については、１０年
ねん

以内
いない

であれば追
つい

納
のう

することができます。 

（10）収 容 中
しゅうようちゅう

に収容
しゅうよう

証明書
しょうめいしょ

等
とう

を添
てん

付
ぷ

した上
うえ

で各種
かくしゅ

手続
てつづき

を行
おこな

った人
ひと

につ

いては、社会
しゃかい

復帰
ふっき

した後
あと

、市区
し く

町村役場
ちょうそんやくば

等
とう

において、速
すみ

やかに住所
じゅうしょ

登録
とうろく

の手続
てつづき

を行
おこな

う必要
ひつよう

があります（市区
し く

町村
ちょうそん

役場
やくば

等
とう

で住民
じゅうみん

登録
とうろく

が行
おこな

われ

ることにより、年金
ねんきん

事務所
じ む し ょ

で管理
かんり

する住所
じゅうしょ

も自動的
じどうてき

に変更
へんこう

が行
おこな

われま

す）。
 

 

なお、社会
しゃかい

復帰
ふっき

した後
あと

に、遡
さかのぼ

って申請
しんせい

免除
めんじょ

の手続
てつづき

を行
おこな

うに当
あ

たって

は、収容
しゅうよう

証明書
しょうめいしょ

等
とう

を添
てん

付
ぷ

することにより、住民
じゅうみん

登録
とうろく

が行
おこな

われておら

ず、当所
とうしょ

に収容
しゅうよう

されていた期間
きかん

も申請
しんせい

免除
めんじょ

の対象
たいしょう

となります。 

３ 支給
しきゅう

停止
ていし

等
とう

の届出
とどけで

について 

（１）２０歳前
さいまえ

傷 病
しょうびょう

による障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

については、刑
けい

又
また

は保護
ほ ご

処
しょ

分
ぶん

の 

執行
しっこう

等
とう

により支給
しきゅう

停止
ていし

となるため、受給者
じゅきゅうしゃ

は「国民
こくみん

年金
ねんきん

受給
じゅきゅう

権者
けんしゃ
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支給
しきゅう

停止
ていし

事由
じゆう

該当届
がいとうとどけ

」の提出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

です。 

支給
しきゅう

停止
ていし

の届出
とどけで

をしないまま受給
じゅきゅう

を続
つづ

けると、後日
ごじつ

、 遡
さかのぼ

って支給
しきゅう

停止
ていし

が行
おこな

われ、誤
あやま

って支給
しきゅう

された額
がく

の返還
へんかん

を求
もと

められることとなるこ

とから、該当
がいとう

する場合
ばあい

は、必要
ひつよう

な届出
とどけで

を行
おこな

うようにしてください。 

なお、出所後
しゅっしょご

に再
ふたた

び受
じゅ

給
きゅう

するための手続
てつづき

については、年金
ねんきん

事務所
じ む し ょ

の

お客
きゃく

様
さま

相談
そうだん

室
しつ

又
また

は市町村
しちょうそん

の窓口
まどぐち

で確認
かくにん

することができます。 

（２）特別
とくべつ

障害
しょうがい

給付
きゅうふ

金
きん

については、刑
けい

の執行
しっこう

等
とう

により受給
じゅきゅう

資格
しかく

が消滅
しょうめつ

す

るため、受給者
じゅきゅうしゃ

は「特別
とくべつ

障害
しょうがい

給付
きゅうふ

金
きん

受給
じゅきゅう

資格
しかく

消滅
しょうめつ

届
とどけ

」の提出
ていしゅつ

が

必要
ひつよう

です。
 

 

資格
しかく

消滅
しょうめつ

の届出
とどけで

をしないまま受給
じゅきゅう

を続
つづ

けると、後日
ごじつ

、遡
さかのぼ

って資格
しかく

消滅
しょうめつ

が行
おこな

われ、誤
あやま

って支給
しきゅう

された額
がく

の返還
へんかん

を求
もと

められることとなる

ことから、該当
がいとう

する場合
ばあい

は、必要
ひつよう

な届出
とどけで

を行
おこな

うようにしてください。 

なお、出所後
しゅっしょご

に再
ふたた

び受
じゅ

給
きゅう

するための手続
てつづき

については、市町
しちょう

村
そん

の窓口
まどぐち

で確認
かくにん

することができます。また、所定
しょてい

の手続
てつづき

を行
おこな

った翌月分
よくげつぶん

から

支給
しきゅう

されるため、出所後
しゅっしょご

、速
すみ

やかに手続
てつづき

を行
おこな

うようにしてください。 

（３）年金
ねんきん

生活者
せいかつしゃ

支援
しえん

給付
きゅうふ

金
きん

については、刑
けい

又
また

は保護
ほ ご

処分
しょぶん

の執行
しっこう

等
とう

により

受給
じゅきゅう

資格
しかく

が消滅
しょうめつ

するため、受給者
じゅきゅうしゃ

は「年金
ねんきん

生活者
せいかつしゃ

支援
しえん

給付
きゅうふ

金
きん

不支給
ふしきゅう

事由
じゆう

該当届
がいとうとどけ

」の提出
ていしゅつ

が必要
ひつよう

です。 

資格
しかく

消滅
しょうめつ

の届出
とどけで

をしないまま受給
じゅきゅう

を続
つづ

けると、後日
ごじつ

、 遡
さかのぼ

って

資格
しかく

消滅
しょうめつ

が行
おこな

われ、誤
あやま

って支給
しきゅう

された額
がく

の返還
へんかん

を求
もと

められることと

なることから、該当
がいとう

する場合
ばあい

には、必要
ひつよう

な届出
とどけで

を行
おこな

うようにしてくだ

さい。 

なお、出所後
しゅっしょご

に再
ふたた

び受
じゅ

給
きゅう

するための手続
てつづき

については、年金
ねんきん

事務所
じ む し ょ

のお客
きゃく

様
さま

相談室
そうだんしつ

で確認
かくにん

することができます。また、所
しょ

定
てい

の手続
てつづき

を行
おこな

った翌月分
よくつきぶん

から支給
しきゅう

されるため、出所後
しゅっしょご

、速
すみ

やかに手続
てつづき

を行
おこな

うように

してください。
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３ その他
た

 

年金
ねんきん

について不明
ふめい

な点
てん

がある場合
ばあい

には、当所
とうしょ

において閲覧
えつらん

資料
しりょう

を備
そな

え付
つ

ける等
とう

しており、また、保険料
ほけんりょう

納付
のうふ

や年金
ねんきん

見込額
みこみがく

試算
しさん

など、本人
ほんにん

の年金
ねんきん

記録
きろく

等
とう

に基
もと

づく相談
そうだん

を希望
きぼう

する場合
ばあい

は、最寄
も よ

りの年金
ねんきん

事
じ

務所
むしょ

の職員
しょくいん

による指導
しどう

等
とう

を受
う

けることもできるので、職員
しょくいん

に申
もう

し出
で

てください。 
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第
だい

22 自動車
じどうしゃ

運転
うんてん

免許
めんきょ

更新
こうしん

（平成
へいせい

１３年
ねん

６月
がつ

２０日
にち

以降
いこう

に収容
しゅうよう

された者
もの

につ

いて） 

１ 収
しゅう

容
よう

期
き

間
かん

中
ちゅう

に運転
うんてん

免許
めんきょ

が失効
しっこう

し、失効
しっこう

日
び

から起算
きさん

して３年
ねん

未
み

満
まん

に出
しゅっ

所
しょ

する場合
ばあい

は、出所
しゅっしょ

日
び

から１か月
げつ

以内
いない

に免許
めんきょ

申請
しんせい

すれば、学
がっ

科
か

試
し

験
けん

及
およ

び

技能
ぎのう

試験
しけん

が免
めん

除
じょ

されます。出所
しゅっしょ

後
ご

１か月
げつ

の間
あいだ

に運
うん

転
てん

免
めん

許
きょ

失
しっ

効
こう

日
び

から起算
きさん

して３年
ねん

を経過
けいか

する日
ひ

が到
とう

来
らい

した場合
ばあい

には、同
どう

日
じつ

以
い

降
こう

に手続
てつづき

を行
おこな

うと、全
すべ

ての試験
しけん

を再受験
さいじゅけん

しなければならなくなるので、特
とく

に留意
りゅうい

してください。 

 ２ 収容期
しゅうようき

間中
かんちゅう

に運転
うんてん

免許
めんきょ

が失効
しっこう

し、失効
しっこう

日
び

から起算
きさん

して３年
ねん

を経
けい

過
か

し、

出所後
しゅっしょご

の運転
うんてん

免許
めんきょ

を再取得
さいしゅとく

する場合
ばあい

は、全
すべ

ての試験
しけん

を再
さい

受
じゅ

験
けん

しなければな

りません。
 

 

 ３ 収容期
しゅうようき

間中
かんちゅう

に運転
うんてん

免許
めんきょ

が失効
しっこう

し、失効
しっこう

日
び

から６か月
げつ

を経過
けいか

しないで

出所
しゅっしょ

した者
もの

については、出所後
しゅっしょご

、失効
しっこう

日
び

から６か月
げつ

を経過
けいか

しない日
ひ

までは

学科
がっか

試験
しけん

及
およ

び技能
ぎのう

試験
しけん

は免
めん

除
じょ

されます。 

 ４ 運転
うんてん

免許
めんきょ

取得
しゅとく

後
ご

１年
ねん

以内
いない

に合
ごう

計
けい

３点
てん

以上
いじょう

の違反
いはん

をした者
もの

は、再
さい

受
じゅ

験
けん

が

必要
ひつよう

になる場合
ばあい

があり、これを受験
じゅけん

せずに１回目
かいめ

の更新
こうしん

をしなかった者
もの

は、

すべての試験
しけん

を再受験
さいじゅけん

する必要
ひつよう

があるので留意
りゅうい

してください。 

 ５ 試験
しけん

の一部
いちぶ

を免
めん

除
じょ

される場合
ばあい

は、いずれについても矯正
きょうせい

施設
しせつ

に収
しゅう

容
よう

さ

れている状態
じょうたい

が継続
けいぞく

していることが必要
ひつよう

であり、手
て

続
つづき

上
じょう

、収
しゅう

容
よう

証明書
しょうめいしょ

が必要
ひつよう

となります。 
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第
だい

23 選
せん

挙
きょ

権
けん

の行
こう

使
し

等
とう

 

１ 選挙権
せんきょけん

 

日本
に ほ ん

国民
こくみん

たる年
ねん

齢
れい

満
まん

１８年
ねん

以
い

上
じょう

の人
ひと

は、衆
しゅう

議
ぎ

院
いん

議
ぎ

員
いん

及
およ

び参
さん

議
ぎ

院
いん

議
ぎ

員
いん

選挙
せんきょ

で投票
とうひょう

することができます。また、日本
に ほ ん

国民
こくみん

たる年
ねん

齢
れい

満
まん

１８年
ねん

以
い

上
じょう

の人
ひと

で引
ひ

き続
つづ

き３か月
げつ

以上
いじょう

市町村
しちょうそん

の区
く

域内
いきない

に住所
じゅうしょ

を有
ゆう

する人
ひと

は、その

属
ぞく

する地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の議会
ぎ か い

の議員
ぎ い ん

及
およ

び長
ちょう

の選
せん

挙
きょ

で投票
とうひょう

することがで

きます。ただし、禁錮
き ん こ

以上
いじょう

の刑
けい

に処
しょ

せられその執行
しっこう

を終
お

わるまでは、投票
とうひょう

することはできません。
 

 

２ 不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

 

（１）市町村
しちょうそん

の選挙人
せんきょにん

名簿
め い ぼ

に登録
とうろく

されている人
ひと

は、不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

をすること

ができます。不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

を希望
き ぼ う

する人
ひと

は、自身
じ し ん

で、選挙人
せんきょにん

名簿
め い ぼ

の属
ぞく

す

る市
し

町
ちょう

村
そん

の選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

の委員長
いいんちょう

に対
たい

して、投票
とうひょう

用紙
よ う し

等
とう

の交付
こ う ふ

を

請求
せいきゅう

することができます。
 

 

（２）次の選挙
せんきょ

に関
かん

しては、あなたの代
か

わりに当所
とうしょ

が不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

の手続
てつづき

を

行
おこな

います。当所
とうしょ

が不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

を行
おこな

う時
とき

には、放送
ほうそう

等
とう

により告知
こ く ち

しま

すので、不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

は、指定
し て い

された日
ひ

までに願
ねが

い出
で

て

ください。
 

 

なお、事務
じ む

処理上
しょりじょう

の理由
り ゆ う

から、願
ねが

い出
で

た日
にち

時
じ

によっては、不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

ができない場合
ば あ い

があります。 

・ 衆議院
しゅうぎいん

議員
ぎ い ん

選挙
せんきょ

（最高
さいこう

裁判所裁
さいばんしょさい

判官
ばんかん

の国民
こくみん

審査
し ん さ

を含
ふく

む。） 

・ 参議院
さんぎいん

議員
ぎ い ん

選挙
せんきょ

 

・ 東京都
とうきょうと

知事
ち じ

選挙
せんきょ

（東京都
とうきょうと

の選挙人
せんきょにん

名簿
め い ぼ

に登録
とうろく

されている者
もの

に限
かぎ

る。） 

・ 東京都
とうきょうと

議会
ぎかい

議員
ぎいん

選挙
せんきょ

（東京都
とうきょうと

の選挙人
せんきょにん

名簿
めいぼ

に登録
とうろく

されている者
もの

に限
かぎ

る。） 

・ 府中
ふちゅう

市長
しちょう

選挙
せんきょ

（府中市
ふちゅうし

の選挙人
せんきょにん

名簿
め い ぼ

に登録
とうろく

されている者
もの

に限
かぎ

る。） 

・ 府中市
ふちゅうし

議会
ぎかい

議員
ぎいん

選挙
せんきょ

（府中市
ふちゅうし

の選挙人
せんきょにん

名簿
めいぼ

に登録
とうろく

されている者
もの

に限
かぎ

る。） 
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第
だい

24 むすび 

以上
いじょう

、所内
しょない

生活
せいかつ

をする上
うえ

で必要
ひつよう

な知識
ちしき

や心得
こころえ

事項
じこう

を一
ひと

とおり紹介
しょうかい

しま

したが、まだ理解
りかい

できないところや、不明
ふめい

なところがある人
ひと

は、勝手
かって

に判断
はんだん

して行動
こうどう

することなく、職員
しょくいん

に相談
そうだん

して、間
ま

違
ちがい

いなく正
ただ

しい所内
しょない

生活
せいかつ

を

送
おく

れるよう努力
どりょく

してください。 

当所
とうしょ

では、あなたたちが、自
みずか

らの立場
たちば

に十分
じゅうぶん

な自覚
じかく

を持
も

ち、この｢所内
しょない

生活
せいかつ

の手引
てびき

」に書
か

かれているような真面目
ま じ め

な所内
しょない

生活
せいかつ

を積
つ

み重
かさ

ねて、１日
にち

も早
はや

く健全
けんぜん

な社会人
しゃかいじん

として社会
しゃかい

復帰
ふっき

していくことを望
のぞ

んでいます。そして、

そのために必要
ひつよう

な指導
しどう

や援助
えんじょ

は、惜
お

しみなく行
おこな

うことを処遇
しょぐう

の基本
きほん

方針
ほうしん

としています。
 

 



別表
べっぴょう

１　衣類
い る い

優
ゆう

１

のみ

優
ゆう

３

以上
いじょう 全

ぜん

工場
こうじょう

居室
きょしつ

※ ※ ６枚
まい

※ ※ ４枚
まい

パンツ ○ ※ ※ ６枚
まい

ズボン下
した

○ ※ ※ ４枚
まい

靴下
くつした

靴下
くつした

○ ※ ※ ４足
そく

寝
しん

衣
い

パジャマ ○ ※ １組
くみ

２　食料品
しょくりょうひん

及
　およ

び飲料
いんりょう

並
 なら

びに嗜好品
し こ う ひ ん

優
ゆう

１

のみ

優
ゆう

３

以上
いじょう 全

ぜん

工場
こうじょう

居室
きょしつ

米飯
べいはん

類
るい

○ ●

パン類
るい

○ ●

麺
めん

類
るい

○ ●

惣菜
そうざい

類
るい

○ ●

茶
ちゃ

○ ●

コーヒー ○ ●

紅茶
こうちゃ

○ ●

ココア ○ ●

果実
か じ つ

飲料
いんりょう

○ ●

清涼飲料
せいりょういんりょう

その他
た

の飲料
いんりょう ○ ●

嗜好品
しこうひん

菓子
か し

○ ●

あめ類
るい

○ ●

氷物
こおりもの

○ ●

果物
くだもの

類
るい

○ ●

茶
ちゃ

○ ●

コーヒー ○ ●

紅茶
こうちゃ

○ ●

ココア ○ ●

果実
か じ つ

飲料
いんりょう

○ ●

清涼飲料
せいりょういんりょう

その他
た

の嗜好
し こ う

飲料
いんりょう ○ ●

下着
し た ぎ

シャツ ○

　男性
だんせい

受刑者
じゅけいしゃ

が自弁
じ べ ん

できる物
ぶつ

品
ひん

（自弁
じ べ ん

・差入
さしいれ

物
ぶつ

品
ぴん

表
ひょう

）

区
く

　分
ぶん

品
ひん

　名
めい

対
たい

　象
しょう

　者
しゃ

使用
し よ う

場所
ば し ょ

１回
かい

に購入
こうにゅう

できる

上限
じょうげん

数量
　すうりょう

摘　要・規　格　等
てき　　よう　　 き 　　かく　　とう

ランニングシャツ・半袖
はんそで

シャツ・長袖シャツ（白色
しろいろ

のみ）

冬
ふゆ

メリヤス（単色
たんしょく

かつ華美
か び

ではないもの）

ブリーフ型
がた

、パンツ型
がた

又
また

はボクサーパンツ型
がた

（華美
か び

ではないもの（補修
ほしゅ

用
うよう

ゴムひもを含
ふく

む。））

冬
ふゆ

メリヤス（単
たん

色
しょく

かつ華美
か び

ではないもの（補修用
ほしゅうよう

ゴムひもを含
ふく

む。））

冬物
ふゆもの

に限
かぎ

る。

単色
たんしょく

かつ華美
かび

ではないもの。ただし、収容
しゅうよう

される際
さい

に所持
しょじ

していた物
もの

に

限
かぎ

り、ワンポイント柄
がら

を認
みと

める。

摘　要・規　格　等
てき　　よう　　 き 　　かく　　とう

１回
かい

に購入
こうにゅう

できる

上限
じょうげん

　数量
すうりょう

食料品及
しょくりょうひんおよ

び

飲料
いんりょう

使用
し よ う

場所
ば し ょ

別途
べ っ と

指定
し て い

別途
べ っ と

指定
し て い

　食料品
しょくりょうひん

について、一食分
いっしょくぶん

の食事
しょくじ

として自弁
じべん

を許可
きょか

する場合
ばあい

には、食事
しょくじ

の支給
しきゅう

はしない。この場合
ばあい

、その食料
しょくりょう

品
　 　ひん

は一食分
　いっしょくぶん

の食事
 しょくじ

と評価
ひょうか

できる分
ぶ

量
んりょう

のものでなければならない。

　優遇
ゆうぐう

区分
くぶん

第
だい

１類
るい

の受刑者
じゅけいしゃ

に１月
つき

１回以上
かいいじょう

許
　ゆる

すほか、外部
がいぶ

通勤
つうきん

作業
 さぎょう

を行
おこな

わせる場合
ばあい

又
また

は外出
がいしゅつも

若しくは外泊
がいはく

を許
ゆる

す場合
ばあい

において適当
てきとう

と認
みと

めるとき

に限
かぎ

る。

　優遇
ゆうぐう

区分
く ぶ ん

第
だい

１類
るい

及
およ

び第
だい

２類
るい

の受刑者
じゅけいしゃ

については１月
つき

２回以上
かいいじょう

、

優遇
ゆうぐう

区分
く ぶ ん

第
だい

３類
るい

の受刑者
じゅけいしゃ

に１月
つき

１回以上
かいいじょう

許
ゆる

すほか、外部
が い ぶ

通勤
つうきん

作業
さぎょう

を行
おこな

わせる場合
ば あ い

又
また

は外出
がいしゅつも

若しくは外泊
がいはく

を許
ゆる

す場合
ば あ い

において適当
てきとう

と

認
みと

めるときに限
かぎ

る。

区
く

　分
ぶん

品
ひん

　名
めい

対
たい

　象
しょう

　者
しゃ

1



優
ゆう

１

のみ

優
ゆう

３

以上
いじょう 全

ぜん

工場
こうじょう

居室
きょしつ

生花
せ い か

○ ● ※ 適量
てきりょう

花瓶
か び ん

○ ● ※ １個
こ

写真
しゃしん

立
た

て ○ ● ※ １個
こ

書画
し ょ が

○ ● ※ １枚
まい

額縁
がくぶち

○ ● ※ １個
こ

優
ゆう

１

のみ

優
ゆう

３

以上
いじょう 全

ぜん

工場
こうじょう

居室
きょしつ

タオル ○ ※ ※ ２枚
まい

バスタオル ○ ※ ※ １枚
まい

優
ゆう

２以上
いじょう

のみ

○

ハンカチ ○ ※ ※ ２枚
まい

石
せっ

けん ○ ※ ※ ３個
こ

優
ゆう

２以上
いじょう

のみ

○

石
せっ

けん容器
よ う き

（箱型
はこがた

）
○ ※ ※ ２個

こ

シャンプー ○
※

工場
こうじょう

浴場
よくじょう

※

居室
き ょ し つ

棟
と う

浴場
よくじょう

１本
ぽん

リンス ○
※

工場
こうじょう

浴場
よくじょう

※

居室
き ょ し つ

棟
と う

浴場
よくじょう

１本
ぽん

くし ○ ※ １本
ぽん

整髪
せいはつ

料
りょう

○ ※ １個
こ

電池
で ん ち

式
しき

かみそり ○ ※ １個
こ

シェービングクリーム ◎
※

工場
こうじょう

浴場
よくじょう

※

居室
き ょ し つ

棟
と う

浴場
よくじょう

１個
こ

歯
は

ブラシ ○ ※ １本
ぽん

歯磨
は み が

き ○ ※ １本
ぽん

歯
は

ブラシケース ○ ※ １本
ぽん

運動
うんどう

靴
ぐつ

○ ※ ※ １足
そく

ちり紙
し

○ ※ ※ １束
たば

耳
みみ

かき ○ ※ １個
こ

箸
はし

○ ※ １膳
ぜん

箸
はし

容器
よ う き

○ ※ １個
こ

置
お

き時計
ど け い

◎ ※ １個
こ

置
お

き鏡
かがみ

◎ ※ １個
こ

クリーム類
るい

○ ※ １個
こ

ボディーソープ

※ ※ ２枚
まい

蓄
ちく

髪
はつ

の許可
きょか

を受
う

けている者
もの

で必要
ひつよう

と認
みと

めるときに限
かぎ

る。

収納
しゅうのう

ケース、替
か

え刃
ば

、はけ及
およ

び電池
でんち

を含
ふく

む。

半
はん

練
ねり

チューブ入
い

り

摘　要・規　格　等
てき　　よう　　 き 　　かく　　とう

花瓶
かびん

の自弁
じべん

が許
ゆる

される場合
ばあい

に限
かぎ

る。

制限
せいげん

区分
 くぶん

第
だい

１種
しゅ

から第
だい

３種
しゅ

までの者
もの

に限
かぎ

る。

プラスチック製
せい

プラスチック製
せい

又
また

は木製
もくせい

のものに限
かぎ

る。

額縁
がくぶち

の自弁
じべん

が許
ゆる

される場合
ばあい

に限
かぎ

る。

室内
しつない

装飾品
そうしょくひん

３　室内
しつない

装飾品
そうしょくひん

区
く

　分
ぶん

品
ひん

　名
めい

対
たい

　象
しょう

　者
しゃ

使用
し よ う

場所
ば し ょ

１回
かい

に購入
こうにゅう

できる

上限
じょうげん

　数量
すうりょう

タオル、石
せっ

けん、洗髪
せんぱつ

剤
ざい

、洗顔
せんがん

用
よう

具
ぐ

、靴
くつ

、そ

の他
た

の日用
にちよう

品
ひん

フタがあるものに限
かぎ

る。

４　日用品
にちようひん

、文房具
ぶ ん ぼ う ぐ

その他
た

の刑事
け い じ

施設
し せ つ

における日常
にちじょう

生活
せいかつ

に用
もち

いる物
ぶつ

品
ぴん

区
く

　分
ぶん

品
ひん

　名
めい

対
たい

　象
しょう

　者
しゃ

使用
し よ う

場所
ば し ょ

１回
かい

に購入
こうにゅう

できる

上限
じょうげん

　数量
すうりょう

ヘアブラシを含
ふく

む。蓄
ちく

髪
はつ

の許可
きょか

を受
う

けている者
もの

で必要
ひつよう

と認
みと

めるときに限
かぎ

る。

※

工場
こうじょう

浴場
よくじょう

※

居室
き ょ し つ

棟
と う

浴場
よくじょう

ナイロンタオル

１本
ぽん

華美
か び

又
また

は派手
は で

ではなく、特定団体
とくていだんたい

等
  とう

を誇示
こ じ

又
また

は表記
ひょうき

していないもの

浴用
よくよう

石
 せっ

けん

入浴用
にゅうよくよう

液体
   えきたい

石
   せっ

けん

摘　要・規　格　等
てき　　よう　　 き 　　かく　　とう

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

靴
くつ

ひもを含
ふく

む。

１束
たば

７００枚
まい

程度
ていど

のもの

木
き

、竹
たけ

又
また

はプラスチック製
せい

木
き

、竹
たけ

又
また

はプラスチック製
せい

木
き

、竹
たけ

又
また

はプラスチック製
せい

電池
でんち

を含
ふく

む。

留意
りゅうい

事項
じこう

２参照
さんしょう

留意
りゅうい

事項
じこう

２参照
さんしょう

2



汗
あせ

止
ど

め用
よう

粉末
ふんまつ

○ ※ １個
こ

パフ ○ ※ １個
こ

制
せい

汗
かん

剤
ざい

○ ※ １個
こ

化粧水
けしょうすい

類
るい

○ ※ １個
こ

綿棒
めんぼう

○ ※ １箱
はこ

サンダル ○ ※ ※ ２足
そく

座布団
ざ ぶ と ん

○ ※ １枚
まい

消
け

しゴム ○ ※ 各
かく

１個
こ

色鉛筆
いろえんぴつ

○ ※ 各
かく

１本
ぽん

シャープペンシル ○ ※
１本

ぽん

替
か

え芯
しん

１個
こ

ボールペン ○ ※
各
かく

１本
ぽん

替
かえ

え芯
しん

各
かく

１本
ぽん

優
ゆう

２以上
いじょう

のみ

○

万年筆
まんねんひつ

◎ ※ １本
ぽん

蛍光
けいこう

ペン ◎ ※ １本
ぽん

優
ゆう

２以上
いじょう

のみ

○

雑記
ざ っ き

帳
ちょう

○ ※ ５冊
さつ

日記帳
にっきちょう

◎ ※ １冊
さつ

各種
かくしゅ

ノート

（雑記
ざ っ き

帳
ちょう

を除
のぞ

く。）

◎ ※ 必要数
ひつようすう

色紙
しき　し

◎ ※ １０枚
まい

カーボン紙
し

◎ ※ 必要数
ひつようすう

けい紙
し

その他
た

の筆
ひっ

記
き

用紙
よ う し ◎ ※ 必要数

ひつようすう

下敷
し た じ

き ○ ※ １枚
まい

定規
じょうぎ

○ ※ １本
ぽん

筆入
ふ で い

れ ○ ※ １個
こ

板
いた

目
め

紙
し

◎ ※ 必要数
ひつようすう

とじひも ◎ ※ 必要数
ひつようすう

インデックス ◎ ※ 必要数
ひつようすう

付箋
ふ せ ん

◎ ※ 必要
ひつよう

数
すう

ファイル ◎ ※ 必要
ひつよう

数
すう

※
各
かく

１本
ぽん

替
かえ

え芯
しん

各
かく

１本
ぽん

５色
しょく

蛍光
けいこう

ペン ※

原稿用紙
げんこうようし

、レポート用紙
ようし

など

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

１セット

タオル、石
せっ

けん、洗髪
せんぱつ

剤
ざい

、洗顔
せんがん

用
よう

具
ぐ

、靴
くつ

、そ

の他
た

の日用
にちよう

品
ひん

留意事項
りゅういじこう

５参照
さんしょう

文房具
ぶんぼうぐ

その他
た

の余暇
よ　か

時間帯
じかんたい

における知的
ちてき

及
およ

び教育的
きょういくてき

活
か

動
つどう

に用
もち

いる物
ぶっ

品
ぴん

スペアインクを含
ふく

む。

留意
りゅうい

事項
じこう

４参照
さんしょう

青色
あおいろ

、黒色
くろいろ

又
 また

は赤色
あかいろ

に限
かぎ

る。替
か

え芯
しん

を含
ふく

む。

青色
あおいろ

、黒色
くろいろ

及
 およ

び赤色
あかいろ

の３色
しょく

のものに限
かぎ

る。替
か

え芯
しん

を含
ふく

む。

短冊
たんざく

を含
ふく

む

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

黄色
きいろ

に限
かぎ

る（学習用
がくしゅうよう

として雑記帳
ざっきちょう

に使用
しよう

することを許可
きょか

された場合
ばあい

には多色
たしょく

を認
みと

める。）。

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

罫
けい

線
せん

入
い

りのノート

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

五線譜
ごせんふ

ノート、白無地
しろむじ

ノートなど

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

目盛
めもり

寸法
すんぽう

３０センチメートル用
よう

以下
い か

の直
ちょく

定規
　じょうぎ

とする(金属製
きんぞくせい

は除
のぞ

く。)。

多色
たしょく

ボールペン

華美
か び

又
また

は派手
は で

ではなく、特定団体等
とくていだんたいとう

を誇示
こ じ

又
また

は表記
ひょうき

していないもの

消
け

しゴム又
また

は砂
すな

消
け

しゴム

スリッパを含
ふく

む。

スプレー式
しき

のものを除
のぞ

く。

簡易
かんい

な構造
こうぞう

のもの以外
いがい

は優遇
ゆうぐう

区分
 くぶん

第
だい

１類
るい

に限
かぎ

る。

替
か

え芯
しん

（黒色
くろいろ

に限
かぎ

る。）を含
ふく

む。

鉛筆削
えんぴつけず

りを用
もち

いないものに限
かぎ

る。

青色
あおいろ

又
また

は赤色
あかいろ

に限
かぎ

る。

3



電卓
でんたく

（電池
で ん ち

式
しき

計算
けいさん

機
き

）
◎ ※ １台

だい

そろばん ◎ ※ １個
こ

電子
でんし

辞書
じしょ

◎ ※ １台
だい

ＣＤプレイヤーそ

の他
た

の音声
おんせい

再生機
さいせいき ◎ ※ １台

だい

ＣＤその他
た

の音声
おんせい

記録
き ろ く

媒体
ばいたい ◎ ※ １枚

まい

ＣＤ収納
しゅうのう

ケース ◎ ※ 必要数
ひつようすう

書道
しょどう

・ペン習字
しゅうじ

用
よう

具
ぐ ◎ ※ １組

くみ

絵画
かいが

用具
ようぐ

◎ ※ １組
くみ

製図
せいず

用具
ようぐ

◎ ※ １組
くみ

紙
かみ

めくり用具
ようぐ

◎ ※ １個
こ

各種
かくしゅ

教材
きょうざい

◎ ※ １種
しゅ

類
るい

数珠
じ ゅ ず

◎ ※ 必要数
ひつようすう

ロザリオ ◎ ※ 必要数
ひつようすう

礼拝用
れいはいよう

マット ◎ ※ 必要数
ひつようすう

手袋
てぶくろ

◎ ※ １組
くみ

ゴム手袋
てぶくろ

◎ ※ １組
くみ

耳
みみ

袋
ぶくろ

◎ ※ １組
くみ

マスク ◎ ※ ※ １個
こ

耳栓
みみせん

◎ ※ １組
くみ

使
つか

い捨
す

てカイロ ◎ ※ ２組
くみ

ＣＤプレイヤー ○ ※ １台
だい

音楽等
おんがくとう

ＣＤ ○ ※ １枚
まい

ＣＤ収納
しゅうのう

ケース ◎ ※ 必要数
ひつようすう

その他
た 眼鏡

め が ね

その他
た

の補正
ほ せ い

器具
き ぐ ◎ ※ ※ 必要数

ひつようすう

その他
タ 自己

　じ　 こ

契約
けいやく

作業
さぎょう

を行
おこな

うのに必要
ひつよう

な物品
ぶっぴん

※ 必要数
ひつようすう

信書
しんしょ

を発
はつ

するのに

必要
ひつよう

な封筒
ふうとう

その他
た

の物
ぶつ

品
ひん

○ ※ 必要数
ひつようすう

優
ゆう

２以上
いじょう

のみ

○

印紙
い ん し

◎ ※ 必要数
ひつようすう

印鑑
いんかん

◎ ※ １個
こ

かつら ◎ ※ １個
こ

指名
しめい

医
い

の診療
しんりょう

に係
かか

る

自弁
じべん

の医薬品等
いやくひんとう ◎ ※ 必要数

ひつようすう

余暇
よ か

時間
じかん

帯
たい

にお

ける娯楽的
ごらくてき

活動
かつどう

に用
もち

いる物
ぶつ

品
ひん

軍手
ぐんて

を含
ふく

む。

留意事項
りゅういじこう

７参照
さんしょう

居室
きょしつ

内
ない

における洗濯用
せんたくよう

に限
かぎ

る。

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

イヤホン及
およ

び電池
でんち

を含
ふく

む。

学習用
がくしゅうよう

に限
かぎ

る。

ポスターカラー、画筆
がひつ

、彩
さい

色
しょく

筆
ふで

、面相
めんそう

筆
ふで

、パレット、筆
ふで

洗
あら

い、絵
え

の具
ぐ

、色鉛筆
いろえんぴつ

（多色
たしょく

セットを含
ふく

む。）、クレヨン、クレパス、紙
かみ

テープ、セロテープ、画用
がよう

紙
し

、スケッチブック及
およ

びねりゴムに限
かぎ

る。

留意
りゅうい

事項
じこう

４参照
さんしょう

便
びん

箋
せん

及
およ

び封筒
ふうとう

については絵
え

や図柄
ずがら

のないものに限
かぎ

る。

※

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

眼鏡
めがね

（医療
いりょう

上
じょう

を除
のぞ

き原則
げんそく

として色付
いろつ

きレンズは認
みと

めない。）メガネ拭
ふ

き、眼鏡
めがね

ケース（金属製
きんぞくせい

を除
のぞ

く。）、補聴器
ほちょうき

（乾電池
かんでんち

含
ふく

む。）、義歯
ぎ し

安
あ

定剤
んていざい

、コンタクトレンズ洗浄剤
せんじょうざい

（液
えき

）、その他
た

の補正
ほせい

器具
き ぐ

学習用
がくしゅうよう

に限
かぎ

る。

イヤホン及
およ

び電池
でんち

を含
ふく

む。

留意
りゅうい

事項
じこう

４参照
さんしょう

学習用
がくしゅうよう

に限
かぎ

る。

留意
りゅうい

事項
じこう

４参照
さんしょう

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

電池
でんち

を含
ふく

む。

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

便箋封筒
びんせんふうとう

セット

学習用
がくしゅうよう

に限
かぎ

る。

テンプレート、カラスグチ、トレーシングペーパー、製図
せいず

板
ばん

、分
ぶん

度
ど

器
き

、各種
かくしゅ

定
じょ

規
うぎ

、計算
けいさん

尺
しゃく

、コンパス及
およ

びディバイダーに限
かぎ

る。

留意
りゅうい

事項
じこう

４参照
さんしょう

学習用
がくしゅうよう

に限
かぎ

る。

指
ゆび

サック及
およ

び紙
かみ

めくり用
よう

クリームに限
かぎ

る。

留意
りゅうい

事項
じこう

４参照
さんしょう

通信教育関係教材及び
つうしんきょういくかんけいきょうざいおよ

学習用教材
　がくしゅうようきょうざい

に
に

限
　かぎ

る。

留意
りゅうい

事項
じこう

４参照
さんしょう

便箋１綴（３０枚）
びんせん　　つづり　　　　　　　まい

及
およ

び封筒１組（１０枚）
ふうとう　　　くみ　　　　　　　　　まい

通常
つうじょう

のものより上質
じょうしつ

なもの

文房具
ぶんぼうぐ

その他
た

の余暇
よ　か

時間帯
じかんたい

における知的
ちてき

及
およ

び教育的
きょういくてき

活
か

動
つどう

に用
もち

いる物
ぶっ

品
ぴん

手袋
てぶくろ

、マスクそ

の他
た

の身体
しんたい

に装
そ

着
うちゃく

する物
ぶつ

品
ひん

（衣
い

類
るい

を除
のぞ

く。）で

あって、受刑者
じゅけいしゃ

の健康
けんこう

状態
じょうたい

その

他
た

の事情
じじょう

に照
て

ら

して使用
しよう

するこ

とが必要
ひつよう

なもの

留意事項
り ゅ う い じ こ う

３参照
さんしょう

電池
でんち

を含
ふく

む。

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう

１セット

学習用
がくしゅうよう

に限
かぎ

る。

筆
ふで

、筆巻
ふでま

き、墨
すみ

、墨汁
ぼくじゅう

、文
ぶん

鎮
ちん

、すずり、すずり箱
ばこ

、条
じょう

幅
ふく

紙
し

、下敷
したじ

き、書道用
しょどうよう

半
は

紙
んし

、書道
しょどう

用具
ようぐ

ケース、教本
きょうほん

、水差
みずさ

し、作品
さくひん

入
い

れ、筆
ふで

ペン、インクカートリッジ、

ペン習字
しゅうじ

帳
ちょう

、フェルトペン、ディスクペン、吸
す

い取
と

り紙
がみ

及
およ

び写経
しゃきょう

用紙
ようし

に限
かぎ

る。

留意
りゅうい

事項
じこう

４参照
さんしょう

留意
りゅうい

事項
じこう

３参照
さんしょう
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例
れい

　表中
ひょうちゅう

の各記号
かくきごう

は、それぞれ次
つぎ

のものを示
しめ

す

　○印
じるし

　　使用
し よ う

又
また

は自弁
じ べ ん

を許可
き ょ か

するもの

　◎印
じるし

　　特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

められる場合
ば あ い

に限
かぎ

り使用
し よ う

を許可
き ょ か

するもの

　●印
じるし

　　処遇
しょぐう

上
じょう

の必要
ひつよう

から例外的
れいがいてき

に使用
し よ う

を許可
き ょ か

することを適当
てきとう

と認
みと

める場合
ば あ い

に限
かぎ

り使用
し よ う

又
また

は摂取
せっしゅ

を許
ゆる

すもの

　※印
じるし

　　使用
し よ う

場所
ば し ょ

を示
しめ

す

注
ちゅう

　上記
じょうき

表
ひょう

に関
かん

する留意
りゅうい

事項
じこう

　　場合
ばあい

に限
かぎ

り、使用
しよう

を許
ゆる

す。

　　を必要
ひつよう

とする事情
じじょう

が現
げん

に存在
そんざい

する場合
ばあい

に限
かぎ

り、使用
しよう

を許
ゆる

す。

　５　訴訟
そしょう

書類
しょるい

等
とう

の整理
せいり

のため必要
ひつよう

と認
みと

められる場合
ばあい

その他
た

特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

められる場合
ばあい

に限
かぎ

り、使用
しよう

を許
ゆる

す。

　６　受刑者
じゅけいしゃ

の宗教
しゅうきょう

上
　じょう

の必要性
ひつようせい

があると認
みと

められる場合
ばあい

に限
かぎ

り、使用
しよう

を許
ゆる

す。

　７　刑事
けいじ

施設
しせつ

の所在地
しょざいち

の気候
きこう

、受刑者
じゅけいしゃ

の身体
しんたい

状況
じょうきょう

、保健
ほけん

衛生
えいせい

の状況
じょうきょう

その他
た

の事情
じじょう

に照
て

らし特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

められる場合
ばあい

に限
かぎ

り、使用
しよう

を許
ゆる

す。

　

　４　上記
じょうき

３の条件
じょうけん

に加
くわ

え、当該
とうがい

受刑者
じゅけいしゃ

が当該
とうがい

物品
ぶっぴん

を現
げん

に使用
しよう

する通信
つうしん

教育
きょういく

を受
う

けていたり、当該物品
とうがいぶっぴん

を現
げん

に使用
しよう

するクラブ活動
かつどう

に参加
さんか

していたりするなど、当該物品
とうがいぶっぴん

の使用
しよう

　　認
みと

められる場合
ばあい

に限
かぎ

り、使用
しよう

を許
ゆる

す。

　１　必要
ひつよう

な数量
すうりょう

の範囲内
はんいない

で許
ゆる

す。

備考
び こ う

　２　第
だい

１種
しゅ

または第
だい

２種
しゅ

の制限
せいげん

区分
くぶん

に指定
してい

されている者
もの

について、自発性
じはつせい

や自立性
じりつせい

を涵養
かんよう

するために使用
しよう

を許
ゆる

すことが有益
ゆうえき

であると認
みと

められる場合
ばあい

その他
た

特
とく

に必要
ひつよう

があると

　３　受刑者
じゅけいしゃ

からの申出
もうしで

内容
ないよう

及
およ

び当該
とうがい

物品
ぶっぴん

の用途
ようと

に鑑
かんが

み、使用
しよう

が必要
ひつよう

と認
みと

められる事情
じじょう

があり、かつ、処遇
しょぐう

上
じょう

有益
 ゆうえき

であると認
みと

められる場合
ばあい

その他
た

特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

められる

上記
じょうき

物
ぶつ

品
ひん

は、原則
げんそく

として指定
し て い

業者
ぎょうしゃ

からの購入
こうにゅう

(又
また

は購入差入
こうにゅうさしいれ

れ）に限
かぎ

る（外出
がいしゅつ

・外泊
がいはく

時
じ

等
とう

を除
のぞ

く）。

刑事
け い じ

施設
し せ つ

の規律
き り つ

及
およ

び秩序
ちつじょ

の維持
い じ

その他
た

管理
か ん り

運営
うんえい

上
じょう

支障
ししょう

を生
しょう

ずるおそれがある場合
ば あ い

は許
ゆる

さない。

他
た

の刑事施設
け い じ し せ つ

からの移送
い そ う

により収容
しゅうよう

される際
さ い

に、この表
ひょう

に定
さ だ

めた物品
ぶっぴん

の形状
けいじょう

又
ま た

は規格
き か く

と異
こ と

なる自弁
じ べ ん

の物品
ぶっぴん

を所持
し ょ じ

する場合
ば あ い

において、当該物品
とう がいぶっぴん

が、移送
い そ う

される前
ま え

に収容
しゅうよう

さ

れていた刑事施設
け い じ し せ つ

において使用
し よ う

又
ま た

は摂取
せ っ し ゅ

を許
ゆる

されていたものであるときは、当該物品
とう がいぶっぴん

の使用
し よ う

又
ま た

は摂取
せ っ し ゅ

を許
ゆる

す。

携
けい

入
にゅう

物品
ぶっぴん

及
およ

び差入物品
さしいれぶっぴん

について、華美
か び

に過
す

ぎるか、著
いちじる

しく高価
こ う か

な物品
ぶっぴん

か等
と う

の判定基準
はんていきじゅん

は、例
た と

えば、指定差入業者
し て い さ し い れ ぎ ょ う し ゃ

を通
つ う

じて購入
こうにゅう

する自弁物品
じ べ ん ぶ っ ぴ ん

と同品種
どう ひ ん し ゅ

の品質規格
ひ ん し つ き か く

及
およ

び価格
か か く

を基準
き じ ゅ ん

とする。

　優
ゆう

１　　　優遇
ゆうぐう

区分
く ぶ ん

第
だい

１類
るい

の者
もの

　優
ゆう

３以上
いじょう

　優遇
ゆうぐう

区分
く ぶ ん

第
だい

１、２、３類
るい

の者
もの

　全
ぜん

　　　　すべての者
もの
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